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要  旨  

 

個 ⼈ 間 の 経 済 格 差 は 所 得 格 差 お よ び 資 産 格 差 の 形 で 現 れ る が 、 OECD 諸 国 に

お い て 両 者 を ⽐ 較 す る と 、所 得 格 差 よ り も 資 産 格 差 の ⽅ が ⼤ き い 。2008 年 の リ

ー マ ン ・ シ ョ 以 降 は 、 多 く の 国 に お い て 資 産 格 差 が 拡 ⼤ し て い る 。    

本 稿 の ⽬ 的 は 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る 資 産 課 税 を め ぐ る 議 論 を サ ー ベ イ

し 、 そ れ を 踏 ま え て 、 同 国 の 資 産 課 税 の ⽅ 向 性 に つ い て 若 ⼲ の コ メ ン ト を 加 え

る こ と で あ る 。  

経 済 格 差 の う ち 資 産 格 差 に 焦 点 を 当 て 、 資 産 格 差 是 正 の 観 点 か ら 資 産 課 税 の

あ り ⽅ を 考 察 す る た め の ⼀ つ の モ デ ル ケ ー ス と し て 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 議 論

に 注 ⽬ す る 。 現 在 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に は 、 資 産 再 分 配 に 関 連 し た 資 産 課 税 は 存

在 し な い 。 経 常 純 資 産 税 （ 富 裕 税 ） を 導 ⼊ し た 経 験 は 無 く 、 相 続 ・ 贈 与 税 は 廃

⽌ さ れ て い る（ 相 続 税 は 1992 年 、贈 与 税 は 2010 年 ）。ま た , ⼀ 時 導 ⼊ さ れ て い

た ⼟ 地 税 も 現 在 は 存 在 し な い （ 1991 年 廃 ⽌ ）。 さ ら に 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン に

対 す る 課 税 は 限 定 的 で あ る 。 こ の よ う な 税 制 は 他 の 先 進 国 に 例 を ⾒ な い 。 富 裕

税 お よ び 相 続 ・ 贈 与 税 の な い 国 と し て 、 ス ウ ェ ー デ ン と オ ー ス ト ラ リ ア も 該 当

す る が 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 の 状 況 が ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド と は 異 な る 。  

取 り 上げる 論 点 は 、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る（ 1）資 産 格 差 の 状 況 、（ 2）資

産 再 分 配 に 関 連 す る 資 産 課 税 廃 ⽌ の 経 緯 、（ 3） 資 産 課 税 の あ り ⽅ を 巡 る 議 論 の

動 向 、（ 4） 資 産 課 税 に 対 す る 国 ⺠ の反応お よ び 政 治 的 動 向 で あ る 。 こ れ ら に つ

い て サ ー ベ イ し た後、 租 税 体 系 、 経 済 ・社会環境、 政 治 的環境の視点 か ら 、今

後の 資 産 課 税 の ⽅ 向 性 に つ い て 考 察 す る 。  
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は じ め に  

 

個 ⼈ 間 の 経 済 格 差 は 所 得 格 差 お よ び 資 産 格 差 の 形 で 現 れ る が 、 OECD 諸 国 に

お い て 両 者 を ⽐ 較 す る と 、 所 得 格 差 よ り も 資 産 格 差 の ⽅ が ⼤ き い 2 。 2000 年 以

降 に 注 ⽬ し 、発展途上 国 も含め た 46 カ国 を 対象と し た研究に よ る と 、 2008 年

の リ ー マ ン・シ ョック以前は 、資 産 格 差 が 拡 ⼤ し た の は 12 カ国 、縮⼩ し た の が

34 カ国 で あった が 、 そ れ 以 降 は 、 資 産 格 差 が 拡 ⼤ し た の は 35 カ国 、縮⼩ し た

の が 11 カ国 と 、逆に 多 く の 国 に お い て 資 産 格 差 が 拡 ⼤ し て い る 3 。世界不平等

研究所 （World  Inequal i ty  lab） に よ る と 4 、 2025 年 に お い て 所 得 に 関 し て は 、

上位 10％（ 上位１％）が世界の 所 得 の 53％（ 20％）を 所有す る の に 対 し 、資 産

に 関 し て は 、上位 10％（ 上位１％）が世界の 資 産 の 74％（ 37％）を 所有し て い

る 。  

 本 稿 は 、 経 済 格 差 の う ち 資 産 格 差 に 焦 点 を 当 て 、 資 産 格 差 是 正 の 観 点 か ら 資

産 課 税 の あ り ⽅ を 考 察 す る た め の ⼀ つ の モ デ ル ケ ー ス と し て 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン

ド の 議 論 に 注 ⽬ す る 。 現 在 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に は 、 資 産 再 分 配 に 関 連 し た 資 産

課 税 は 存 在 し な い 。 経 常 純 資 産 税 （ 富 裕 税 ） を 導 ⼊ し た 経 験 は 無 く 、 相 続 ・ 贈

与 税 は 廃 ⽌ さ れ て い る（ 相 続 税 は 1992 年 、贈 与 税 は 2010 年 ）。ま た , ⼀ 時 導 ⼊

さ れ て い た ⼟ 地 税 も 現 在 は 存 在 し な い （ 1991 年 廃 ⽌ ）。 さ ら に 、 キ ャ ピ タ ル ・

ゲ イ ン に 対 す る 課 税 は 限 定 的 で あ る 。 こ の よ う な 税 制 は 他 の 先 進 国 に 例 を ⾒ な

い 。 富 裕 税 お よ び 相 続 ・ 贈 与 税 の な い 国 と し て 、 ス ウ ェ ー デ ン と オ ー ス ト ラ リ

ア も あ る が 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 の 状 況 が ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド と は 異 な る 5 。 

 
2  O E C D 諸 国 の 状 況 を ⾒ る と 、 平 均 し て 、 資 産 格 差 は 所 得 格 差 の ２ 倍 ⼤ き い （ B a l e s t r a  a n d  

To n k i n  ( 2 0 1 8 ) , p . 2 4 ）。 資 産 格 差 に つ い て は 本 稿 図 ４ お よ び 図 5 を 、 所 得 格 差 の デ ー タ は 、
Wo r l d  I n e q u a l i t y  L a b ,  Wo r l d  I n e q u a l i t y  D a t a b a s e （ h t t p s : / / w i d . w o r l d / d a t a /  最 終 閲 覧 ：
2 0 2 6 5 / 4 ） 参 照 の こ と 。 2 0 2 4 年 に お け る ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 上 位 1 0 ％ （ 上 位 １ ％ ） の 割 合 を
⾒ る と 、 所 得 格 差 に つ い て は 3 5 ％ （ 1 2 . 1 ％ ） で あ る の に 対 し 、 資 産 格 差 に 関 し て は 5 7 . 2 ％
（ 2 2 . 7 ％ ） で あ る 。 ち な み に ⽇ 本 の 場 合 、 所 得 格 差 は 4 3 . 5 ％ （ 1 2 . 7 ％ ）、 資 産 格 差 は 5 8 . 7 ％
（ 2 4 . 2 ％ ） で あ る 。  

3  S t i e r l i  e t  a l .  ( 2 0 1 4 )  ,  p . 3 2 参 照 。  
4  Wo r l d  I n e q u a l i t y  L a b ( 2 0 2 5 ) , C h a p . 1 参 照 。  
5  例 え ば 上 場 株 式 に 対 す る 課 税 を ⾒ る と 、 オ ー ス ト ラ リ ア は 総 合 課 税 、 ス ウ ェ ー デ ン は 分 離 ⽐

例 課 税 で あ る の に 対 し 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド は 外 国 株 式 以 外 、 ⾮ 課 税 で あ る （ O E C D ( 2 0 2 5 ) ,  
p . 2 4  Ta b l e 1 参 照 ）。  
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⼀ 体 、何故そ の よ う な事態に なった の か 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る 資 産 格

差 の 状 況 はどの よ う に なって お り 、 資 産 格 差 是 正 の視点 か ら 資 産 課 税 の あ り ⽅

を め ぐって い か な る 議 論 が⾏わ れ て い る の か 、 ま た 、 国 ⺠ はどの よ う に 考 え て

い る の か 、こ れ ら の 点 に 注 ⽬ す る 。な お 、資 産 課 税 の概念を広義に と ら え る と , 

資 産譲渡に 関 連 す る キ ャ ピ タ ル・ゲ イ ン 課 税 も含ま れ る が 、以下で は OECD の

歳⼊ 統 計 （Revenue  Stat ist ics） の 分類に従い 、 資 産 課 税 の 中 に は キ ャ ピ タ ル ・

ゲ イ ン 課 税 は含ま な い も の と す る 6 。  

 本 稿 の 構成は 以下の と お り で あ る 。まず、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る 家 計 資

産 の 統 計 を明ら か に し 、家 計 資 産 の 構 造 と 資 産 格 差 の 状 況 を眺め る（ Ⅰ節）。次

に 、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 資 産 課 税 の特徴を明ら か に し（ Ⅱ節）、資 産 課 税 の う ち

資 産 再 分 配 に 関 連 す る 税 が 廃 ⽌ さ れ た 経 緯 を概説す る（ Ⅲ節）。さ ら に 、資 産 課

税 の あ り ⽅ を 巡 る 議 論 を整理す る（ Ⅳ節）。ま た 、資 産 課 税 に 対 す る 国 ⺠ の 意 ⾒

お よ び 政党の 動 向 を概観 す る （ Ⅴ節）。  

 

Ⅰ . ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 家 計 資 産 と 資 産 格 差  

 

1.  家 計 資 産 の 統 計  

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る 家 計 資 産 の 統 計 は３種類あ る（表 1）7 。Household  

net  worth  stat ist ics はミクロデ ー タ （世帯、 個 ⼈ ） で あ る 。Household  balance  

sheet お よ び Annual  balance  sheet は 、前者 は 資 産別（⾦融資 産 、⾮⾦融資 産 ）

の 、後者 は 部⾨別（ 家 計 、企業、 政府） の マクロデ ー タ で あ る 。  

Household  net  worth  stat ist ics お よ び Annual  balance  sheet は 、 ニ ュ ー ジ ー

ラ ン ド 統 計局（ Stats  NZ） に よ り作成・公表さ れ て い る 。前者 の公表は 3 年 お

き 、後者 は毎年 で あ る 。Household  net  worth  stat ist ics は 、Household  Economic  

Survey（HES）の デ ー タ を ベ ー ス と し て い る 。こ れ は 、19,155 の世帯（ 2024 年

の調査の場合） を 対象と し て 、 15 歳以 上 で ⺠営住 宅 （ 学⽣寮、⽼⼈ホーム、病

 
6  ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 に 関 す る 議 論 は 、 篠 原 （ 2 0 2 5 ） 参 照 。  
7  以 下 は 、 S t a t z  N Z ( 2 0 1 8 ) 参 照 。  
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院などは除外）に居住 す る 者 か ら 得 ら れ る ア ン ケ ー ト結果に基づく 8。現 在 の 形

式は 、 2016 年 6 ⽉に公表さ れ た 2015 年 の デ ー タ が最初で あ る 。Household  

balance  sheet は ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド準備銀⾏（Reserve  Bank  of  New  Zealand） に

よ り作成さ れ る四半期デ ー タ で 、2021 年第⼆四半期ま で公表さ れ て い た が 、2021

年第三四半期以 降 は 、Annual  balance  sheet に 統合さ れ て い る 。  

 そ れぞれ の 統 計 の概要は 、表 1 で⽰さ れ る と お り で あ る 。 本 稿 で もっぱら 参

照す る の は Household  net  worth  stat ist ics の デ ー タ で あ る 。  

 

表 1 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る 家 計 資 産 の 統 計  

 H o u s e h o l d  n e t  w o r t h  
s t a t i s t i c s  

H o u s e h o l d  b a l a n c e  
s h e e t  

A n n u a l  b a l a n c e  s h e e t  
 

公 表 機 関  ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 統 計
局 （ S t a t s  N Z ）  

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 準 備
銀 ⾏ （ R B N Z :  R e s e r v e  

B a n k  o f  N e w  
Z e a l a n d ）  

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 統 計
局 （ S t a t s  N Z ）  

公 表 ペ ー ス  ３ 年 お き  
（ 2 0 0 1 年 以 降 ： 現 在
の 形 式 は 2 0 1 6 年 6 ⽉  

以 降 ）  

四 半 期 お き  
( 1 9 9 8 年 1 2 ⽉ 〜 2 0 2 1

年 6 ⽉ ま で )  

毎 年  
（ 2 0 1 7 年 以 降 ）  

統 計 の 内 訳  
実 物 資 産  

不 動 産  ⾃ ⼰ 申 告  
・ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に  

居 住 す る 国 ⺠ が 国 内  
お よ び 海 外 に 所 有 す  
る 不 動 産 を 含 む  

・ 個 ⼈ 住 宅 以 外 の 不 動  
産 （ 病 院 、 介 護 施
等 ） 、 海 外 に 居 住
す る ニ ュ ー ジ ー ラ
ン ド ⼈ の 所 有 す る
不 動 産 は 含 ま な
い 。  

・ 評 価 額 は 、 地 ⽅ 税 の  
レ イ ト 価 額  

・ A n n u a l  b a l a n c e   
s h e e t の デ ー タ を 利  
⽤  

・ 更 地 、 国 ⺠ が 所 有 す  
る 海 外 の 不 動 産 は 除  
く  

・ 海 外 に 居 住 す る ニ ュ  
ー ジ ー ラ ン ド ⼈ が ニ  
ュ ー ジ ー ラ ン ド 国 内  
に 所 有 す る 不 動 産 は  
含 む  

・ C o r e L o g i c （ 不 動 産  
情 報プラットホー  
ム） の デ ー タ を 利 ⽤  

・ 更 地 、 国 ⺠ が 所 有 す  
る 海 外 の 不 動 産 は 除  
く  

耐久消費財・  
貴重品  

含 む （ ⾃ ⼰ 申 告 ）  含 ま な い  含 ま な い  

⾦融資 産  
株 式 （投資ファ

ン ド の 株 式 含
む ）  

⾃ ⼰ 申 告 （ 外 国 の 株 式
を 含 む ）  

A n n u a l  b a l a n c e  s h e e t
の デ ー タ を 利 ⽤  

⺠間企業の財務デ ー
タ 、 N ZX（ ニ ュ ー ジ ー
ラ ン ド証券取引所 ） の
デ ー タ 、 年次企業調査

 
8  S t a t s  N S ,  H o u s e h o l d  n e t  w o r t h  d a t a  c o l l e c t i o n  2 0 2 3 / 2 4 参 照 。

h t t p s : / / d a t a i n f o p l u s . s t a t s . g o v t . n z / i t em / n z . g o v t . s t a t s / 3 a 4 4 c 2 b 9 -d 2 e 4 -4 9 f 5 -a e 0 6 -
f 2 c 0 4 8 9 5 4 d 7 0  最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 2 / 9  
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（ A E S ） 、 R B N Z の デ
ー タ を 利 ⽤ 。  

年⾦基⾦  ⾃ ⼰ 申 告もし く は アク
チュ ア リ ーモデ ル （ ⾃
⼰ 申 告 が困難な 場 合 ）
を 利 ⽤  

MFS （M a n a g e d  Fu n d s  
S u r v e y ） を 利 ⽤   

R B N Z の MFS デ ー タ
を 利 ⽤  

現⾦・預⾦  ⾃ ⼰ 申 告  ・家計 の保有 す る流通
通貨お よ び⾦融機 関
への預⾦  

・ 海 外 に保有されて い  
る預⾦は 除 く  

R B N Z の デ ー タ を 利 ⽤  

負債  
住 宅ロー ン  ⾃ ⼰ 申 告  ⾦融機 関 お よ び貸付業

者の デ ー タ （ 個 ⼈ に よ
る貸付は 含 ま な い ）  

R B N Z の デ ー タ を 利 ⽤  

消費者ロー ン ・  
学⽣ロー ン  

⾃ ⼰ 申 告  学⽣ロー ン  
（教育省の デ ー タ ）  
消費者ロー ン  

（⾦融機 関 の デ ー タ ）  

R B N Z の デ ー タ を 利 ⽤  

信託の 資 産  
 
−  

⾃ ⼰ 申 告 （回答者が委
託者、もし く は受益者
でかつ受託者の 場 合 ）  

A n n u a l  b a l a n c e  s h e e t
の デ ー タ を 利 ⽤  

内 国歳⼊庁の デ ー タ を
利 ⽤  

（出所 ） S t a t z  N Z ( 2 0 1 8 ) , Ta b l e 1 に基づき作成 .  

 

2 .  家 計 資 産 の 構 造  

（ 1）総資 産 の推移   

家 計 資 産 の 構 造 は 、表 2 で⽰さ れ る 。 2024 年 に お い て 、総資 産 は 2.4 兆 NZ

ド ル 、負債は 0.33 兆 NZ ド ル 、 純 資 産 は 2.07 兆 NZ ド ル で あ る 。総資 産 の内

訳は 、⾦融資 産 1.0 兆 NZ ド ル（ 41.4％）、⾮⾦融資 産 1.4 兆 NZ ド ル（ 58.6％）

と なって い る 。⾦融資 産 の 中 で は株式の割合が約 6 割（ 57 .5％） で最も⾼く 、

⾮⾦融資 産 で は持家 が約 7 割（ 65.9％） を占め て い る 。  

2015 年 以 降 の推移を眺め る と 、 2018 年 を境に⾮⾦融資 産 の割合が 上 昇 し て

い る （ 2018 年： 49.5％→ 2024 年： 58.6％）。 こ れ は 、 住 宅 価 格 の急騰に よ り 9 、

持ち 家 の割合が ⼤ き く 上 昇 し た こ と に よ る（ 2018 年：31.1％→ 2024 年：38.6％）。  

 

 

 

 
9  2 0 1 6 年 以 降 、 住 宅 価 格 上 昇 率 は G D P 伸 び 率 を 上 回 っ て い る （ 篠 原 （ 2 0 2 5） ,図 3 参 照 ）。  
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表 2 家 計 資 産 の 構 造 （ 総 資 産 ： ％ ）  

 2 0 1 5  2 0 1 8  2 0 2 1  2 0 2 4  
⾦融資 産  4 8 .9（ 0 .5 8）  5 0 .5（ 0 .7 9）  4 7 .9（ 0 .9 0）  4 1 .4（ 1 .0）  

株 式  2 9 .8  3 1 .5  3 0 .2  2 3 .8  
年⾦基⾦  4 .7  4 .8  5 .6  5 .7  
その他  1 4 .4  1 4 .2  1 2 .1  1 1 .9  

⾮⾦融資 産  5 1 .1（ 0 .6 1）  4 9 .5（ 0 .7 8）  5 2 .1（ 0 .9 8）  5 8 .6（ 1 .4）  
持ち家  3 0 .1  3 1 .1  3 2 .9  3 8 .6  

持ち家以 外 の 不 動 産  8 .1  7 .7  9 .9  9 .8  
耐久消費財  1 2 .1  9 .8  8 .5  9 .3  
その他  0 .8  0 .9  0 .8  0 .9  

総 資 産  1 0 0 .0％ （ 1 .1 9）  1 0 0 .0％ （ 1 .5 7）  1 0 0 .0％ （ 1 .8 9）  1 0 0 .0％ （ 2 .4 0）  
負債  （ 0 .1 5）  （ 0 .2 1）  （ 0 .2 7）  （ 0 .3 3）  
純資 産  （ 1 .0 4）  （ 1 .3 5）  （ 1 .6 2）  （ 2 .0 7）  

（注）カッコ内 は 総 額 （単位 ：兆 N Z ド ル ）  
（出所 ） S t a t s  N Z ( 2 0 2 5 a ) より作成。  

 

（ 2） 年齢階級別構 造  

 図 1 は 、2024 年 に お け る 個 ⼈ の平均資 産 の 状 況 を 、年齢階級別に眺め た も の

で あ る 。 年齢階級が 上 が るごと に 、平均資 産額は 上 昇 し 、最も平均資 産額の ⼤

き い の は 65-74 歳の階級（ 985,000NZ ド ル ） と なって い る 。 純 資 産額に つ い て

も 同様に 、最も ⼤ き い の は 65-74 歳の階級（ 954,000NZ ド ル ） で あ る 。  

  

図 1 年 齢 階 級 別 資 産 構 造 （ 2024 年 ： 単 位 1,000NZ ド ル ）  

 

       （出所 ） S t a t s  N Z （ 2 0 2 5 a ） より作成。  
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表 3 は 、2015 年 以 降 に お け る総資 産額に占め る 年齢階級別割合の推移を⽰し

た も の で あ る 。65 歳未満の階級で は減少傾向 に あ る の に 対 し 、65 歳以 上 で は増

加 し て い る （ 2015 年： 28.3％→ 2024 年： 32.6％）。  

 

表 3 総 資 産 額 に 占 め る 年 齢 階 級 別 割 合 の 推 移  

 1 5 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5+  6 5+  
2 0 1 5  0 . 9  7 . 0  1 4 . 4  2 3 . 0  2 6 . 4  1 8 . 0  1 0 . 3  2 8 . 3  
2 0 1 8  0 . 8  6 . 1  1 3 . 0  2 3 . 2  2 6 . 3  2 0 . 3  1 0 . 3  3 0 . 6  
2 0 2 1  0 . 9  7 . 1  1 4 . 7  2 2 . 8  2 5 . 0  1 7 . 6  1 1 . 9  2 9 . 5  
2 0 2 4  0 . 8  7 . 2  1 3 . 8  2 0 . 9  2 4 . 7  1 9 . 9  1 2 . 7  3 2 . 6  

（出所 ） S t a t s  N Z （ 2 0 2 5 a ） より作成。  

 

総資 産額に占め る 年齢階級別割合の 構 造 を 2015 年 と 2024 年 に つ い て ⽐ 較 す

る と （図 2）、 65 歳以 上 に お い て⾮⾦融資 産 の割合が増加 し て い る の が わ か る

（ 2015 年：12.8％→ 2024 年：17 .8％）。そ こ で 、65 歳以 上 に 関 し て⾮⾦融資 産

の内訳を ⾒ る と（表４）、不動 産 の割合が 上 昇 し て い る（ 2015 年：9.5％→ 2024

年：14.9％）。中 で も特に持ち 家 の割合（ 2015 年：7 .9％→ 2024 年：12.1％）が

増加 し て い る 。  

 

図 2 総 資 産 額 に 占 め る 年 齢 階 級 別 割 合 の 構 造  （ 単 位 ： ％ ）  

 

（出所 ） S t a t s  N Z （ 2 0 2 5 a ） より作成。  
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表 4 総 資 産 額 に 占 め る 65 歳 以 上 の ⾮ ⾦ 融 資 産 の 割 合 （ ％ ）  

 6 5 -7 4  7 5＋  6 5＋  
持ち家  2 0 1 5  4 . 6  3 . 3  7 . 9  

2 0 2 4  6 . 7  5 . 4  1 2 . 1  
その他の 不 動 産  2 0 1 5  1 . 0  0 . 6  1 . 6  

2 0 2 4  1 . 8  1 . 0  2 . 8  
不 動 産  2 0 1 5  5 . 8  3 . 9  9 . 5  

2 0 2 4  8 . 5  6 . 4  1 4 . 9  
耐久消費財・貴重

品  
2 0 1 5  2 . 1  1 . 2  3 . 3  
2 0 2 4  1 . 7  1 . 1  2 . 8  

（出所 ） S t a t s  N Z （ 2 0 2 5 a ） より作成。  

 

年齢階級別の持ち 家率は 、 2023 年 お よ び 2023 年 の いずれ に お い て も 75-79

歳の階級ま で 上 昇 し 、80 歳を超え る と低下し て い る（図 3）。80 歳を超え る と 、

⽼⼈ホームに ⼊居す る か 、 家族の 所有す る 住 宅 に 同居す る と 考 え ら れ る 。 し た

がって 、65 歳以 上 の階級の持ち 家 の 資 産額の 上 昇 は 、住 宅 価 格 上 昇 の影響が 65

歳〜79 歳の⾼い持ち 家率に反映さ れ た結果で あろう 。  

 

図 3 年 齢 階 級 別 持 ち 家 率 の 推 移 （ ％ ）  

 

（出所 ） S t a t s  N Z ( 2 0 2 5 c ) より作成。  
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（ 3） 純 資 産階級別構 造  

 表 5 は 、2024 年 に お け る 家 計 資 産（平均値）の 純 資 産階級別構 造 を⽰し た も

の で あ る 。特徴と し て 、 まず総資 産額に占め る各階級の割合を ⾒ る と 、第 5 分

位が 60.6％で最も⾼く 、第 4 分位を含め る と 、 81.8％を占め て い る 。 さ ら に 、

第 5 分位の 構 造 は 、⾦融資 産 の割合が 54.4％で あ り 、 そ の 他 の階級と ⽐ 較 し て

か な り⾼い 。  

 

表 5 家 計 資 産 の 純 資 産 階 級 別 構 造 （ 2024 年 ： ％ ）  

 1  2  3  4  5  全体  
⾮⾦融資 産

( a )  
7 5 . 0  6 9 . 8  8 1 . 8  7 9 . 0  4 5 . 5  5 8 . 7  

持ち家  3 4 . 1  3 8 . 8  6 1 . 0  5 8 . 4  2 7 . 2  3 8 . 7  
その他  4 0 . 9  3 1 . 0  2 0 . 8  2 0 . 6  1 8 . 3  2 0 . 0  

⾦ 融 資 産
( b )  

2 5 . 0  3 0 . 2  1 8 . 2  2 1 . 0  5 4 . 4  4 1 . 3  

現⾦通貨  9 . 1  1 0 . 8  6 . 0  5 . 9  5 . 6  6 . 0  
年⾦基⾦  1 3 . 6  1 5 . 5  6 . 9  6 . 3  4 . 3  5 . 6  
その他  2 . 3  3 . 9  5 . 3  8 . 8  4 4 . 5  2 9 . 7  

総 計 ( a+b )  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  
総 資 産 額 に
占める 割 合  

1 . 4  4 . 3  1 2 . 5  2 1 . 2  6 0 . 6  1 0 0 . 0  

（出所 ） S t a t s  N Z （ 2 0 2 5 a ） より作成。  

 

3 .  資 産 格 差 の 状 況  

（ 1） Stats  NZ に よ る推計  

 Household  net  worth  stat ist ics で は 、世帯お よ び 個 ⼈ の総資 産 の 分布状 況 が

明ら か に さ れ て い る （表 6）。 2024 年 に お い て 、世帯の 上位 10％（ 上位 1％）

の 資 産保有割合は 、 48.5％（ 14.1％） で あ る 。 個 ⼈単位で は 、 上位 10％（ 上位

1％） の 資 産保有割合は 、 55.4％（ 17 .5％） で あ る 。 個 ⼈単位の 資 産保有割合が

⾼い の は 、 資 産 が世帯内で 分割さ れ る た め で あ る 。  

2015 年 以 降 の 動 向 を眺め る と 、上位 10％お よ び 上位 1％の割合は緩やか に低

下傾向 に あ る 。資 産 格 差 の 状 況 を ジ ニ係数で ⾒ る と 、2015 年 に は 0.683 で あっ

た が 、 2024 年 に は 0.661 へ低下し て い る 。  
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表 6 資 産 分 布 状 況 （ 総 資 産 ： ％ ）  

 2 0 1 5  2 0 1 8  2 0 2 1  2 0 2 4  
世帯  

上 位 5 0 ％  9 3 ,1  9 3 .9  9 3 .3  9 3 .3  
上 位 1 0 ％  5 2 . 8  5 3 . 0  5 1 . 3  4 8 . 5  
上 位 1 ％  1 8 . 3  1 6 . 8  1 5 . 8  1 4 . 1  
ジ ニ係数  6 8 . 3  6 9 . 1  6 7 . 6  6 6 . 1  

個 ⼈  
上 位 5 0 ％  9 8 .0  9 8 .3  9 7 .8  9 8 .0  
上 位 1 0 ％  5 9 . 4  5 9 . 3  5 8 . 1  5 5 . 4  
上 位 1 ％  2 1 . 8  2 0 . 1  1 9 . 9  1 7 . 5  
ジ ニ係数  7 6 . 4  7 6 . 7  7 5 . 6  7 4 . 3  

（出所 ） S t a t s  N Z ( 2 0 2 5 a )  

 

資 産 格 差 を検討す る際に は 、負債の 存 在 を 考慮す る と総資 産 よ り も 純 資 産 の

⽅ が適切で あ る 。 こ の場合、負債が ⼤ き い と 純 資 産 が マ イナス に な る こ と が あ

る か ら 、測定指標と し て ジ ニ係数は望ま し く な い 。 純 資 産 の不平等度を測定 す

る指標と し て は 、平均値と 中 央値（典型的 な世帯も し く は 個 ⼈ の 状 況 を⽰す ）

の ⽐率も し く は 上位層の保有割合が適切で あ る 1 0 。そ こ で 、純 資 産 に 関 し て平均

値と 中 央値の ⽐率を 計算す る と 、表 7 の よ う に な る 。 同 ⽐率は 、世帯お よ び 個

⼈ の 両 ⽅ に お い て 2018 年 を境に低下し て い る 。こ の こ と は 、上位 1％お よ び 上

位 10％の割合が低下し て い る こ と か ら も読み取 れ る 。  

 

表 7 資 産 格 差 の 状 況 （ 純 資 産 ）  

 2 0 1 5  2 0 1 8  2 0 2 1  2 0 2 4  
中央値  2 8 6  

（ 8 4 ）  
3 2 8  

（ 8 9 ）  
3 9 9  

（ 1 0 9 ）  
5 2 9  

（ 1 3 6 ）  
平 均値  6 2 0  

（ 2 9 2 ）  
7 7 0  

（ 3 5 4 ）  
8 6 3  

（ 3 9 9 ）  
1 , 0 3 7  

（ 4 8 9 ）  
平 均値 /中央値  2 . 1 6  

（ 3 . 4 7 ）  
2 . 3 4  

（ 3 . 9 7 ）  
2 . 1 6  

（ 3 . 6 6 ）  
1 . 9 7  

（ 3 . 5 9 ）  
上 位 1 ％ の 割 合  1 8 . 3％  

（ 2 1 . 8）  
1 6 . 8  
（ 2 0 . 1）  

1 5 . 8  
（ 1 9 . 9）  

1 4 . 1  
（ 1 7 . 5）  

上 位 1 0 ％ の 割
合  

5 2 . 8  
（ 5 9 . 4 ）  

5 3 . 0  
（ 5 9 . 3 ）  

5 1 . 3  
（ 5 8 . 1 ）  

4 8 . 5  
（ 5 5 . 4 ）  

上 位 5 0 ％ の 割
合  

9 3 . 1  
（ 9 8 . 0 ）  

9 3 . 9  
（ 9 8 . 3 ）  

9 3 . 3  
（ 9 7 . 8 ）  

9 3 . 3  
（ 9 8 . 0 ）  

（注）・カッコ内 は 個 ⼈ の値  
・中央値と 平 均値の単位 は 1 , 0 0 0 N Z ド ル  

（出所 ） S t a t s  N Z ( 2 0 2 5 a ;2 0 2 5 b ) .  

 
1 0  B a l e s t r a  a n d  To n k in (2 0 1 8 ) ,p p .1 3 - 1 4 参 照 。  
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ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド は 多 ⺠族国 家 で あ る 。 ⺠族構成は 、欧州系 、 マ オ リ 系 、太

平洋諸島系 、ア ジ ア 系 、そ の 他 に ⼤別で き る 。2023 年 の 国勢調査（複数回答可）

に よ る と 、欧州系 67 .7％、マ オ リ 系（ 先 住 ⺠ ）17 .8％、太平洋諸島系（ サ モ ア、

クック諸島等） 8.9％、 ア ジ ア 系 （ 中 国 、 イ ン ド等） 17 .3％、 そ の 他 1.9％と な

って い る 。 ⺠族別資 産 格 差 （ 個 ⼈ 純 資 産 中 央値） の 状 況 は 、表 8 で⽰さ れ る と

お り で あ る 。 2024 年 に お い て最も 純 資 産額が ⼤ き い の は欧州系 22.2 万 NZ ド

ル 、最も ⼩ さ い の は太平洋諸島系 2.6 万 NZ ド ル で あ る 。 2015 年 以 降 、 資 産 分

布のばら つ き を⽰す標準偏差 は 上 昇 し て お り 、 ⺠族間 の 資 産 格 差 は 拡 ⼤傾向 に

あ る 。  

 

表 8 ⺠ 族 別 資 産 格 差 の 状 況 （ 個 ⼈ 純 資 産 の 中 央 値 ： 1,000NZ ド ル ）  

 2 0 1 5  2 0 1 8  2 0 2 1  2 0 2 4  
欧州系  1 1 2  1 3 7  1 5 4  2 2 2 （ 6 7 . 7 ％ ）  
マオ リ系  2 2  2 8  4 3  5 2 （ 1 7 . 8 ）  

太平洋諸島系  1 2  1 5  1 6  2 6 （ 8 . 9 ）  
ア ジ ア系  3 2  4 5  6 3  6 1 （ 1 7 . 3 ）  
その他  6 6  4 4  4 5  8 5 （ 1 . 9 ）  

最⾼ / 最低  9 . 3  9 . 1  9 . 6  8 . 5  
標準偏差  4 0 . 7 5  4 8 . 1 3  5 2 . 9 3  7 7 . 1 7  

（注）カッコ内 は ⺠族の構成⽐ （ 2 0 2 3 年 の 国勢調査：回答者数 4 , 9 9 3 , 9 2 3 ⼈ ：複数回答）。  
（出所 ） S t a t s  N Z ( 2 0 2 4 ： 2 0 2 5 a ) 。  

 

資 産 格 差 の 状 況 を 国際⽐ 較 で ⾒ てみよ う 。 OECD の Wealth  D istr ibution  

Database(WDD)で は 、家 計 純 資 産 に つ い て平均値の 中 央値に 対 す る ⽐率（平均

値 /中 央値） が公開さ れ て い る 。 2021 年 も し く は そ れ 以 降 の デ ー タ が利⽤可能

な 年 に つ い てみる と（図 4）、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の値は 2.32 で OECD 平均値 2.20

を 上回って い る 。 し か し な が ら 、 OECD の デ ー タ は主に 家 計調査を ベ ー ス と し

て お り 1 1、 富 裕層の デ ー タ捕捉が不⼗分 で あ る と 考 え ら れ る 。  

そ こ で 、まず世界不平等研究所（World  Inequal i ty  Lab）が公表し て い る デ ー

タ に基づき 、OECD 諸 国 を 対象と し て 2024 年 に お け る 資 産 格 差（ 個 ⼈ 純 資 産 ）

 
1 1  O E C D ,  We a l t h  D i s t r i b u t i o n  D a t a b a s e  

h t t p s : / / w w w. o e c d . o r g / c o n t e n t / d am / o e c d / e n / d a t a / d a t a s e t s / i n c ome -a n d -w e a l t h -
d i s t r i b u t i o n -d a t a b a s e s / w d d -m a i n - c o n c e p t s . p d f  最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 4 / 2 3 ） 参 照 。  
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の 状 況 を眺め る と図 5 の よ う に な る 1 2 。ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に つ い て は 、上位 10％

（ 上位１％）の占め る割合は 、57 .２％（ 22.7％）で あ り 、⽐ 較 対象と なった 38

ヶ国 の平均値 60.4％（ 26 .5％） を下回って い る 。 さ ら に 、UBS（旧クレディ・

ス イ ス ）が発⾏す る G lobal  Wealth  Report に よ り 、上位 10％の 所有割合（ 個 ⼈

純 資 産 ） に 注 ⽬ し て 資 産 格 差 の 状 況 を 諸外国 と ⽐ 較 す る と 、表 9 の よ う に な る

1 3 。 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド は 2014 年 お よ び 2022 年 の いずれ に お い て も 、 資 産 格 差

の程度は 中程度で あ る 1 4  

 

図 4 OEDE 諸 国 に お け る 資 産 格 差  

（ 家 計 純 資 産 ： 2021 年 も し く は そ れ 以 降 ： 平 均 値 /中 央 値 ）  

 

（出所 ） O E C D  We a l t h  D i s t r i b u t i o n  D a t a b a s e  
h t t p s : / / w w w. o e c d . o r g / e n / d a t a / d a t a s e t s / i n c ome -a n d -w e a l t h -d i s t r i b u t i o n -
d a t a b a s e . h tm l  最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 4 / 2 3  

 

 

 
1 2  家計調査の他に 、 税務統 計 、 資 産 レポー ト （ L i c h  l i s t ）、 国 ⺠経済計算などを 参 照 し て デ ー

タ が作成されて い る （ Wo r l d  I n e q u a l i t y  L a b ( 2 0 2 5 ) ,  A p p e n d ix2 ）。  
1 3  H o u s e h o l d  b a l a n c e  s h e e t の他に 、 Fo r b e s 誌の⻑者番付が 参 照されて い る （ S h o r r o c k s ,  e t  

a l .  ( 2 0 2 3 ) , C h a p . 1 参 照 ）。  
1 4  2 0 1 4 年 （ 2 0 2 3 年 ） に お け る 上 位 1 0 ％ の 割 合 は 5 7 . 0 ％ （ 5 5 . 1 ％ ）、 上 位 １ ％ の 割 合 は 2 3 . 9
（ 2 0 . 1 ％ ） で あ る 。  
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図 5 OECD 諸 国 に お け る 資 産 格 差 （ 個 ⼈ 純 資 産 ： 2024 年 ： ％ ）  

 
    （出所 ） Wo r l d  I n e q u a l i t y  L a b ,  Wo r l d  I n e q u a l i t y  D a t a b a s e （ h t t p s : / / w i d . w o r l d / d a t a /   

最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 4 / 2 3 ） より作成。  

 

表 9 主 要 国 に お け る 資 産 格 差 （ 個 ⼈ 純 資 産 ） の 状 況  

資 産 格 差  国  
2 0 1 4 年  2 0 2 2 年  

⾮常に ⼤ き い  
（ 上 位 1 0 ％ のシェ ア＞

7 0 ％ ）  

ス イ ス 、 アメリカ  ス ウ ェ ー デ ン 、 アメリカ  

⼤ き い  
（ 上 位 1 0 ％ のシェ ア＞

6 0 ％ ）  

中国 、 オ ー ス ト リ ア 、 デ ン
マーク、 ド イツ、韓国 、ノ
ル ウ ェ ー 、 ス ウ ェ ー デ ン  

中国 、 オ ー ス ト リ ア 、 ド イ
ツ、 オ ラ ンダ、ノル ウ ェ
ー 、シンガポー ル 、 ス イ ス  

中程度  
（ 上 位 1 0 ％ のシェ ア＞

5 0 ％ ）  

オ ー ス ト ラ リ ア 、カナダ、
フラ ン ス 、 イ タ リ ア 、 オ ラ
ンダ , ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 、シ
ンガポー ル 、 イギリ ス  

オ ー ス ト ラ リ ア 、カナダ、
デ ンマーク、フラ ン ス 、韓
国 、 イ タ リ ア 、 ⽇ 本 、 ニ ュ
ー ジ ー ラ ン ド 、 イギリ ス  

⼩さい  
（ 上 位 1 0 ％ のシェ ア＜

5 0 ％ ）  

ベルギー 、 ⽇ 本  ベルギー  

（出所 ） S h o r r o c k s ,  D a v i e s  a n d  L l u b e r a s  ( 2 0 1 4 a ) ,  p . 3 0 、 S h o r r o c k s ,  e t  a l . ( 2 0 2 3 ) , p . 1 4 4 より作  
成。  

 

（ 2） 富 裕層の 資 産推計  

①推計 ⽅法  

表 6 お よ び表 7 の推計 は HES の デ ー タ を ベ ー ス と し て い る が 、HES で は 富

裕層の デ ー タ把握が困難で あ る 。こ れ は 、富 裕層に 関 し て は 無回答バイ ア ス（ non-
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response  bias）や過少申告バイ ア ス （ under-report ing  bias） が発⽣しやす い こ

と に よ る 。  

  こ れ ら のバイ ア ス を改善す る ⽅法と し て 、オ ーバー サ ンプリ ング、Rich  l i st の

利⽤、パレー ト 分布、⾏政 デ ー タ お よ び 税務デ ー タ （ 相 続 税 、 所 得 税 ） の活⽤

が あ る 1 5。オ ーバー サ ンプリ ングは 、調査対象と す る 富 裕層の デ ー タ を 意図的 に

増やす こ と で あ る 。Rich  l i st は 、 メ ディア の 富 裕層ラ ン キ ング（ ニ ュ ー ジ ー ラ

ン ド で は National  Business  Review の Rich  l i st）で あ る 。⾏政 デ ー タ と し て は 、

内国歳⼊庁が 2023 年 に公表し た超富 裕層の 経 済 所 得 に 対 す る 税負担の推計

（ Pol icy  and  Regulatory  Stewardship  (2023)） の際に収集さ れ た デ ー タ の利⽤

が 考 え ら れ る 。 税務デ ー タ に は 、 まず相 続 税 デ ー タ が あ る 。 ただし 、 ニ ュ ー ジ

ー ラ ン ド で は 1992 年 に 相 続 税 が 廃 ⽌ さ れ て お り利⽤が困難で あ る 。さ ら に 、資

本 所 得 の デ ー タ を利⽤し 、 資 本還元法に よ り 資 産額を推定 す る Cap i ta l ization  

method が あ る 。  

 

②推計結果  

（ a） Chiang ,  et  al .(2020)  

Chiang ,et  al .(2020)は 、Household  net  worth  stat ist ics に National  Business  

Review の Rich  l i st を 加味し た ⽅法、 お よ び Cap i ta l isat ion  method に よ る推計

を⾏って い る（表 10）。Household  net  worth  stat ist ics の デ ー タ は 、標本数を増

やす た め に 、2015 年 と 2018 年 の デ ー タ が 統合さ れ て い る 。Rich  l i st は 2018 年

の デ ー タ で あ る 。表 10 か ら明ら か な よ う に 、 Rich  l i st を 考慮す る場合、

Cap i ta l isat ion  method いずれ の場合に お い て も 、上位 10％お よ び 上位 1％の保

有割合は増加 し て い る 。  

 

 

 

 
15  C h i a n g ,  e t  a l . ( 2 0 2 0 ) ,お よ び C h i n g ,  F o r w a r d  a n d  P a r k y n ( 2 0 2 3 ) ,p p .1 4 -2 0。 ま た 、

B a l e s t r a  a n d  To n k i n (2 0 1 8 ) ,p p .2 2 - 2 4 も 参 照 。  
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表 10 富 裕 層 の 資 産 保 有 割 合 （ 純 資 産 ： ％ ）  

 上 位 1 0 ％  上 位 1 ％  
H o u s e h o l d  n e t  w o r t h  

s t a t i s t i c s  
（ 2 0 1 5 / 2 0 1 8 ： 個 ⼈ ）  

5 9  2 0  

H o u s e h o l d  n e t  w o r t h  
s t a t i s t i c s  

お よ び R i c h  l i s t  
( 2 0 1 5 / 2 0 1 8 ：世帯 )  

6 3  2 6  

C a p i t a l i z a t i o n  me t h o d  
( 2 0 1 8 ： 個 ⼈ )  

7 0  2 5  

（出所 ） C h i a n g ,  e t  a l . ( 2 0 2 0 ) , p . 3  Ta b l e 1 .  

 

（ b） Ching ,  Forward  and  Parkyn(2023)  

Ching ,  Forward ,  and  Parkyn(2023)は 、 Chiang ,  et  al .(2020)で ⽰ さ れ た

Cap i ta l isat ion  method に つ い て よ り詳細に解説し 、 上位 10％お よ び 上位 1％に

上位 0.1％を 加 え た推計 を⾏って い る 。  

推計 ⽅法の概要は 以下の通り で あ る 1 6。  

・Household  balance  sheet の 資 産 に 対応す る よ う に 資 本 所 得 を 分類す る（表

11）。  

・資 本還元率（ cap i ta l isat ion  multip l ier）を 計算す る 。例 えば、利⼦ 所 得 1,000、

預⾦総額 40,000 と す る と 資 本還元率は 40（預⾦総額 /利⼦ 所 得 ） と な る 。  

・ 同 ⼀ 資 産グル ープ内で の 資 産 に 関 し て 資 本還元率は ⼀ 定 と仮定 し 、各納税

者 に つ い て 資 本 所 得 に 資 本還元率を乗ずる こ と に よ り 資 産額を推計 す る 。  

・納税 者ごと に 資 産総額を推計 し 、10 分位お よ びパーセン タ イ ル で ラ ンク付

け す る 。  

 

 

 

 

 

 
16  以 下 は 、 C h i a n g ,  e t  a l . ( 2 0 2 0 ) ,  p p . 1 7−1 8 も 参 照 。  
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表 11 Household Balance Sheet と 所 得 税 申 告 デ ー タ  

所 得 税 申 告 デ ー タ の 所 得 分類  H o u s e h o l d  B a l a n c e  S h e e t の 資 産 分類  
利⼦所 得  預⾦  

・通貨  
・登録銀 ⾏への預⾦  
・ノンバンクへの預⾦  
・ 国債  
・ 地 ⽅債  
・その他の債券  
・負債  

配当所 得  株 式  
・ 上 場 株 式  
・ ⾮ 上 場 株 式  

合名会社・ ⾃営業・信託・ 住 宅 （賃貸） の
所 得  

⾮法⼈組織の持分  

ポー トフォリ オ事業体の 所 得  投資ファン ド お よ び保険  
・ 海 外 の 上 場 株 式  
・ キ ャッシュ ・マネジメン ト ・ ト ラ ス ト  
・投資ファン ド の持分  
・⽣命保険の純資 産  
・ 年⾦基⾦の純資 産  
・損害保険請求⾦  

（出所 ） C h i n g ,  Fo r w a r d  a n d  Pa r k y n ( 2 0 2 3 ) , p . 2 1  Ta b l e 3 .  

 

 上記の よ う な ⽅法に基づく推計結果（ 2018 年：個 ⼈ ） は 、表 12 で⽰さ れ る

と お り で あ る 。 上位 0.1％の保有割合は 8.3％と なって い る 。  

 

表 12 Capit l i sat ion Method に よ る 資 産 分 布  

 上 位 1 0 ％  上 位 1 ％  上 位 0 . 1 ％  
H o u s e h o l d  n e t  

w e a l t h  s t a t i s t i c s
（ 2 0 1 8 ： 個 ⼈ ）  

5 9 . 3 ％  
（ 5 5 . 5 〜 6 3 . 1 ）  

2 0 . 1  
（ 1 4 . 2 〜 2 6 . 0 ）  

 
−  

C a p i t a l i s a t i o n  
Me t h o d  

（ 2 0 1 8 ： 個 ⼈ ）  

6 7 . 2 ％  2 6 . 1  8 . 3  

（注）カッコ内 の数値は 、 9 5 ％信頼区間。  
（出所 ） C h i n g ,  Fo r w a r d  a n d  Pa r k y n ( 2 0 2 3 ) , p . i i i ,  Ta b l e 1 .  

 

そ の 他 、 以下の事柄も明ら か に さ れ て い る 。  

・表 12 の結果は耐久消費財・貴重品を含むが 、 SNA 統 計 で は最終消費⽀出

に 分類さ れ る耐久消費財・貴重品を除く と 上位 1％の割合は⾼く な る（ 26 .1％→

28.5％）。  

・超富 裕層（ 上位 1％） に とって重要な の は企業資 産 で あ る 。  
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・平均資 産保有額は 、上位 1％で 1,000 万 NZ ド ル 、上位 0.1％で 3,300 万 NZ

ド ル で あ る 。  

・ 上位 0.1％の 資 産保有割合は 、 2010 年 に は 10.6％で あった が 2018 年 に は

8.3％に低下し て い る 。こ れ は下位 99.9％の 資 産 の う ち持ち 家 、耐久消費財の割

合が ⼤ き く 上 昇 し た た め で あ る （ 34.8％→ 41.7％）。  

・ 2010 年 か ら 2018 年 に か け て 富 裕層（ 上位 10％、 1％、 0.1％） の 資 産保有

割合は低下し た が 、平均資 産保有額は ⼤ き く増加 し た 。  

 ・ 2010 年 か ら 2018 年 に か け て 上位層と 中 間層の 間 で の 資 産 格 差 が 拡 ⼤ し 、

平均的 な 所 得層が 富 裕層の仲間 ⼊ り を す る こ と は困難に なって い る 。  

 ・⾃営業や合名会社の 所 得 に は 資 本 所 得だけ で な く労働所 得 も含ま れ て い る

が 、 こ の 点 を 考慮し て も 分析結果は影響を受け な い 。  

 

4.  住 宅 価 格 上 昇 と 資 産 格 差  

 Symes(2021 ;2022)は 、住 宅 価 格 上 昇 と 資 産 格 差 の 関係に つ い て 分析し て い る 。

住 宅 以外の 資 産 お よ び負債は ⼀ 定 、 所有権の変更な し と の前提を置き 、 住 宅 資

産 が増加 し た場合の ジ ニ係数を推計 し て い る 。使⽤す る 統 計 は 2018 年 の HES

で あ る 。 分析結果は 以下の と お り で あ る 。  

 ①住 宅 価 格 10％の 上 昇 は 、 ジ ニ係数を 0.6％〜 0.8％低下させる 。  

 ②住 宅 所有者 間 で の ジ ニ係数は 1.3％低下す る 。  

 ③住 宅 所有者 （持て る 者 ） と 住 宅⾮所有者 （持たざる 者 ） 間 で の ジ ニ係数は

0.3％上 昇 す る 。  

 ①は 、富 裕層の 資 産 は⾦融資 産 の占め る割合が⾼く（表 5）、住 宅 価 格 上 昇 に

よ る 住 宅 資 産 の増加割合が 富 裕層以外で⾼かった こ と に よ る 。②は 、 住 宅 所有

者 間 で 、あ ま り 裕福で な い 中流階級と 富 裕層の 格 差 が縮⼩ す る catch-up 効果が

働い た こ と⽰し て い る 。③は 、 住 宅 所有者 は 年 配 で 裕福な層が 、 住 宅⾮所有者

は 若 く て貧困な層が 多 い こ と か ら 、両 者 の 間 で 格 差 が 拡 ⼤ し た こ と を 意味す る 。

若 者 のほとんどは賃貸住 宅 に居住 し下位 50％の 資 産 を保有し て い る の に 対 し 、
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年 配 者 は 住 宅 所有者 で 、上位 50％の 資 産 を保有し て い る 。結局、②の効果が③

の効果を 上回り 、全体 と し て 資 産 格 差 が縮⼩ し た こ と に な る 。  

以 上 に 加 え て 、 住 宅⾮所有者 の 住 宅費⽤は 住 宅 所有者 の約 2 倍で⽣活を圧迫

し て い る こ と 、 お よ び 住 宅 価 格 上 昇 に よ り最初の持家 取 得 が困難に なって い る

こ と を指摘し て い る 。  

 図 6〜図 8 は 、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る Housing  Affordabi l i ty（ 住 宅 取 得・

負担能⼒） に つ い て ⾒ た も の で あ る 。 住 宅 取 得 ・負担応⼒の 定義は 、賃貸居住

者 、持家 所有者 、 住 宅 取 得希望者 に よ り 異 な る 。  

 賃貸居住 者 に とって の Housing  Affordabi l i ty は 、可処分 所 得 に 対 す る 家賃の

割合で⽰せる 。可処分 所 得 に 対 す る 家賃の割合を ⾒ る と（図 6）、1980 年代後半

（ 1988 年 ） に は 、 そ れぞれ 、 26％（ 25％超）、 18.6％（ 30％超）、 9.9％（ 40％

超） で あった が 、 2024 年 に お い て 、 25％超が 57 .9％、 30％超が 45.9％、 40％

超が 28.4％に増加 し て い る 。  

 

図 6 可 処 分 所 得 に 占 め る 家 賃 の 割 合 （ ％ ）  

 

   （出所 ） S t a t s  N Z ( 2 0 2 5 c ) より作成。  
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持家 所有者 の Housing  Affordabi l i ty は 、可処分 所 得 に 対 す る 住 宅費（ 住 宅ロ

ー ン、地 ⽅ 税 のレイ ト 、建物関 連 の保険費⽤）の割合に 注 ⽬ で あ る（図 7）。2024

年 の値は 、 25％超が 34.3％、 30％超が 26 .6％、 40％超が 14.4％で あ り 、賃借

⼈ と ⽐ 較 す る と か な り低い 。全国 の値は 、 25％超が 42.7％、 30％超が 33.5 か

ら％、 40％超が 19.7％と なって い る 。  

 

図 7 可 処 分 所 得 に 占 め る 住 宅 費 ⽤ の 割 合 （ 2024 年 ６ ⽉ ： ％ ）  

 

   （出所 ） S t a t s  N Z （ 2 0 2 5 c ） より作成。  

 

住 宅 取 得希望者 に とって は 、 住 宅 価 格 の 対可処分 所 得 ⽐ （ 住 宅 価 格 の 中 央値

/家 計 の等価可処分 所 得 ）が問題で あ る（図 8）。同値は 地域に よって 異 な る 。最

も⾼い の は オ ークラ ン ド で 、最も低い の は サ ウ ス ラ ン ド で あ る 。2020 年（ 2024

年 ） の値は 、 オ ークラ ン ド 19.9（ 17 .2）倍、 サ ウ ス ラ ン ド 8.8（ 9.2）倍、全国

15.9（ 14.6）倍で あ る 。  
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図 8 住 宅 価 格 の 対 可 処 分 所 得 ⽐ （ 2020 年 /2024 年 ： 倍 ）  

 

（出所 ） S t a t s  N Z （ 2 0 2 5 c ） より作成。  

 

図 9〜図 11 は 、国 に よ り デ ー タ 年 次 が 異 な る た め 注 意 が必要で あ る が 、OECD

諸 国 に お け る 住 宅費⽤の 状 況 を ⾒ た も の で あ る 。持家 所有者 の場合は 、 住 宅ロ

ー ン のみに 注 ⽬ す る 。 ま た 、賃貸の場合、 ⺠ 間 住 宅 お よ び公営住 宅 の 家賃が 対

象で あ る 。 さ ら に 、ハンガリ ー に 関 し て は デ ー タ の改訂中 の た め 、 ⽐ 較 対象に

含ま れ な い 。  

まず図 9 で は 、可処分 所 得 に占め る 住 宅費⽤（ 中 央値） の割合が⽰さ れ て い

る 。 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド （ 2017 年 ） の場合、賃借⼈ （ ⺠ 間 住 宅 お よ び公営住 宅 ）

25.9％、持家 所有者 15.7％で あ り 、賃貸の値は 上 か ら 7 番⽬ に⾼く なって い る 。

持家 の場合は 、 OECD 平均値 15.6％とほぼ同⽔準で あ る 。  
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図 9  O E C D 諸 国 に お け る可処分 所 得 に占める 住 宅費⽤ の 割 合  
（ 2 0 2 4 年 または⼊⼿可能な 最新年 ）  

 

 
（注） デ ー タ 年次は 、 2 0 2 3 年 （コロンビア、 ⽇ 本 、 ス イ ス 、 アメリカ）、 2 0 2 2 年 （カナダ、メ  

キシコ、 イギリ ス ）、 2 0 2 1 年 （ オ ー ス ト ラ リ ア ）、 2 0 2 0 年 （ ト ルコ）、 2 0 1 7 年 （ イ ス ラエ  
ル 。 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド ）、それ以 外 は 2 0 2 4 年 。  

（出所 ） O E C D , “H C  1 . 2 .  H o u s i n g  C o s t a  o v e r  I n c ome ” ,  Affo r d a b l e  H o u s i n g  D a t a b a s e  
    ( h t t p s : / / w w w. o e c d . o r g / e n / d a t a / d a t a s e t s / o e c d -affo r d a b l e -h o u s i n g -d a t a b a s e . h tm l  最  

終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 4 / 1 8 ) ,  p . 2 .  

 

図 10 は 、 住 宅費⽤の割合が可処分 所 得 の 40％を超え る 状 況 を⽰し て い る 。

こ れ は 、住 宅費過重負担率（ housing  overburden  rate）と呼ばれ る も の で 1 7 、ニ

ュ ー ジ ー ラ ン ド（ 2024 年 ）は 、賃借⼈（ ⺠ 間 住 宅 ）24.0％、持家 所有者 14.4％

で あ り 、全体 の割合（ 14.4％） は 上 か ら 7 番⽬ に⾼く なって い る 。賃借⼈ （ ⺠

間 住 宅 ） の値は ⽐ 較 対象国 の 中 で最も⾼く 、持家 所有者 の場合は 上 か ら 5 番⽬

で あ る 。  

 

 

 

 
 

 
1 7  住 宅費⽤ が家計 の 税込所 得 の 3 0%を超え な い 場 合 、その 住 宅 は「⼿頃（ a f f o r d a b l e ）」で あ

る と み なされる 。  
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図 10 OECD 諸 国 に お け る 住 宅 費 ⽤ が 40％ を 超 え る 割 合  
（ 2024 年 ま た は ⼊ ⼿ 可 能 な 最 新 年 ）  

 
（注） デ ー タ 年次は 、 2 0 2 3 年 （コロンビア、 ス イ ス 、 アメリカ）、 2 0 2 2 年 （カナダ、チリ 、メ  

キシコ、 イギリ ス ）、 2 0 2 1 年 （ オ ー ス ト ラ リ ア、韓国 ）、 2 0 2 0 年 （ ト ルコ）、 2 0 1 7 年 （ イ  
ス ラエル ）、それ以 外 は 2 0 2 4 年 。  

（出所 ） O E C D , “H C  1 . 2 .  H o u s i n g  C o s t a  o v e r  I n c ome ” ,  Affo r d a b l e  H o u s i n g  D a t a b a s e  
( h t t p s : / / w w w. o e c d . o r g / e n / d a t a / d a t a s e t s / o e c d -affo r d a b l e -h o u s i n g -d a t a b a s e . h tm l  最  
終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 4 / 1 8 ) ,  p . 6 .  

 

可処分 所 得 に占め る 住 宅費の割合は 、所 得階層に よ り 異 な る 。住 宅費⽤が 40％

を超え る 所 得 分布の最下位層の割合を ⾒ る と（図 11）、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド（ 2024

年 ） は 、賃借⼈ （ ⺠ 間 住 宅 ） 54.1％、持家 所有者 49.9％、全体 32.5％で あ り 、

OECD 平均値（賃借⼈ 39.7％、持家 所有者 29.2％、全体 29.3％）を ⼤ き く 上回

る 。  

住 宅 価 格 の 対可処分 所 得 ⽐（ pr ice-to-income  rat io）は 、名⽬ 住 宅 価 格指数を

⼀ ⼈ 当 た り名⽬可処分 所 得 で除し て 、基準年 を 100 と し た指数で表し た値で あ

る（表 13）。ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 動 向 は 、コロナ前（ 2015〜 2019 年 ）は基準値

（ 100）か ら ⾒ て 、±10%（ 90〜 110）の範囲に あった が 、コロナ後（ 2020 第Ⅱ

四半期〜 2025 第Ⅱ四半期）は 、パン デミック期間 中 に 上 昇 し た後、わずか に低

下し た も の の 、パン デミック前の⽔準を 上回った ま ま推移し て い る 。  
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図 11 OECD 諸 国 に お け る 住 宅 費 ⽤ が 40％ を 超 え る 所 得 分 布 の 最 下 位 層 の 割 合
（ 2024 年 ま た は ⼊ ⼿ 可 能 な 最 新 年 ）  

 

（注） デ ー タ 年次は 、 2 0 2 3 年 （コロンビア、 ス イ ス 、 アメリカ）、 2 0 2 2 年 （カナダ、チリ 、メ  
キシコ、 イギリ ス ）、 2 0 2 1 年 （ オ ー ス ト ラ リ ア、韓国 ）、 2 0 2 0 年 （ ト ルコ）、 2 0 1 7 年 （ イ  
ス ラエル ）、それ以 外 は 2 0 2 4 年 。  

（出所 ） O E C D , “H C  1 . 2 .  H o u s i n g  C o s t a  o v e r  I n c ome ” ,  Affo r d a b l e  H o u s i n g  D a t a b a s e  
( h t t p s : / / w w w. o e c d . o r g / e n / d a t a / d a t a s e t s / o e c d -affo r d a b l e -h o u s i n g -d a t a b a s e . h tm l   
最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 4 / 1 8 ) ,  p . 6 .  

 

表 13 OECD 諸 国 に お け る 住 宅 価 格 の 対 可 処 分 所 得 ⽐ の 動 向  

2 0 1 5 〜 2 0 1 9 年  2 0 2 0 第Ⅱ四 半 期 〜 2 0 2 5 第Ⅱ四 半 期  
基準値（ 1 0 0 ）から⾒ て 、
±1 0%（ 9 0 〜 1 1 0 ）の範
囲に あ る 。  

オ ー ス ト ラ リ ア 、
ベルギー 、コロン
ビア 、 デ ンマー
ク、エス ト ニ ア 、
フィン ラ ン ド 、フ
ラ ン ス 、ギリシ
ャ 、 イ タ リ ア 、 ⽇
本 、韓国 、 ラ トビ
ア 、 リ ス ア ニ ア 、
ニ ュ ー ジ ー ラ ン
ド 、ノル ウ ェ ー 、
ポー ラ ン ド 、 スロ
バキ ア 、 スロベニ
ア 、 ス ウ ェ ー デ
ン 、 ス イ ス 、 ト ル
コ、 イギリ ス 、 ア
メリカ  

パン デミック期間中
に 上昇した後、わず
かに低下したもの
の 、パン デミック前
の⽔準 を 上回ったま
ま推移し て い る 。  

オ ー ス ト ラ リ ア 、
カナダ、チェコ、
エス ト ニ ア 、 ⽇
本 、 リ ス ア ニ ア 、
オ ラ ンダ、 ニ ュ ー
ジ ー ラ ン ド 、ノル
ウ ェ ー 、ポル トガ
ル 、 ス ペ イ ン 、 ア
メリカ  

上昇した後、パン デ
ミック前の⽔準 ま で
低下し て い る 。  

オ ー ス ト リ ア 、ベ
ルギー 、 ド イツ、
デ ンマーク、ハン
ガリ ー 、 ア イ ル ラ
ン ド 、 ラ トビア 、
ルゥセンブルク、
ポー ラ ン ド 、 スロ
バキ ア 、 イギリ ス  

指数 1 1 0 を超え て着実
に 上昇し て い る  

オ ー ス ト リ ア 、カ
ナダ、チリ 、チェ
コ、 ド イツ、ハン
ガリ ー 、 ア イ ル ラ
ン ド 、 ルクセンブ
ルク、メキシコ、
オ ラ ンダ、ポル ト
ガル 、 ス ペ イ ン  

パン デミック初期 に
⼀時的に 上昇した
後、パン デミック前
の⽔準 以下に低下し
て い る 。  

フィン ラ ン ド 、フ
ラ ン ス 、 イ タ リ
ア 、韓国 、 ス ウ ェ
ー デ ン  

⼀時的に低下、その
後着実 に 上昇し て い
る 。  

チリ 、ギリシャ 、
ス イ ス  

（出所 ） O E C D , “HM  1 . 2  H o u s e  P r i c e s ” ,  Affo r d a b l e  H o u s i n g  D a t a b a s e  
（ h t t p s : / / w w w. o e c d . o r g / e n / d a t a / d a t a s e t s / o e c d -affo r d a b l e -h o u s i n g -d a t a b a s e . h tm l   
最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 4 / 1 8 ） ,  p . 4 .  
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Housing  Affordabi l i tyが ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 国 ⺠ の重⼤ な 関⼼事で あ る こ と は 、

ヘン リ ー ・クラ ーク財団が 、Talbot  M i l l s  Research 社に委託し て 2025 年 11 ⽉

か ら 12 ⽉に か け て実施し た社会的結束調査（回答者 は成⼈ 2,882 ⼈ ）で⽰さ れ

て い る 1 8。図 12 は 、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 国 ⺠ が 直⾯す る問題に 関 す る ア ン ケ ー ト

結果を⽰し た も の で あ る 。「⾮常 に⼼配」お よ び「か な り⼼配」と回答し た割合

は 、⽣活費上 昇（ 85％）が最も⾼く 、次 い で Housing  Affordabi l i ty（ 78％）、失

業 70％と なって い る 。不平等・ 格 差 は 55％で あ る 。  

⾃分 の 経 済 状 況（ financial  situat ion）に満⾜し て い る と回答し た割合（「⾮常

に満⾜し て い る」と「満⾜し て い る」）は 、持家 所有者 が 56％で あ る の に 対 し 、

賃貸居住 者 は 17％と か な り低い 1 9。⾷料不安（ food  insecurity） に 関 す る質問

（「過去 12 ヶ⽉の 間 に 、⾦銭的余裕 が な かった た め に 、 あ な た （ ま た は あ な た

の世帯）が⾷事を抜い た こ と は 、どの く ら い の頻度で あ り ま し た か？」）に つ い

て は 、「よ く あ る」お よ び「時々あ る」と回答し た割合は 、賃貸居住 者 は 39％で

あ る の に 対 し て 、持家 所有者 は 11％で あ る 2 0 。「⾼所 得 者 と低所 得 者 と の 間 に お

け る 所 得 格 差 は ⼤ き すぎる」と感じ る割合（「強く 同 意 す る」と「同 意 す る」）

は 、賃貸居住 者 は 77％で あ る の に 対 し 、住 宅ロー ン を抱え る 者 70％、持家 所有

者 は 66％で あ る 2 1 。「いろいろな こ と を 踏 ま え て 、こ の 1 年 間 、あ な た は幸せだ

った と⾔え ま す か？」と の問い に 対 し 、「と て も幸せ」お よ び「幸せ」と回答し

た割合は 、持家 所有者 は 68％で あ る の に 対 し 、賃貸居住 者 は 46％で あ る 2 2 。  

こ の よ う に 、賃貸居住 者 は持家 所有者 と ⽐ 較 し て 、⾦銭的余裕 が な く 、⾃分

の 経 済 状 況 に満⾜し て い な い 。 ま た 、 所 得 格 差 を よ り強く感じ て お り 、幸福感

が低い 。報告書で は 、社会的結束（ social  cohesion）に 与 え る影響を 分析し た結

果、⾃分 の 経 済 状態に 関 す る主観 的 な感じ ⽅ が強い影響⼒を有し て お り 、貧困

は社会の ⼀ 体感を損な う ⼤ き な要因と なって い る こ と が⽰さ れ て い る 2 3。  

 
1 8  H e l e n  C l a r k  Fo u n d a t i o n ( 2 0 2 6 ) 参 照 。  
1 9  i b i d , p . 3 3 .  
2 0  i b i d , p . 3 5 .  
2 1  i b i d , p . 3 6 .  
2 2  i b i d , p . 3 4 .  
2 3  i b i d , p . 1 6 .  
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図 12 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 国 ⺠ が 直 ⾯ す る 諸 問 題 （ ％ ）  

 

 （出所 ） H e l e n  C l a r k  Fo u n d a t i o n ( 2 0 2 6 ) , p . 2 8 .  

 

Ⅱ . ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 資 産 課 税  

 

1.  ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 租 税 体 系  

OECD の歳⼊ 統 計 の 分類に従い 、租 税 体 系 を 課 税 ベ ー ス に よ り「所 得 課 税（ 所

得・利潤お よ び キ ャ ピ タ ル・ゲ イ ン 課 税 、社会保険料、給与 税（Taxes  on  payrol l  

and  workforce））、「消費課 税 （ 個別消費税 , ⼀般消費税 ）」、「資 産 課 税 （ 経 常不

動 産 課 税 、経 常 純 資 産 税 、相 続 ・ 贈 与 税 、⾦融資 本 取引課 税 ）」、「そ の 他」に 分

類し ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 租 税 体 系 の 動 向 を⽰す と 、図 13 の よ う に な る 。  
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     （出所 ） O E C D  ( 2 0 0 0 ;2 0 1 0 ;2 0 2 4 ) .  

 

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 租 税 体 系 は 、2023 年 に お い て 、所 得 課 税 59.0％、消費課

税 35.1％、 資 産 課 税 5.9％、 そ の 他 0.0％と なって い る 。 1965 年 以 降 の 動 向 を

眺め る と 、1980 年代前半ま で は 所 得 課 税 の割合が 上 昇 し 、消費課 税 お よ び 資 産

課 税 の割合は低下し て い る 。 し か し な が ら 、労働党政権下の 税 制改⾰に お い て

1986 年 に「財・ サ ービス 税」（GST：Goods  and  Services  Tax） が 導 ⼊ さ れ た結

果、消費課 税 の割合は 23.1％（ 1985 年 ） か ら 33.6％（ 1990 年 ）へ⼤ き く 上 昇

し 、逆に 所 得 課 税 の割合は ,69.4％（ 1985 年 ） か ら 59.6％（ 1990 年 ）へと低下

し た 。 さ ら に 、 2010 年 税 制改⾰に よ り 、 所 得 課 税減税 とセット で GST の 税率

が引き 上げら れ た こ と に よ り 、所 得 課 税 の割合は 53.7％（ 2010 年 ）へ低下し 、

消費課 税 の割合は 39.5％（ 2010 年 ）へと 上 昇 し た 2 4。2010 年 以 降 は 、リ ー マ ン

シ ョック後の景気回復に よ り 所 得 課 税 の割合が 上 昇 す る ⼀ ⽅（ 2010 年 53.7％→

2020 年 56 .5％）、消費課 税 （ 2010 年 39.5％→ 2020 年 38.0％） お よ び 資 産 課 税

（ 2010 年 6 .8％→ 2020 年 5.5％） の割合は低下し て い る 。  

 

 
24  ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 2 0 1 0 年 税 制 改 革 に 関 し て は 、 篠 原 ( 2 0 1 2 b )参 照 。  
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2.  資 産 課 税 の 構 造  

資 産 課 税 が GDP お よ び 租 税総額に占め る割合は （表 14）、 2023 年 に お い て

2.0％お よ び 5.8％で あ り 、こ の値は OECD 平均値（ 1.7％お よ び 5.1％）を 上回

って い る 。 ま た 、主要先 進 諸 国 と ⽐ 較 す る と 、 ド イツやス ウ ェ ー デ ン を 上回る

が 、アメ リカ、イギリ ス 、フラ ン ス 、⽇本 、カナダ、オ ー ス ト ラ リ ア を下回って

い る 。  

 

表 14 主 要 先 進 諸 国 に お け る 資 産 再 分 配 に 関 連 す る 課 税 の 現 状 （ 2023 年 ： ％ ）  

 ア メ リ

カ  

イ ギ リ

ス  

ド イ ツ  フ ラ ン

ス  

⽇ 本  カ ナ ダ  ス ウ ェ

ー デ ン  

オ ー ス

ト ラ リ

ア  

ニ ュ ー

ジ ー ラ

ン ド  

経 常 純 資 産 税  −  −  0 . 1  0 . 2  −  0 . 1  −  −  −  
相 続 税  0 . 6  0 . 3  0 . 5  1 . 3  1 . 8  −  −  −  −  
贈 与 税  0 . 1  0 . 3  −  −  −  −  
そ の 他  −  −  −  −  −  −  −  −  −  
租 税 総 額 に 占
め る 割 合  

0 . 6  
( 5 . 3 )  

0 . 3  
( 3 . 1 )  

0 . 7  
( 2 8 . 3 )  

1 . 8  
( 2 3 . 7 )  

1 . 8  
( 1 0 . 1 )  

0 . 1  
( 1 . 1 )  

−  
(− )  

−  
(− )  

−  
(− )  

資 産 課 税 /  
G D P  

2 . 9  3 . 7  0 . 9  3 . 5  2 . 7  3 . 4  0 . 8  2 . 9  2 . 0  

資 産 課 税 / 租

税 総 額  

1 1 . 3  1 0 . 5  2 . 5  7 . 9  8 . 2  9 . 9  2 . 0  9 . 7  5 . 8  

（注）・−は 課 税 が ⾏われて い な い こ と を⽰す。  
     ・マイナス の値は還付が ⾏われたこ と を⽰す。  
   ・カッコ内 は 資 産 課 税 に占める 割 合 を⽰す。  
（出所 ）  O E C D  ( 2 0 2 5 a ) より作成。  

 

 資 産 課 税 の 1965 年 以 降 の 動 向 を眺め る と 、表 15 の よ う に な る 。2020 年 に お

け る 資 産 課 税 の 構 造 は 、 経 常不動 産 課 税 98.6％、⾦融・ 資 本 取引課 税 1.4％と

なって い る 。他 の OECD 諸 国 と ⽐ 較 す る と 、経 常不動 産 課 税 の割合が 異 常 に⾼

い こ と が特徴で あ る 2 5。ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 経 常不動 産 課 税 は 、レイ ト（Rate：

地 ⽅ 税 ） 2 6 と ⼟ 地 税 （ Land  Tax：国 税 ） か ら 構成さ れ る 。 ⼟ 地 税 は 、 1891 年 に

導 ⼊ さ れ 1991 年 に 廃 ⽌ さ れ た 。ま た , ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で は 経 常 純 資 産 税（ 富

 
2 5  S a lmo n d  ( 2 0 1 1 ) ,  c h a p . 7 参 照 。  
2 6  レ イ ト に 関 し て は 、 篠 原 ( 2 0 1 2 a ) 参 照 。  
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裕 税 ）を 導 ⼊ し た 経 験 が な く 、相 続・贈 与 税 に 関 し て は , 相 続 税 が 1992 年 に 2 7 、

贈 与 税 が 2011 年 に 2 8 廃 ⽌ さ れ た 。  

1965 年 以 降 に お い て 、経 常不動 産 課 税 の割合は 上 昇傾向 に あ り 、相 続・贈 与

税 の割合は低下し て い る 。⾦融・ 資 本 取引課 税 に は印紙税や⼩切⼿税等が含ま

れ る が 、印紙税 （ Stamp  duty） お よ び ⼩切⼿税 （ Cheque  duty） は 、 1999 年 お

よ び 2014 年 に そ れぞれ 廃 ⽌ さ れ た 。 同 課 税 は 、 1980 年代ま で 上 昇傾向 が ⾒ ら

れ た が 、90 年代以 降 は低下し て い る 。1995 年 に割合が 上 昇 し て い る の は 、⼟ 地

税 お よ び 相 続 税 の 廃 ⽌ の影響が ⼤ き い 。  

 資 産 再 分 配 に 関 連 す る 資 産 課 税 と し て 、 ⼟ 地 税 お よ び 相 続 ・ 贈 与 税 が 該 当 す

る と 考 え る と 、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る 資 産 課 税 の 資 産 再 分 配機能は 1965 年

以 降低下し , 2020 年 に は崩壊し て い る （表 16）。 2023 年 の 状 況 を主要先 進 諸 国

と ⽐ 較 す る と （表 12）、 経 常 純 資 産 税 お よ び 相 続 ・ 贈 与 税 が 課 税 さ れ て い な い

ス ウ ェ ー デ ン、 オ ー ス ト ラ リ ア が ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド と 同様の 状 況 に あ る 。 こ れ

に 対 し て 、フラ ン ス と⽇本 は 、 租 税総額に占め る 資 産 再 分 配 に 関 連 す る 資 産 課

税 の割合が 相 対 的 に⾼い 。  

 

表 15 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る 資 産 課 税 の 動 向 （ ％ ）  

 1 9 7 0 年  1 9 8 0 年  1 9 9 0 年  1 9 9 5 年  2 0 0 0 年  2 0 1 0 年  2 0 2 0 年  
経 常 不 動 産 課 税  7 4 . 2  8 5 . 5  9 1 . 6  8 8 . 2  9 7 . 0  9 7 . 9  9 8 . 6  

経 常 純 資 産 税  −  −  −  −  −  −  −  
相 続 ・ 贈 与 税  1 7 . 8  6 . 5  4 . 3  0 . 2  0 . 1  0 . 1  −  

⾦ 融 ・ 資 本 取 引 課 税  8 . 0  8 . 0  4 . 1  1 1 . 6  2 . 9  2 . 0  1 . 4  
総 計  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  

（注）−は 課 税 が ⾏われて い な い こ と を⽰す。  
（出所 ） O E C D  ( 2 0 0 0 ;  2 0 1 0 ;  2 0 2 4 ) .  

 

 

 

 
2 7  1 9 9 3 年 の遺産 税廃⽌法案（ E s t a t e  D u t y  A b o l i t i o n  A c t  1 9 9 3 ） に お い て 、 1 9 9 2 年 1 2 ⽉ 1 7

⽇ 以 降 に死亡した者の遺産 に 関 し て は遺産 税 が 課 税されな い こ と とされた（ L i t t l e w o o d  
( 2 0 1 2 ) ,  p . 9 9 参 照 ）。  

2 8  2 0 1 1 年 1 0 ⽉ １ ⽇ 以 降 の贈与に 対 し て 課 税されな い こ と とされた（ I n l a n d  R e v e n u e  ( 2 0 1 1 ) ,  
p . 2 ）。  
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表 1 6  ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る 資 産再分配に 関連す る 課 税 の 動向            

（租税 総 額 に占める 割 合 ： ％ ）  
 1 9 7 0 年  1 9 8 0 年  1 9 9 0 年  1 9 9 5 年  2 0 0 0 年  2 0 1 0 年  2 0 2 0 年  

⼟ 地 税  0 . 2  
( 1 . 8 )  

0 . 2  
( 2 . 0 )  

0 . 6  
( 9 . 2 )  

−  
 

−  −  −  

相 続 税  1 . 8  
( 1 7 . 2 )  

0 . 5  
( 6 . 2 )  

0 . 3  
( 3 . 9 )  

−  −  −  −  

贈 与 税  0 . 1  
( 1 . 2 )  

0 . 0 3  
( 0 . 3 )  

0 . 0 2  
( 0 . 3 )  

0 . 0 0 3  
( 0 . 1 )  

0 . 0 0 5  
( 0 . 1 )  

0 . 0 0 3  
( 0 . 0 )  

−  

総 計  2 . 1  
( 2 0 . 2 )  

0 . 7  
( 8 . 5 )  

0 . 9  
( 1 3 . 4 )  

0 . 0  
( 0 . 1 )  

0 . 0  
( 0 . 1 )  

0 . 0  
( 0 . 0 )  

−  

（注）・カッコ内 は 資 産 課 税全体に占める 割 合 を⽰す。  
   ・−は 課 税 が ⾏われて い な い こ と を⽰す。  
（出所 ） O E C D  ( 2 0 0 0 ;  2 0 1 0 ;  2 0 1 2 ) .  

 

Ⅲ . 資 産 再 分 配 関 連 の 資 産 課 税 廃 ⽌ の 経 緯  

 

１ . ⼟ 地 税  

 ⼟ 地 税 は 、特に南島（ South  Is land）に お け る 富（ ⼟ 地 ）の集中排除お よ び 税

収確保を ⽬ 的 と し て 、1891 年 に 国 税 と し て 導 ⼊ さ れ た 。同 税 は 、⼟ 地 の 所有者

に 対 し て 、 住 宅ロー ン を控除し た ⼟ 地 の 純 資 産 価値を 課 税標準と し て 課 税 す る

も の で あった 。基礎控除が⾼く設定 さ れ た た め ⼩規模⼟ 地 は 課 税 対象か ら除外

さ れ 、 さ ら に 、主た る 住居の ⼟ 地 お よ び農地 も⾮課 税 と さ れ た 。 し た がって 、

⼟ 地 税 は実質的 に 課 税 対象が不動 産投資 家や企業（⽣命保険・⾦融・商⼯業）

の保有す る都会の ⼤規模⼟ 地 に 限 定 さ れ る 富 裕 税 と し て の 性 格 を有し て い た 。

税収の 動 向 を眺め る と 、特に 1980 年代に お い て 税収が増加 し た 。表 16 か ら明

ら か な よ う に 、租 税収⼊総額に占め る ⼟ 地 税 の割合は 、1980 年 の 0.2％か ら 1990

年 に は 0.6％に 上 昇 し て い る 。こ の背景に は 地 価 上 昇 が あ る と推察 さ れ る 。地 価

の 動 向 は 住 宅 価 格 に反映さ れ る と 考 え ら れ る か ら で あ る 。 住 宅 価 格指数の 動 向

を ⾒ る と 、2015 年 を 100 と す る と 、1980 年 に は 6 .2 で あった が , 廃 ⽌前の 1990

年 に は 23.2 に 上 昇 し て い る 2 9 。  

 
29  O E C D  D a t a  E xp l o r e r,  H o u s i n g  P r i c e s  h t t p s : / / d a t a -

exp l o r e r. o e c d . o r g / v i s? l c=e n& tm=DF_H OUS E_PR I C E S&p g=0& s n b=1&v w= t b&d f%5 B d s%5 D
=d s D i s s em i n a t eF i n a l DMZ&d f%5 B i d%5 D=D S D_A N_H OUS E_PR I C E S%4 0 DF_H OUS E_PR I C
E S&d f%5 B a g%5 D=O E C D . E C O .MPD&d f%5 B v s%5 D=1 . 0&p d=%2 C&d q= . A . R HP.& t o%5 B T IM
E_PE R I O D%5 D= f a l s e  最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 4 / 1 8 参 照 。  



 31 

 ⼟ 地 税 に 関 し て は 、 1967 年 の 租 税検討委員会報告書（Ross  et  al .(1967)）や

1983 年 の 税 制改⾰特別委員会報告書（McCaw  et  al .(1982)） に お い て も 廃 ⽌ が

勧告さ れ て い る 。 税収規模が ⼩ さ く 富 の集中排除機能を期待で き な い こ と 、 地

⽅ 税 のレイ ト （ ⼟ 地 お よ び建物に 課 税 ） と 税源が競合す る こ と 、 資 産 に よ り提

供さ れ る担税⼒の指標と し て ⼟ 地 のみに 注 ⽬ す る こ と は望ま し く な い こ と 、 な

どが そ の理由で あ る 。  

 さ ら に 、  Reece  (1993)  は ⼟ 地 税 の 廃 ⽌ さ れ た要因と し て 政 治 的要素を 考慮

し , 以下の事柄を指摘し て い る 。  

 第⼀ に 、 ⼟ 地 税 は納税 者 に不⼈気で あった 。 課 税 対象が もっぱら都会の企業

⽤⼤規模⼟ 地 に 限 定 さ れ た か ら で あ る 。  

 第⼆に 、 1980 年代は労働党政権の下で GST 導 ⼊ を柱と す る 税 制改⾰が実現

さ れ た が 、 ⼟ 地 税 の 課 税 対象が 限 定 さ れ た こ と は 中⽴性 お よ び公平性 の 観 点 か

ら問題が あ る と し て , 改⾰推進派の 政 治 家 に不評で あった 。  

 第三に 、 ⼟ 地 税 の 廃 ⽌ は 地 ⽅公共団体 か ら も⽀持さ れ た 。 1989 年予算法は , 

⼟ 地 税 の 税率を引き下げる と 同 時 に 、基礎控除を 廃 ⽌ し た が 、 こ れ に よ り 地 ⽅

公共団体 の 所有す る ⼟ 地 も 課 税 対象と さ れ る こ と に なった 。 し た がって 、 ⼟ 地

税 の 廃 ⽌ は 地 ⽅公共団体 の負担軽減を 意味し た 。 さ ら に 、 ⼟ 地 は 地 ⽅公共団体

の 課 税 す るレイ ト の 課 税 対象に も なって お り 、 国 と 地 ⽅公共団体 と で 税源が競

合し て い た 。 ⼟ 地 税 を 廃 ⽌ す れば、 地 ⽅公共団体 に とって 税収拡 ⼤ の可能性 に

つ な がった 。  

 第四に 、 経 済発展の初期段階で は ⼟ 地 税 の 課 税 は 正 当化さ れ る が 、成熟社会

に お け る 租 税 体 系 は 課 税 ベ ー ス の広い ⼀般消費税 に依存 す る こ と が望ま し い と

考 え ら れ た 。  

 

２ . 相 続 税  

 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に 相 続 税（遺産 税 タ イプ）が 導 ⼊ さ れ た の は 1866年 で あ る 。

当 時 は 、植⺠ 地 政府と マ オ リ族と の 間 で ⼟ 地 所有を め ぐ る争い が起き て お り 、
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政府は戦費調達の た め の財源確保を主た る ⽬ 的 と し て印紙税法を 制 定 し た 。 こ

の法律の 中 に 相 続 税 の規定 も含ま れ て い た 3 0。  

 相 続 税 廃 ⽌ の引き⾦と なった の は 、1979 年 の遺産・贈 与 税修正法（ Estate  and  

g i f t  duties  amendment  act）で あ る 。同法に基づき 、基礎控除の ⼤幅な引き 上げ

お よ び 税率構 造 の簡素化が実施さ れ た 。基礎控除に 関 し て は 、以前の 2.5 万 NZ

ド ル か ら 1979 年 以 降段階的 に引き 上げら れ 、1982 年 に は 25 万 NZ ド ル と さ れ

た 。 ま た 、 税率は そ れ ま で の累進 税率か ら 40％の ⽐ 例 税率と さ れ た 。  

 同法制 定 の背景に は 、 地 価⾼騰に よ り増加 し た農家 の 相 続 税負担を軽減す る

狙い が あった 3 1。当 時 の 地 価 動 向 を眺め る と 、1970 年 を 100 と す る と 、1979 年

の 住 宅 価 格指数は 287 へ、農園価 格指数は 364 に 上 昇 し て い た 。そ の た め 、 特

に 若 い農業経営者 に とって 、 相 続 税 を⽀払う た め に借⾦を す る か 、場合に よっ

て は農園を売却す る必要性 が⽣じ 、 こ れ に よ り 、農業経営への悪影響や農業の

継続 が困難と な る こ と が懸念さ れ た 。し か し な が ら 、1979 年法の実施に よ り 相

続 税 の 対象と な る遺産 の割合は 、そ れ ま で の約３分 の １ か ら約 1.7％に減少し た

と推測さ れ 、 相 続 税 は実質的 に 廃 ⽌ さ れ る 状 況 に なった 。  

 そ の後、1983 年 に は基礎控除が 25 万 NZ ド ル か ら 45 万 NZ ド ルへ引き 上げ

ら れ た 。さ ら に 、1990 年 の総選挙キ ャ ンペー ン に お い て 、当 時野党で あった 国

⺠党は 、相 続 税 廃 ⽌ を選挙公約と し た 。廃 ⽌ の理由と し て挙げら れ た の は 3 2、第

⼀ に 、 相 続 税 は 家族信託を利⽤し て 租 税回避が容易な こ と で あ る 。 ニ ュ ー ジ ー

ラ ン ド の 相 続 税 は遺産 税 タ イプで あ る た め 、 家族信託に財産 を譲渡す る こ と に

よ り 、 相 続 税負担を軽減で き る 。第⼆に 、 租 税収⼊全体 に占め る 相 続 税 の割合

は き わ め て ⼩ さ い こ と で あ る 。表 16 で⽰さ れ る よ う に 、1990 年 に は 0.3％で し

か な い 。第三に 、 相 続 税 は 裕福な退職者 が海外へ移住 す る可能性 を提供す る こ

と で あ る 。特に オ ー ス ト ラ リ ア のクイ ー ンズラ ン ド州は気候が温暖で し か も 1977

 
30  ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 相 続 ・ 贈 与 税 の 沿 革 に 関 し て は 、 M c K a y  (1 9 7 8 )  お よ び L i t t l e w o o d  

(2 0 1 2 )参 照 。  
31  以 下 は 、 G r e e n  a n d  M c K a y  ( 1 9 8 0 ) ,  p p .2 4 0 -2 4 2  お よ び L i t t l e w o o d  ( 2 0 1 2 ) ,  p . 9 6 参 照 。  
32  以 下 は 、 L i t t l e w o o d  ( 2 0 1 2 ) ,  p . 9 8 参 照  
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年 に 相 続 税 が 廃 ⽌ さ れ て い た た め 3 3 、 同州への移住 が懸念さ れ た 。第四に 、当

時 、海外（ e .g .  ア メ リカ） で も 相 続 税 を 廃 ⽌ す る 動 き が ⾒ ら れ た こ と で あ る 。 

 こ れ に 対 し て 与党の労働党は 、 相 続 税 を負担し て い る の は ⼀ 部 の 裕福な 上流

階級の ⼈々で あ り 、彼ら の負担を軽減す る必要は な い こ と を主張し た が 、総選

挙で は 国 ⺠党が勝利し 、結局、公約通り 相 続 税 は 廃 ⽌ さ れ た 。  

 

３ .  贈 与 税  

 贈 与 税 は 、相 続 税 を補完（⽣前贈 与 に よ る 租 税回避の抑制 ）す る た め に 1885

年 に 導 ⼊ さ れ た が 3 4 、相 続 税 が 廃 ⽌ さ れ た 1992 年 以 降 は 、所 得 税 の 租 税回避防

⽌ 、債権者保護、社会扶助（ social  assistance） の不正受給防⽌ を 課 税 ⽬ 的 と し

た 。  

 贈 与 税 廃 ⽌ の 直接の きっか け と なった の は 、内国歳⼊庁の 政策勧告部局が 2010

年 に公表し た報告書（New  Zealand  Inland  Revenue  (2010)） で あ る が 、 同 税 の

廃 ⽌ は 、2001 年 の 税 制検討報告書（McLeod  (2001a； 2001b)）に お い て す で に

勧告さ れ て い た 。 税 制検討報告書に お い て 贈 与 税 を 廃 ⽌ すべき理由と し て挙げ

ら れ た の は 、 以下の３点 で あ る 3 5。  

 第⼀ に 、 贈 与 税 の 税収規模は ⼩ さ い の に 対 し て 、納税 者 の納税協⼒費⽤が ⼤

き い 。基礎控除額が⾼く設定 さ れ て お り（ 2.7 万 NZ ド ル ）、表 16 で⽰さ れ る よ

う に 、 租 税総額に占め る 贈 与 税 の割合は , 2000 年 に お い て 0.005％で し か な か

った 。 し か し な が ら 、受贈額が 1.2 万 NZ ド ル を超え る場合は 、納税 者 に よ る

贈 与 の告知が義務づけ ら れ て い た 。  

 第⼆に 、相 続 税 が 1992 年 に 廃 ⽌ さ れ 、同 税 を補完す る 贈 与 税 の機能は そ の役

⽬ を終え た と 考 え ら れ る 。  

 第三に 、贈 与 計画（ g i f t  program）に よ り 租 税回避が⾏わ れ 、所 得 税 の 租 税回

避防⽌等の 贈 与 税 の機能は減殺さ れ る 。  

 
33  オ ー ス ト ラ リ ア に お け る 相 続 税 廃 止 の 経 緯 に 関 し て は 、 篠 原  ( 2 0 0 9 ) ,  第 ４ 章 参 照 。  
34  贈 与 税 の 沿 革 は 、 L i t t l e w o o d  ( 2 0 1 2 )  参 照 。  
35  M c L e o d ,  e t  a l . ( 2 0 0 1 a ) ,  p p .4 8 - 4 9 参 照 。  
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 結局、2001 年 の勧告は実現 に⾄らず、2010 年 の報告書に よ り 再 び 贈 与 税 の 廃

⽌ が勧告さ れ た 。 そ こ で も 2001 年 の 税 制検討報告書と 同様な事柄が指摘さ れ

て い る 3 6。  

 第⼀ に 、贈 与 税 の 税収規模が ⼩ さ い 。表 16 か ら明ら か な よ う に 、租 税総額に

占め る 贈 与 税 の割合は , 2010 年 に は 0.003％で あった 。  

 第⼆に 、 贈 与 税 は 家族信託（ family  trust） を利⽤し た 贈 与 計画に よ り 、 租 税

回避が容易で あ る 。 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で は 、 個 ⼈ 資 産 の保護を ⽬ 的 と し て 家族

信託を設⽴す る こ と が認め ら れ て い る 。 贈 与 計画で は 、財産譲渡⼈ （ 資 産 を有

し そ れ を 家族信託に ⼊ れ よ う と す る 者 ） は 、 家族信託に 資 産 を売却す る が そ の

代⾦を受け 取 らず、 家族信託が財産譲渡⼈ か ら 無利⼦ の負債を負う 。 そ の代わ

り 、財産譲渡⼈ は 家族信託に売却⾦額に 相 当 す る 分だけ 資 産 を 贈 与 で き 、 し か

も そ の⾦額が 年 間 2.7 万 NZ ド ル を超え な い 限 り 贈 与 税 は⾮課 税 と さ れ る 。 し

た がって 、贈 与額の総額が売却代⾦に達す る ま で 、財産譲渡⼈ は負債資 産（ debt  

asset） を 所有す る こ と に な る 。  

 第三に 、 税務⾏政費⽤お よ び納税協⼒費⽤が ⼤ き い 。 税務当局はハー ド コ ピ

ー の 形 で 贈 与 デ ー タ を保管し て お り 、そ の管理に ⼤ き な負担を強い ら れ て い た 。

例 えば、2009 年 の 贈 与 税収額は約 162 万 NZ ド ル で あった の に 対 し 、税務⾏政

費⽤は 年約 43 万 NZ ド ル で あった 。ま た 、受贈 者 は 、贈 与 税 の 課 税 対象と な ら

な い場合（受贈額が 1.2 万 NZ ド ル超 2.7 万 NZ ド ル未満の場合）に お い て も 税

務当局への 贈 与 の申告義務（ g i f t  statement） が 課 さ れ 、 さ ら に 、 家族信託を利

⽤し て 贈 与 税 を回避す る た め に は 、専⾨家（弁護⼠ ,公認会計⼠など）を雇⽤す

る必要が あった 。 こ れ ら に伴う納税協⼒費⽤は 年約 70 万 NZ ド ル と予測さ れ

た 。  

 第四に 、贈 与 税 に期待さ れ る 所 得 税 の 租 税回避防⽌等の機能は 限 定 的 で あ る 。

まず所 得 税 の 租 税回避防⽌ の背景に は 、 所 得 税 の最⾼税率（ 38％） と信託に発

⽣す る 所 得 （受託所 得 ） に適⽤さ れ る 税率（ 33％） が 異 なって い た た め 、⾼所

 
36  I n l a n d  R e v e n u e  ( 2 0 1 0 ) ,  p p .4−6 お よ び p p .1 0 -1 9 参 照 。  
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得 者 は⾦融資 産 を 家族信託に移す こ と に よ り 資 産 所 得 に係る 所 得 税負担を軽減

で き た 。 こ の よ う な⾦融資 産移転に よ る 所 得 税 の 租 税回避を抑制 す る た め に 贈

与 税 の役割が期待さ れ た が 、実際は 、 贈 与 計画を利⽤す る こ と に よ り 贈 与 税 を

回避す る こ と が可能で あ る 。ま た 、2010 年 の 税 制改⾰に よ り 所 得 税 の最⾼税率

と信託に適⽤さ れ る 税率が 同 ⼀ の⽔準（ 33％） に設定 さ れ た た め 、節税効果の

除去が予想さ れ た 。 さ ら に 、 家族信託は財産譲渡⼈ か ら の 贈 与額相 当 分だけ負

債を返済 し た とみな さ れ 、 贈 与額相 当 分 に 対 し て 所 得 税 は 課 税 さ れ な い 。 こ れ

に よ り 、⾼所 得 の財産譲渡⼈ で あ る親は 、 家族信託を通し て低所 得 の受益者

（ beneficiary）で あ る ⼦供に 、所 得 税 を 課 税 さ れ る こ と な く 所 得 を移転で き る 。

こ の よ う な 所 得 を移転す る⾏為は 、 贈 与 税 に よ り抑制 さ れ な い 。  

 次 に 、債権者保護機能は 、債務者 が債権者への債務の返済 を回避す る た め に

資 産 を 贈 与 す る こ と を 贈 与 税 が抑制 す る と い う機能で あ る 。 こ れ は 、債務を履

⾏し な い債務者 は 、 贈 与 税 を⽀払う か も し く は 贈 与 計画を実⾏す る こ と な し に

は 資 産 を移転す る こ と が で き な い こ と に なって い る か ら で あ る 。 贈 与 計画を実

施す る場合、財産譲渡⼈ が 家族信託の負債分だけ の 資 産 （負債資 産 ） を保有す

る が 、財産譲渡⼈ に貸し付け を⾏う債権者 は 、財産譲渡⼈ が破産 し た場合こ の

負債資 産 に よ り債権回収が可能に な る と 考 え ら れ た 。 し か し な が ら 、 現実の 状

況 を ⾒ る と 、 2001 年７⽉１⽇か ら 2010 年５⽉ 28 ⽇の 間 で 、破産 し た財産譲

渡⼈ は全体 の 0.003％弱で あ り 、 し か も債権回収の 多 く は負債資 産 の回収と は

別の 形 で⾏わ れ た 。 し た がって 、 贈 与 税 の債権者保護機能は ⼩ さ い 。  

 贈 与 税 の社会扶助不正受給防⽌機能は 、 所 得 ・ 資 産調査の際に 所 得や資 産 が

少な け れば社会扶助給付の 対象と な る た め 、故意 に 資 産 を 贈 与 し て給付資 格 を

得 る こ と を抑制 す る機能で あ る 。 こ れ に 関 し て報告書で は 、社会的発育給付

（ social  development  benefit）、在 宅看護補助⾦（ residential  care  subsidy）, 勤

労家族税額控除お よ び児童⼿当 、 国営住 宅 、法律扶助（ legal  aid）、育児給付等

に つ い て検討し て い る が 、 いずれ の ケ ー ス に お い て も 現⾏法体 系 の 中 で不正受

給の防⽌ は可能で あ り 、 贈 与 税 の機能は ⼩ さ い と指摘し て い る 。  
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 と ころで 、報告書で は 、 廃 ⽌ 以外の選択肢（ 贈 与 税 の適⽤範囲制 限 、基礎控

除引き 上げ、 贈 与 税 の適⽤さ れ な い場合の 贈 与申告義務の 廃 ⽌ 、電⼦ シ ステム

の 導 ⼊ ）に 関 し て も検討を⾏って い る 3 7 。こ れ ら が選択さ れ な かった理由は 、以

下の と お り で あ る 。  

 贈 与 税 の適⽤範囲制 限 と は 、 税法で免除の 対象と な ら な い すべて の 贈 与 を 課

税 対象と す る の で は な く 、 贈 与 の ⼀般的 な ケ ー ス （ e .g .  個 ⼈ と 家族信託間 ） に

対象を 限 定 す る こ と で あ る 。 し か し 、 こ の よ う に し て も 税務⾏政費⽤お よ び納

税協⼒費⽤が ⼤ き く低下す る わ け で は な い 。  

 基礎控除（ 2.7 万 NZ ド ル ） は 1984 年 以 降 ⾒ 直 さ れ て い な い 。基礎控除を引

き 上げる こ と に よ り 、 税務⾏政費⽤お よ び納税協⼒費⽤は低下し 、 ま た 、 廃 ⽌

に ⽐べて 税収への影響は少な い 。 し か し 、 こ れ に よ り 家族信託を利⽤し た 租 税

回避が促進 さ れ るだろう 。 さ ら に 、 所 得 税 の 租 税回避防⽌等の機能の 向 上 に は

つ な が ら な い と 考 え ら れ る 。  

 贈 与 税 が適⽤さ れ な い場合に お け る申告義務の 廃 ⽌ 、 贈 与 税 の⽀払い⼿段と

し て の電⼦ マネー の利⽤促進 、 贈 与申告デ ー タ の電⼦化に よ り 税務⾏政費⽤お

よ び納税協⼒費⽤の低下が ⾒込ま れ る が 、 こ れ ら は 贈 与 税 の抱え る問題点 を根

本 的 に解決し な い 。  

 

Ⅳ . 資 産 課 税 の ⾒ 直 し を 巡 る 議 論  

 

1.  租 税 体 系 と 資 産 課 税  

 資 産 課 税 の 役 割 を 租 税 体 系 の 観 点 か ら 議 論 し た 研 究 と し て 、 Delany,  et  

al .(2020)お よ び Inland  Revenue（ 2025） を ⾒ よ う 3 8。  

（ １ ） Delany,  et  al .(2020)  

 
37  I n l a n d  R e v e n u e  ( 2 0 1 0 ) ,  p p .6−9 参 照 。  
3 8  財務省は 、⻑期的な財政圧⼒に 対応す るための財源の可能性と し て 、 所 得 税 、 GS T 、法⼈

税 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 、⼟地 税 、富裕税 、相続税 、 デ ジ タ ル 課 税 、環境税 、納税協⼒
（過少申 告 の改善） を挙げて い る （ T h e  Tr e a s u r y ( 2 0 2 1 ) , p p . 7 3 -7 4 ）。⼟地 税 、富裕税 、相続
税 に 関 す る 内容は 、 I n l a n d  R e v e n u e （ 2 0 2 5 ） と重複す る の で 、 以下で は省略す る 。  
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課 税 ベ ー ス と し て 、 所 得 、 資 産 に 注 ⽬ す る 。 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で 資 産 に 課 税

す る根拠と し て 、 以下の 点 を挙げて い る 。  

第⼀ に 、所 得 は少な く と も 体 系 的 に 課 税 さ れ て い る が 、資 産 は そ う で は な い 。

資 産 格 差 は 所 得 格 差 よ り も ⼤ き い の に も か か わ らず、 資 産 に 対 し て は 、レイ ト

以外課 税 さ れ て い な い 。 ⼟ 地 税 お よ び 相 続 ・ 贈 与 税 は 廃 ⽌ さ れ て お り 、 富 裕 税

は 導 ⼊ 経 験 が な い 。  

 第⼆に 、 資 産 の 所有は 、 所 得 以外に も安全、 地位、機会などの便益を⽣む。  

第三に 、 富 裕層に 対 し て 、 所 得 税 で は⼗分 な 課 税 が⾏わ れ て い な い 。 資 産 課

税 に よ り 、 課 税 の枠か ら外れ て い る 富 裕層を 取 り組むこ と が で き る 。  

 

（ ２ ） Inland  Revenue(2025b)  

 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド は 他 の 先 進 国 と 同様、⻑期的 な財政圧⼒に 直⾯し て い る 。

特に ⼈⼝の⾼齢化は 、 時 間 の 経過と と も に 年⾦と医療費⽀出に 上 昇圧⼒を か け

る こ と が予想さ れ る 。 Inland  Revenue(2025)は 、 こ の よ う な財政圧⼒に 対応で

き る持続可能な 税 制 の あ り ⽅ を検討し て い る 。持続可能な 税 制 に は 、将来の 政

府が最⼩ の コ ス ト で公平性 を実現 す る よ う に 税 制 を変更で き る こ と が求め ら れ

る 3 9。  

  ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に とって望ま し い 税 制 と し て 、 税収⼀ 定 の前提の下で 、 所

得 税 と消費税 の組み合わせを提⾔し て い る 。 そ の理由と し て挙げら れ る の は 、

以下の 4 点 で あ る 4 0。  

 ①所 得 税 と消費税 を組み合わせる こ と に よ り 、所 得 税 のみの場合と ⽐ 較 し て 、

正 常収益に 対 し て低い 税率で 課 税 で き る 。  

 ②政策⽬標の変化に 対応し て 、柔軟に 税 の組み合わせを変更す る こ と が で き

る 。  

 ③正 常収益に 対 す る 課 税能⼒を失う こ と な く 、 い く つ か の 税 制 の歪みを緩和

で き る 。  

 
3 9  I n l a n d  R e v e n u e  (2 0 2 5 b ) ,p .3 4 .  
4 0  I n l a n d  R e v e n u e  (2 0 2 5 ) ,p .6 1 .  
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 ④税 制全体 で累進 課 税 が可能で あ る 。  

 こ の よ う な結論 を 導 く た め に 、 4 種類の 課 税 ベ ー ス （労働所 得 税 、 ⼀般所 得

税 、 正 常収益を⾮課 税 と す る ⼀般所 得 税 、消費税 ） を ⽐ 較 し て い る 。労働所 得

税 は労働所 得 のみを 課 税 対象と す る が 、 ⼀般所 得 税 で は 、労働所 得 と 資 本 所 得

に 課 税 さ れ る 。  

⽐ 較 の結果は 、表 17 で⽰さ れ る と お り で あ る 。まず、所 得 の稼得段階、貯蓄

し て収益が発⽣す る段階、所 得 が消費さ れ る段階の そ れぞれ に お い て 、課 税（T）、

部 分 的 課 税（ t）、⾮課 税（ E）に 分類で き る 。正 常収益を⾮課 税 と す る ⼀般所 得

税 で は 、 経 済レン ト のみが 課 税 対象と な る 。  

資 本 所 得 は 、 正 常収益（ normal  return）、 リ スク収益（ return  to  r isk）、 経 済

レン ト （ economic  rent） に 分類で き る 4 1 。 正 常収益は 、 リ スクに 対 す る追加 的

な補償な し に消費を 先送り す る （貯蓄す る ） こ と に 対 す る補償で あ り 、 無 リ ス

ク収益（ r isk-free  return） と も呼ばれ る 。 リ スク収益は 、 リ スクを負う投資 家

に 対 す る補償と し て求め ら れ る 、 リ スクフリ ーレー ト （ 無 リ スク⾦利） を 上回

る 上乗せ分 のプレミアム（報酬） の こ と で あ る 。 経 済レン ト は 、消費の延期お

よ び リ スクを補償す る た め に必要な⽔準を超え る収益で あ る 。特殊な技術、知

識、才能等に よ り も た ら さ れ る 。超過正 常収益（ supernormal  return）と か 限界

収益（ inframarg inal  return） と も呼ばれ る 。  

望ま し い 税 制 の あ り ⽅ を 議 論 す る に際し 、 正 常収益に 対 す る 課 税 の と ら え ⽅

が鍵と な る 4 2 。内国歳⼊庁は 、正 常収益を⾮課 税 に す る と 、財政圧⼒に 対応す る

財源が失わ れ る と と も に 、富 裕層に利益を も た ら し望ま し く な い と す る 。ま た 、

キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 が 限 定 的 で 所 得 税 の 課 税 ベ ー ス が狭い場合、 正 常収益

を⾮課 税 に す る と 、 資 産 価値の 上 昇 に よ り も た ら さ れ る 経 済 所 得 がほとんど⾮

課 税 と な る 。 さ ら に 、 先⾏研究を検討し た結果で は 、理論 的 に は 、労働所 得や

経 済レン ト に 対 す る も の よ り は低い 税率で 正 常収益への 課 税 を⽀持す る 意 ⾒ が

優勢で あ る と し て い る 。  

 
4 1  以下は 、 i b i d , p . 3 7 参 照 。  
4 2  以下は 、 i b i d , p . 6 1 参 照 。  
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4 種類の ケ ー ス すべて に お い て 、労働所 得 は 課 税 対象で あ る 。正 常収益は 、⼀

般所 得 税 の場合に のみ課 税 さ れ る 。経 済レン ト は 、労働所 得 税 で⾮課 税 で あ る 。

正 常収益に 対 す る 課 税 を前提と す る と 、労働所 得 税 、 ⼀般所 得 税 （ 正 常収益⾮

課 税 ） は望ま し く な い 。 ⼀般所 得 税 と消費税 を組み合わせる こ と に よ り 、 正 常

収益に 対 す る 税率を低く設定 で き る（①）。こ れ に よ り 、正 常収益課 税 に よ り貯

蓄を抑制 す る効果が緩和さ れ る（③）。ま た 、⼀般所 得 税 に累進 税率を適⽤す る

こ と に よ り 、税 制全体 で累進 課 税 が可能と な る（④）。し た がって 、公平性 と効

率性 のバラ ン ス を 取 れ る よ う に な る 。  

 

表 17 課 税 ベ ー ス の ⽐ 較  

 稼得段階  貯蓄段階  消費段階  
労働所 得 税  T  

（ 課 税 ）  
E  

（ ⾮ 課 税 ）  
E  

⼀般所 得 税  T  T  E  
⼀般所 得 税  
（正常収益  

⾮ 課 税 ）  

T  t  
（部分的課 税 ：経済レ

ン ト の み 課 税 ）  

E  

消費税  E  E  T  
 労働所 得

税  
⼀般所 得

税  
⼀般所 得 税  

（正常収益⾮ 課 税 ）  
消費税  ＊富裕税  

労働所 得  〇  
（ 課 税 ）  

〇  〇  〇  ×  

資 本 所 得  
 正常収益  
 
 経済レ ン
ト  

 
×  

（ ⾮ 課
税 ）  
×  

 
〇  

 
〇  

 
×  

 
〇  

 
×  

 
〇  

 
〇  

 
×  

（出所 ） I n l a n d  R e v e n u e ( 2 0 2 5 ) , p . 3 9  Ta b l e 1 お よ び p . 4 8  Ta b l e 4 より作成。  

 

内国歳⼊庁は 、 所 得 税 と消費税 の組み合わせを 税 制 の 中⼼に据え るべき と す

る が 、新た な 課 税 ベ ー ス の候補と し て 、給与 税（ payrol l  tax）、富 裕 税 、相 続 税 、

⼟ 地 税 、社会保障拠出⾦の 経 済効果に 関 し て も検討し て い る 4 3 。下記で⽰す よ う

に 、内国歳⼊庁は 課 税 ベ ー ス を追加 す る困難は指摘す る も の の 、 そ の可能性 は

否定 し な い 。  

 
4 3  ⼟地 税 、相続税 、富裕税 に つ い て は 、⼟地 税 、相続税 、富裕税 の箇所 を 参 照 。  
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「あ らゆる追加 的 な 課 税 ベ ー ス に は困難な トレー ド オフが伴う 。 こ れ は 、 所

得 税 と消費税 と い う主要な 課 税 ベ ー ス が 、変化す る歳⼊ の需要に 対応す る柔軟

性 を持ち つ つ 、可能な 限 り効率的 か つ公平な ⽅法で設計 さ れ る こ と の重要性 を

強調し て い る 。」（ Inland  Revenue(2025b) ,p .123）  

「よ り⾼い歳⼊ に 対 す る需要に 対 し て 課 税 ベ ー ス を追加 す る こ と が合理的 で

あ る な らば、 あ らゆる歳⼊⽔準に お い て そ の 課 税 ベ ー ス を 税 制 の ⼀ 部 と す る こ

と 、 そ し て必要に応じ て 他 の 課 税 ベ ー ス か ら の 税収を減ら す こ と が賢明で あ る

可能性 が⾼い 。 こ れ は 、 本報告書（ Long-term  Insights  Briefing） が持続可能な

租 税 体 系 を 、安定 し た 中核構 造（ 所 得 税 お よ び消費税：筆者追加 ）を持ち つ つ 、

変化す る需要に 対応す る柔軟性 を備え た も の と し て位置づけ る こ と を強調す る

も の で あ る 。」（ Inland  Revenue(2025b) ,p .125）  

 

2.  ⼟ 地 税  

（ 1） ジ ョ ン ・ キ ー 国 ⺠党政権下の 議 論 (V ictoria  University  of  Well ington  Tax   

Working  Group)  

2010 年 の 税 制改⾰は 、税収中⽴の 観 点 か ら実施さ れ た 。所 得 課 税減税 の財源

と し て GST の 税率引き 上げ以外に も さ まざま な選択肢が検討さ れ た が 4 4、そ の

中 の ⼀ つ に ⼟ 地 税 が あった 4 5 。  

 1991 年 に 廃 ⽌ さ れ た旧⼟ 地 税 と 異 な り 、新た に提案さ れ た ⼟ 地 税 は 、⼟ 地 の

所有者 に 対 し て ⼟ 地 の未改良価値（ unimproved  value  of  land） を 課 税標準と し

て 課 税 さ れ る も の で あった 。 ⼟ 地 税 は 、超過負担を発⽣させず中⽴的 な こ と 、

仮に すべて の ⼟ 地 を 課 税 対象と す る な らば低い 税率で 多額の 税収を確保で き る

こ と 、地 ⽅ 税 で あ るレイ ト の 課 税標準の う ち敷地 価値を利⽤で き 4 6、税務⾏政 コ

ス ト を軽減で き る こ と 、 などの⻑所 を有す る と さ れ た 。  

 
4 4  包 括 的 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 の 実 施 、 実 物 資 産 に 対 す る 帰 属 所 得 課 税 ,  建 物 に 対 す る 減  
価 償 却 ル ー ル の 見 直 し 、 過 小 資 本 税 制 の 見 直 し な ど で あ る （ Vic t o r ia  U n iv e r s i t y  o f  
We l l in g t o n  Ta x  Wo r k in g  G r o u p  ( 2 0 1 0 ) ,  p . 4 5 参 照 ）。  

4 5  以下は 、 Po l i c y  A d v i c e  D i v i s i o n  o f  t h e  I n l a n d  R e v e n u e  D e p a r tme n t  a n d  b y  t h e  N e w  
Z e a l a n d  Tr e a s u r y  ( 2 0 0 9 b ) 、 V i c t o r i a  Un i v e r s i t y  o f  We l l i n g t o n  Tax  Wo r k i n g  G r o u p  ( 2 0 1 0 ) ,   
p p . 5 0 -5 1 参 照 。  

4 6  レ イ ト の 課 税標準 に は 、 資 本 価値、賃貸価値、敷地 価値の ３種類が あ る （ 篠 原 ( 2 0 1 2 a ) 参



 41 

 反⾯、地 価下落（ 課 税 に よ り将来の 税額の 資 本還元額分だけ 地 価 が下落す る ）

に よって ⼟ 地 所有者や投資 家 が損失を被る こ と 、 資 産 の う ち ⼟ 地 のみに 課 税 さ

れ る の で 同額の 資 産 を 所有す る が そ れ を ⼟ 地 の 形 で 所有す る 者 と そ う で な い 者

と の 間 で⽔平的不公平を も た ら す こ と 、 ⼀ 部 の納税 者 （ e .g .  退職者 ） に流動 性

問題（ 資 産 は あ る が 所 得 が低い た め納税 が困難と な る 現象） が発⽣す る こ と 、

などの短所 が指摘さ れ た 。  

 ⼟ 地 税 の 再 分 配効果に 関 し て は 、 所 得 の 上 昇 に ⽐ 例 し て 所有す る ⼟ 地 の 地 価

も 上 昇 す る か ら 、 ⽐ 例 税率で の 課 税 を前提と す る とほぼ⽐ 例 的 で あ る と さ れ た

4 7 。  

 結局、 2010 年 の 税 制改⾰論 議 に お い て は 、「税 制改⾰ワー キ ング・グル ープ

の 多 く が , 税率を引き下げる代替財源と し て , さ ら に 租 税 体 系 の効率性 を改善す

る⼿段と し て低税率の ⼟ 地 税 の 導 ⼊ を⽀持し た が , 政 治 的持続可能性（ pol i t ical  

sustainabi l i ty）に 対 す る懸念が あった」4 8 こ と か ら 、同 税 の 導 ⼊ は ⾒送ら れ た 。

政 治 的持続可能性 に 対 す る懸念の背景に は 、 ⼟ 地 所有者 お よ び投資 家 か ら の反

対 が予想さ れ た こ と に 加 え て 、旧⼟ 地 税 で も問題と さ れ た よ う に 、主た る 住居

の ⼟ 地や農地 の扱い 、 地 ⽅公共団体 と の 税源競合などの問題の 存 在 が あった と

考 え ら れ る 。  

 

（ 2） ア ーダー ン 政権下の 議 論 （Tax  Working  Group）  

 ア ーダー ン 政権下で も 、 税 制検討委員会（Tax  working  group） に お い て 資 産

課 税 （ ⼟ 地 税 、 富 裕 税 ） の検討が⾏わ れ て い る 。  

  Tax  Working  Group(2018a)は 、課 税 ベ ー ス と し て ⼟ 地 の未改良価値を想定 し 、

⼟ 地 税 の 経 済効果に つ い て整理し て い る （表 18 ）。 そ の 上 で 、 Tax  Working  

Group(2018b； 2019a  )は 、 ⼟ 地 税 は効率的 な側⾯（ ⼟ 地供給は ⼀ 定 で 、 課 税 に

よ る歪みを⽣じ させな い ） を有す る が 、 同 税 は 地 ⽅ 税 のレイ ト に追加 し て 課 税

 
照 ）。  

4 7  税 額 / 所 得 = ( 地 価 / 所 得 )× ( 税 額 / 地 価 ) で 計算される 。  
4 8  V i c t o r i a  Un i v e r s i t y  o f  We l l i n g t o n  Tax  Wo r k i n g  G r o u p  ( 2 0 1 0 ) ,  p . 6 7 参 照 。  
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さ れ る こ と か ら 、社会的受容性（ social  acceptabi l i ty）の⾯か ら問題が あ る と し 、

⼟ 地 税 の実施は勧告し な い と し て い る 4 9 。  

 

表 18 ⼟ 地 税 の 経 済 効 果  

 ⻑所  短所  
公 平性  −  ・特定の集団・企業（マオ リ 、農  

家、⼟地集約的な企業） に ⼤ き  
な影響  

・担税⼒に応じた課 税 と ならな い  
（⼟地 所 有者が すべて裕福で は な  
い ）  

・借⾦を し て⼟地 を購⼊した者の  
担税⼒が考慮されな い  

効率性  
（中⽴性）  

・⼟地供給は⼀定で あり、 課 税 に  
よ る歪み は⽣じな い 。  

・主たる 住 居 を ⾮ 課 税 に す る と歪  
み が発⽣す る  

・ 税負担が転嫁され、⼟地 の賃借  
⼈ が負担す る 。  

・ 課 税 に より地 価 が下落し 、⾦融  
システムの安定性へ影響を与え  
る 。  

簡素性  ・ キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 と ⽐較す  
る と 、 税務⾏政費⽤ お よ び納税  
協⼒費⽤ は⼩さい 。  

−  

税収  ・ キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 と ⽐較し  
て 税収が安定し て い る  

・ 税源が固定し て おり、⻑期的視  
点から⼟地 は望ま し い 課 税 対象  
で あ る 。  

−  

その他  −  ・ キ ャッシュフロー問題（⼟地 は  
所 有 す る が 、 税 を⽀払う現⾦が  
な い ）  

・ 税率引き 上げの可能性は 、⼟地  
所 有 に 対 す る懸念を⽣じさせ  
る 。  

（出所 ） Tax  Wo r k i n g  G r o u p ( 2 0 1 8 a ) , p p . 8 -1 1 .   

 

（ 3） Inland  Revenue(2025b)  

 ⼟ 地 税 の 経 済効果に つ い て 、 以下の よ う に ま と め て い る 5 0。  

 ①公平性  

 ・⽔平的公平性 は 、（ a） 資 産 を ⼟ 地 で 所有す る 者 に 課 税 し 、 そ の 他 の 資 産 で

所有す る 者 に は⾮課 税 で あ る こ と 、(b)⼟ 地 税 が 再 導 ⼊ さ れ た際に 、た ま た ま ⼟

 
4 9  Tax  Wo r k i n g  G r o u p ( 2 0 1 8 b ) ,  p . 4 3 お よ び Tax  Wo r k i n g  G r o u p ( 2 0 1 9 a ) ,  p . 1 6 参 照 。  
5 0  I n l a n d  R e v e n u e ( 2 0 2 5 b ) , p p . 1 1 6 -1 2 0 .  
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地 を 所有し て い る 者 に は 課 税 、 所有し て い な い 者 に は⾮課 税 で あ る こ と 、 に よ

り満た さ れ な い 。  

 ・垂直 的公平性 に 関 し て は独⾃に推計 を⾏い 、 所 得 が増え る と ⼟ 地 税 の負担

が 上 昇 す る こ と を明ら か に し て い る 。  

 ②効率性  

 ⼟ 地 の供給は ⼀ 定 で あ り 、効率的 な 税 制 で あ る 。  

 ③簡素性  

 ⼟ 地 は不動 産 で 税 の回避が困難な こ と 、 地 ⽅ 税 で あ るレイ ト で も 課 税 対象と

さ れ て お り ⼟ 地 所有者 お よ び 地 価 の情報が把握で き て い る こ と などの理由に よ

り 、 税務⾏政費⽤お よ び納税協⼒費⽤は低い 。  

 ⼟ 地 税 の 課題と し て は 、特定 の ⼟ 地 所有者 （ 産業） の負担が重く な る こ と が

指摘さ れ て い る 。特定 の ⼟ 地 所有者 と は 、⼟ 地 を 所有す る が 所 得 の低い 者（Asset-

r ich ,  cash-poor）、借⼊⾦の 多 い ⼟ 地 所有者（ highly  geared  borrowers）、⼟ 地集

約産業（農林業） で あ る 。  

多額の借⾦を し て ⼟ 地 を購⼊ し た場合、 ⼟ 地 税 に よ り 地 価 が下落し 、 ⼟ 地 所

有者 の 純 資 産 価値は マ イナス に な る可能性 が あ る 。 さ ら に 、 マ オ リ族への 配慮

も必要で あ る と す る 。反⾯、特定 の納税 者 に 対 す る優遇措置に 対 し て は 、⽔平

的不公平、⾮効率の懸念が あ る と し て い る 。  

  

３ .  相 続 ・ 贈 与 税  

（ 1） 廃 ⽌後の 議 論  

 ①McLeod ,et  al .  (2001a ;2001b)  

 2001 年 の 税 制検討報告書は 相 続 税 の復活に反対 し て い る 。そ の理由と し て挙

げら れ て い る の は 5 1 ,  第⼀ に 、遺産 は 所 得 税 課 税後の 所 得 が蓄積さ れ た も の で あ

る か ら 、遺産 に 対 し て 相 続 税 を 課 税 す る と貯蓄に 対 す る⼆重課 税 に な る こ と で

あ る 。第⼆に 、過去の 課 税 の 経 験 か ら 、相 続 税 は 租 税回避が容易な こ と で あ る 。

 
51  M c L e o d ,  e t . a l .  ( 2 0 0 1 a ) ,  p p .4 3 - 4 4 参 照 。  
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第三に 、 相 続 税 は 、 相 続 税 の な い オ ー ス ト ラ リ ア などの よ う な 国への移住 を促

進 す る と 考 え ら れ る こ と で あ る 。  

②V ictoria  University  of  Well ington  Tax  Working  Group  (2010)  

さ ら に 、2010 年 税 制改⾰で の 議 論 に お い て も 、有能か つ熟練し た ⼈々の隣国

オ ー ス ト ラ リ アへの移住 を促進 す る こ と 、遺産 税 タ イプの 相 続 税 は 、 所 得 税 と

の⼆重課 税 を発⽣させる こ と の ２ つ の理由に よ り 、 相 続 税 に否定 的 で あ る 5 2 。  

③Barrett(2020)  

 相 続・贈 与 税 を 、ア イ ル ラ ン ド で実施さ れ て い る 資 本 取 得 税（ cap i ta l  acquisi t ion  

tax）の 形 で 再 び実施す る こ と を提⾔し て い る 。こ れ は 、相 続 税 と 贈 与 税 を 統合

し て 、受贈 者 が⽣涯に受け 取った すべて の 資 産移転額が ⼀ 定⽔準を超え る場合

に ⽐ 例 課 税 を⾏う 制度で あ る 5 3 。  

Barrett(2020)の提⾔の背景に あ る の は 、 住 宅 価 格 上 昇 、 お よ び 2020 年代に

ベビーブー マ ー世代（ 1946〜 1964 年 に出⽣）の⾼齢化が 進⾏し 相 続 が増え る と

予想さ れ る こ と で あ る 。 課 税根拠と し て挙げる の は 、 相 続 ・ 贈 与 は担税⼒を有

す る こ と 、増加 す る と予想さ れ る 相 続 に 対 し て 課 税 し な い と 、世代間不公平（親

の 経 済⼒次第で 相 続額に 格 差 が⽣ずる こ と ） お よ び世代内不公平（ 相 続 を受け

る 者 と そ う で な い 者 と の 格 差 ） が発⽣す る こ と で あ る 。 ま た 、 課 税 形態と し て

資 本 取 得 税 を主張す る理由を 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 と の ⽐ 較 で述べて い る 。

キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 は事業活動 の成果に も 課 税 さ れ る の に 対 し 、 資 本 取 得 税

は不労所 得 に 対 す る 課 税 で あ る か ら 政 治 的 に受け ⼊ れ ら れやす い と し て い る 。  

④Delany(2020)  

1990 年代以 降 、経 済 格 差 が 拡 ⼤ す る ⼀ ⽅ で 、税 制 の累進 性 、再 分 配機能は低

下し て い る 。税 制改⾰は 、不平等の世代間 連鎖に 正⾯か ら 取 り組むべきだと し 、

 
5 2  V i c t o r i a  Un i v e r s i t y  o f  We l l i n g t o n  Tax  Wo r k i n g  G r o u p  ( 2 0 1 0 )  , p . 6 参 照 。 Po l i c y  A d v i c e   

D i v i s i o n  o f  t h e  I n l a n d  R e v e n u e  D e p a r tme n t  a n d  b y  t h e  N e w  Z e a l a n d  Tr e a s u r y  ( 2 0 0 9 a )  は 、  
以 上 の 2 点に加え て 、遺産 税 タ イプの相続税 は 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に残る ⼈々に 対 し て 、 課
税されな ければ遺産 を残し ても、 課 税される ならば遺産 を残さな い で ⾃ 分 で使おうと す る イ
ンセンティヴが働く こ と を指摘し て い る 。 また、相続税 （遺産 税 ） を復活させる と した場 合
の望ま し い制度設計 に つ い て検討し て い る 。  

5 3  制度の詳細は 以下を 参 照 の こ と 。 I r i s h  Tax  a n d  C u s t om s ,  G i f t  a n d  I n h e r i t a n c e  Tax  
( C a p i t a l  A c q u i s i t i o n s  Tax  ‒  C AT )  h t t p s : / / w w w. r e v e n u e . i e / e n / g a i n s -g i f t s -a n d -
i n h e r i t a n c e / g i f t -a n d - i n h e r i t a n c e - t ax - c a t / i n d ex . a s px  最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 2 / 1 3  
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Barett(2020)と 同様の 税 の提⾔を⾏う 。 ただし 、名称は 異 な り 、⽣涯贈 与 税

（ l i fet ime  g i f t  tax） と呼ばれ る 。  

資 産移転課 税 は 、世代間不平等を 是 正 し機会均等を 向 上 させる機能を有す る

が 、 他 の 資 産 課 税 に代替す る も の で は な く 、 富 裕 税 の補完税 と し て位置づけ る

べき と す る 5 4 。  

資 産移転は 、 資 産 そ の も の移転と い う よ り 、 所 得 の移転と し て と ら え る こ と が

可能で あ り 、 資 産移転課 税 は 、受贈 者 の追加 所 得 に 対 す る包括 的 な 課 税 が望ま

し い と す る 。  

⑤ Shivas ,  et  al .(2024)  

Shivas ,  et  al .(2024)は 、相 続 税（ 廃 ⽌前の遺産 税 タ イプ）に 関 し て 税 制 の専⾨

家（研究者 、実務家 ）14 ⼈ を 対象にヒア リ ングを実施し て い る 。14 ⼈ の 構成は 、

男性 11 ⼈・⼥性 3 ⼈ 、実務家 8 ⼈・研究者 6 ⼈ で あ る 。ヒア リ ングの内容は 、

（ a）相 続 税 が 廃 ⽌ さ れ た要因、（ b）相 続 税 の復活、（ c）再 導 ⼊ す る場合の 制度

設計 、 に つ い て で あ る 。  

（ b）に 関 し て は 、賛成 4 ⼈ 、反対 8 ⼈ 、どち ら で も な い 2 ⼈ と なって い る 。

研究者 は賛成の傾向 、実務家 は反対 の傾向 が あ る と し て い る 。賛成の理由と し

て は 、 租 税 体 系 の累進 性 向 上 お よ び 資 産 再 分 配 が 、反対 の理由と し て は 、 租 税

回避、 税務⾏政費⽤お よ び納税協⼒費⽤が⾼い こ と 、 税収規模が ⼩ さ い こ と 、

倫理的理由（ 相 続 税 は嫉妬税 ） が挙げら れ て い る 。  

相 続 税 を復活させる た め に は 、 制度設計 、納税協⼒に 関 す る検討が必要で あ

る と す る 。前者 に は 、 課 税 対象、⾮課 税 、 課 税最低限 、財産評価 、 税率、納税

⽅法が含ま れ 、後者 は 、信託の扱い 、⽣前贈 与 、 他 国への移住 などが問題と な

る 。  

遺産 税 タ イプの 相 続 税 の復活は 、 政 治 的 に困難で あ る と予想さ れ る こ と 、 租

税回避を助⻑す る こ と 、 租 税回避対策の た め に 税務⾏政費⽤が増加 す る こ と 、

同 タ イプの 課 税 の事例 は 諸外国 で は少数な い こ と などの 課題を有す る が 、 ニ ュ

 
5 4  D e la n y ( 2 0 2 0 ) ,p p .2 - 3 .  
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ー ジ ー ラ ン ド に お け る 資 産 格 差 の 状 況 、ベビーブー マ ー世代 5 5 の⾼齢化に よ る 相

続 の増加 を 考慮す る と 、何ら か の 形 で の 資 産移転課 税 の復活を検討す る必要が

あ る と す る 。  

遺産 税 ⽅式を 再 び採⽤す る と し た ら 、過去の 廃 ⽌ の 原因を精査し改善策を練

る こ と 、お よ び 国 ⺠ の 意 ⾒ を⼗分 に聴取 す る こ と が不可⽋で あ る と す る 。他 ⽅ 、

富 の不平等を 是 正 す る⼿段と し て は 、遺産 取 得 税 ⽅式の ⽅ が 、 よ り有効で か つ

社会的 に受け ⼊ れ ら れやす い選択肢か も し れ な い と述べて い る 。  

⑥ Inland  Revenue(2025a)  

相 続 税 の 経 済効果を 以下の よ う に ま と め て い る 5 6。  

（ a）公平性  

・⽔平的公平性 に つ い て は 、 相 続 ⼈ 、被相 続 ⼈どち ら の視点 で ⾒ る か に よ り

異 な る 。 相 続 ⼈ の視点 か ら は遺産 取 得 税 ⽅式が 、被相 続 ⼈ の視点 か ら は遺産 税

⽅式が前提と な る 。 相 続 ⼈ の視点 か ら ⾒ る と 、 相 続 分 は 所 得 の追加 とみな す こ

と が可能で 、 他 の 所 得 と 同様に 課 税 さ れ る か ら⽔平的公平は実現 さ れ る 。 し か

し な が ら 、被相 続 ⼈ の⽴場か ら は 、財産 を遺す も の と消費す る 者 と の 間 で不公

平が⽣ずる 。  

・垂直 的公平性 に 関 し て は 、相 続 の効果の検討が必要で あ る（絶対 的不平等、

相 対 的不平等）。相 続 に よ り 相 対 的不平等が改善さ れ る な らば、相 続 税 は こ の効

果を 相殺す る 5 7。反⾯、相 続 税 に のみ注 ⽬ す る と 、相 続 税 は⽀払い能⼒に応じ た

課 税 が可能で 、機会均等に 資 す る 。  

（ b）効率性  

効率性への影響は 、被相 続 ⼈ の遺産 動機に依存 す る 。財産 の ⼀ 部 を 意図的 に

遺そ う と す る 者（ intended  donor）に とって 、相 続 税 の 課 税 は 、労働所 得 と 資 本

所 得 に 対 す る 課 税 に等し く 、死んだら財産 を遺そ う と す る 意欲（勤労意欲、貯

 
5 5  1 9 4 6 年から 1 9 6 5 年 の 期間の 合 計特殊出⽣率は少な く とも 3 . 5 ⼈ 、 1 9 4 5 年から 1 9 7 2 年 の

期間の 合 計特殊出⽣率は少な く とも 3 . 0 ⼈ で あった。 S t a t s  N Z ,  D a t a  I n f o＋ , B a b y  B o ome r  
h t t p s : / / d a t a i n f o p l u s . s t a t s . g o v t . n z / I t em / n z . g o v t . s t a t s / 2 7 2 b 6 b 9 7 -6 7 1 e -4 d 8 d -a 6 e 1 -
0 b 9 2 1 8 c c 4 f e 6# :~ : t ex t=N e w%2 0 Z e a l a n d ' s%2 0 p e r i o d%2 0 t o t a l%2 0 f e r t i l i t y%2 0 r a t e%2 0 w a s , l e a
s t%2 0 3 . 0%2 0 b i r t h s%2 0 p e r%2 0 w om a n%2 0 d u r i n g%2 0 1 9 4 5‒7 2 .  最 終 閲 覧 2 0 2 6 / 2 / 1 3  

5 6  I n l a n d  R e n e n u e ( 2 0 2 5 a ) , p p . 1 1 4 -1 1 5 .  
5 7  資 産移転の 分配効果の より詳細な説明は 、後述の （ ２ ）相続・贈与瑛改⾰の視点を 参 照 。  
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蓄意欲） を阻害す る 。財産 を遺す気は な く 、使い切れ な い で財産 が残る 者

（ unintended  donor） に とって は 、 相 続 税 は勤労意欲、貯蓄意欲に影響を 与 え

な い 。  

 （ c）簡素性  

 相 続 税 の 課 税 に必要な情報が 、遺⾔検認⼿続 き （ probate  process） など課 税

⽬ 的 以外の理由で す で に要求さ れ て い る 点 に 注 ⽬ す る と 、 税務⾏政費⽤お よ び

納税協⼒費⽤は低い と 考 え ら れ る が 、特定 の ケ ー ス （ e .g .  家族企業、持ち 家 、

農家 、私的 年⾦） に お い て優遇措置が設け ら れ る な らば、 税務⾏政費⽤お よ び

納税協⼒費⽤は⾼く な る傾向 が あ る 。  

（ 2） 相 続 ・ 贈 与 税検討の視点  

 相 続 ・ 贈 与 税 を検討す る視点 と し て 、 資 産移転（ 相 続 ・ 贈 与 ） を 巡 る環境、

資 産移転額、 資 産移転の 分 配効果に 注 ⽬ す る必要が あ る 。  

 ①資 産移転を 巡 る環境  

 資 産移転を 巡 る環境と し て 注 ⽬ さ れ る の は ､資 産 価 格 の 上 昇 と ベビーブー マ ー

世代（ 1946 年 か ら 1964 年 に⽣ま れ た世代） の⾼齢化で あ る 。  

 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る将来推計 ⼈⼝に よ る と 5 8 、⾼齢化率（総⼈⼝に占め

る 65 歳以 上 ⼈⼝の割合）は 2024 年 に は 17％で あ る が 、2030 年代半ばに は 20％

へ、2053 年 に は 23％へ、2078 年 に は 29％に 上 昇 す る と予測さ れ る 。⾼齢化の

影響に よ り 、死亡者数は 2024 年 に は 37 ,722 ⼈ で あ る が 、2078 年 に は そ の 2 倍

以 上 の 77 ,000 ⼈ に達す る ⾒通し で あ る （図 14）。  

 

 

 

 

 

 

 
5 8  以下は中位推計 の数値で あ る 。 S t a t s  N Z ( 2 0 2 5 d ) 参 照 。  
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図 14 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る 年 間 死 亡 者 数 の 将 来 推 計  

 

（出所 ） S t a t s  N Z ( 2 0 2 2 b ;2 0 2 5 d ) より作成。  

 

ベビーブー マ ー世代の 年齢は 、2025 年 に お お よ そ 60 歳か ら 79 歳で あ る 。仮

に 、こ の世代を 65 歳以 上 とみな す と 、図 2 で⽰さ れ る よ う に 、同世代の総資 産

額に占め る割合は 、 住 宅 価 格 の 上 昇 を反映し て増加 し て い る 。 こ の ベビーブー

マ ー世代の 所有す る 資 産 が 、 相 続 の 形 で 若 い世代に移転さ れ る可能性 が あ る 。

死亡者数の増加 と⾼齢層の 資 産総額の 拡 ⼤ は 、将来の 相 続総額が ⼤幅に 上 昇 す

る こ と を 意味す る 。相 続財産 の推定額は 、2024 年 に は 270 億 NZ ド ル で あ る が 、

2050 年 に は 1.6 兆 NZ ド ル に達す る と の推計 が あ る 5 9 。  

 ②資 産移転額（遺産額）  

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お い て 相 続額（遺産額） が 純 資 産額（総資 産額、総所 得

額） に占め る割合を推計 し た研究と し て 、Briggs(2008)お よ び Domican(2025)

が あ る 。 ま た 、 Pol icy  and  Regulatory  Stewardship  (2023)は超富 裕層を 対象と

し て 相 続 ・ 贈 与額を推計 し て い る 。 さ ら に Stats  NZ（ 2025a） で は 、 2024 年 に

初め て 、相 続・贈 与 を受け た こ と の あ る世帯の 純 資 産額の推計 を公表し て い る 。  

 

 

 
5 9  資 産 総 額 の 実質年間成⻑率 3 . 5 ％ と し 、死亡数に 平 均 資 産 額 を乗じて求められた数値で あ る
（M c l e o d ( 2 0 2 5 ) , p . 1 0 . p . 1 7 参 照 ）。  
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（ a）Briggs(2008)  

Briggs(2008)は 、 以下の⼿順で被相 続 ⼈ （故⼈ ） の遺産額を推計 し 、 家 計 の

純 資 産額に占め る遺産額の割合は 、 2001 年 で 1.22％、 2006 年 で 1.20％で あ る

こ と を⽰し て い る 。  

・ 年齢階級別の死亡デ ー タ （死亡⼈数） を ⼊⼿す る  

・ 年齢階級別の平均資 産額・負債額を 計算す る  

・ 年齢階級別の死亡⼈数に平均純 資 産額を乗じ る こ と に よ り遺産額を推計 す

る 。  

・階級別の故⼈ の遺産額を合計 す る こ と に よ り遺産総額を 計算す る 。  

（ b） Domican(2025)  

Domican(2025)は 、 3 種類の⼿法で遺産額を推計 し て い る 。推計期間 は 2015

年〜 2018 年 で あ る 。第⼀ の⼿法は 、Household  net  worth  stat ist ics の デ ー タ を

利⽤し 、Briggs(2008)と 同様の⼿順で推計 し た も の で あ る 。Household  net  worth  

stat ist ics の デ ー タ を修正 す る ⽅法は 、Household  net  worth  stat ist ics の総資 産

の デ ー タ は Household  balance  sheet（RBNZ）の デ ー タ と ⽐ 較 し て過⼩推計（ 2015

年 は 20％、2018 年 は 25％）と なって い る こ と か ら 、遺産額を 20％強増額す る 。

第⼆の⼿法は 、遺産額の う ち ⼟ 地 資 産額に つ い て 、 ⼟ 地譲渡の際に内国歳⼊庁

に提出さ れ た ⼟ 地譲渡申告書お よ び不動 産 価 格 デ ー タ（ Corelog ic）を利⽤し て 、

遺産額の う ち ⼟ 地 資 産額を推計 し 、 そ れ に第⼀ の⼿法で推計 さ れ る ⼟ 地 以外の

遺産額を 加 え る も の で あ る 。第三の⼿法は 、内国歳⼊庁の管理デ ー タ を利⽤す

る 。 こ れ は 、納税 者 が 所 得 税 の申告の際に合わせて提出す る財務諸表（ IR10 

F inancial  statement） に記載さ れ る 純遺産額（ net  worth  estate） に 注 ⽬ す る ⽅

法で あ る 。 ただし 、 こ の⾦額は過少申告の可能性 が⾼い た め 、 ⼀ 定 の仮定 に基

づき増額さ れ る 。  
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推計結果は表 19 で⽰さ れ る と お り で あ る 。 2018 年 に お い て 、 家 計 の総資 産

額に占め る遺産額の割合は 0.5％〜 2.2％、 国 ⺠ 所 得 に占め る割合は 3.6％〜

14.6％と なって い る 6 0。  

 

表 19 遺 産 額 の 推 計 （ 2018 年 ： 単 位 ％ ）  

デ ー タ  H o u s e h o l d  n e t  
w o r t h  s t a t i s t i c s  

H o u s e h o l d  n e t  
w o r t h  s t a t i s t i c s
の デ ー タ を修正  

⼟地取引デ ー タ  内 国歳⼊庁の管
理デ ー タ （遺産

額 ）  
家計 総 資 産
額 に占める

割 合  

1 . 1  1 . 4  2 . 2  0 . 5 〜 2 . 1  

国 ⺠ 所 得 に
占める 割 合  

7 . 5  9 . 4  1 4 . 6  3 . 6 〜 1 4 . 5  

問題点  推計値に は信託に預けられた資 産 を
含 む （信託に よって管理されて い る
資 産 は 、相続⼈への遺産 と し て引き
継がれな い 。受益者が指定されて い
れば 、そのメンバに 利益が引き継が
れる 。 総 資 産 に 対 す る信託の 割 合 は
1 8 〜 2 0 . 5 ％ ）  

・⼟地 評 価 は 地 ⽅  
政府の レ イ ト 評  
価 額 を 利 ⽤ 。同  
評 価 額 の 評 価替  
え は 、 3 〜 4 年  
に 1 回しか⾏  
われな いため、  
実態を反映し な  
い 。  

・⼟地取引の 2  
重計 上 の可能  
性  

・共有 分 の扱い  
（持分 ⽐率を無  
視した資 産 評  
価 ）  

・純遺産 額 の過  
少申 告 の可能  
性  

・増額 の 計算が  
困難  

（出所 ） D om i c a n ( 2 0 2 5 ) より作成。  

 

（ c） Pol icy  and  Regulatory  Stewardship  (2023)  

超富 裕層 6 1 を 対象と し て 、過去 50 年 間 （ 1970 年〜 2020 年 ） に お け る 相 続 ・

贈 与額を推計 し て い る 。結果は 以下の通り で あ る 。  

 
60  I n l a n d  R e v e n u e ( 2 0 2 5 a ) は 、主要先進国 （ アメリカ、 イギリ ス 、 ド イツ、フラ ン ス 、 オ ー

ス ト ラ リ ア 、 ス ウ ェ ー デ ン 、ノル ウ ェ ー 、 ス イ ス ） に お け る既存研究の結果に注⽬し 、 これ
らの 諸 国 で は 、 国 ⺠ 所 得 に占める遺産 額 の 割 合 は 、 6 ％ （ オ ー ス ト ラ リ ア ） 〜 1 5 ％ （フラ ン
ス ） で あ る こ と を紹介 し て い る 。  

61  国 内 居 住 者 で 、純資 産 5 , 0 0 0 万 N Z ド ル 以 上 、もし く は社会に 対 し て影響⼒の ⼤ き い ⼤企
業への権利 を 有 す る純資 産 2 , 0 0 0 万 N Z ド ル 以 上 の 3 1 1 家族で あ る （ Po l i c y  a n d  R e g u l a t o r y  
S t e w a r d s h i p  ( 2 0 2 3 ) , p p . 2 1 -2 2 ）。  
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・ 66 世帯（調査対象世帯の約 20％） が 相 続 も し く は 贈 与 を受け た こ と が あ

る 。  

・総額は 411 百万 NZ ド ル で 、 そ の約 75％は 2010 年 以 降 に受け て い る 。  

・過去 50 年 間 の平均値は 620 万 NZ ド ル 、 中 央値は 130 万 NZ ド ル 。  

・経 済 所 得 の推計期間 中（ 2015 年 4 ⽉ 1 ⽇〜 2021 年 3 ⽉ 31 ⽇）の平均値は

670 万 NZ ド ル 、 経 済 所 得 に占め る割合は 4.2％で あ る 。  

（ d） Stats  NZ(2025a)  

 2024 年 に お け る世帯の 相 続・贈 与 の 状 況 を ⾒ る と（表 20）、全世帯（ 1.986 世

帯）の う ち約 3 分 の 1（ 642 世帯）が 相 続 を受け て い る 。ま た 、全世帯の約 5 分

の 1（ 372 世帯） が過去 10 年 間 に 贈 与 を受け て い る 。 相 続 を受け た こ と が あ る

世帯の 純 資 産額の 中 央値は 984（ 1,000NZ ド ル ） で 、 こ の値は すべて の世帯の

純 資 産額の 中 央値 529（ 1,000NZ ド ル：表 7 参照） を ⼤ き く 上回って い る 。  

 

表 20 相 続 額 ・ 贈 与 額 を 受 け た こ と の あ る 世 帯 の 純 資 産 額 （ 2024 年 ）  

 中央値  
（ 1 , 0 0 0 N Z  

ド ル ）  

平 均値  
（ 1 , 0 0 0 N Z  

ド ル ）  

総 計  
（ 1 , 0 0 0 N Z  

ド ル ）  

世帯数  
（ 1 , 0 0 0 ）  

相続  9 8 4  1 . 5 7 9  1 , 0 1 3 , 4 9 9 , 5 5 4  6 4 2  
贈与  

（過去 1 0 年
間）  

5 2 8  1 , 0 0 3  3 7 2 , 8 4 9 , 8 4 5  3 7 2  

相続お よ び贈与  8 1 7  1 . 3 7 4  1 , 2 2 2 , 6 9 8 , 6 9 3  1 , 9 8 6  

（出所 ） S t a t s  N Z ( 2 0 2 5 a ) .  

 

 ③資 産移転の 分 配効果  

 資 産移転の 富 の不平等に 対 す る影響に は 、短期的効果と⻑期的効果が あ る 。

短期的効果は 、 資 産移転を受け た 時 点 で の効果で あ る 。⻑期的効果は 、 資 産移

転額（短期的効果） お よ び 資 産移転に 対 す る 家 計 の反応に依存 す る 。 資 産移転

を受け た 家 計 は 、財・ サ ービス を購⼊（ direct  consumpt ion）す る か 、も し く は

労働を抑制（ indirect  consumpt ion）す る こ と に よ り 、資 産移転分 を消費す る か

も し れ な い 。 あ る い は 、 資 産移転分 を投資 に回し て収益を稼ぎ、 富 を増やす こ

と も 考 え ら れ る 。  
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いずれ の効果に お い て も 、絶対 的不平等と 相 対 的不平等に 関 す る検討が必要

で あ る 。絶対 的不平等は 、 資 産移転の絶対額に 注 ⽬ す る 。 富 裕層への 資 産移転

額が貧困層と ⽐ 較 し て ⼤ き い な らば、不平等は 拡 ⼤ す る 。 こ れ に 対 し て 、 相 対

的不平等は 資 産保有額に 対 す る 資 産移転額の割合に着⽬ す る 。 そ の割合が 、 富

裕層（貧困層）ほど⼩ さ い （ ⼤ き い ） な らば、不平等は縮⼩ す る 。  

資 産移転の 分 配効果に 関 す る ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の実証研究は管⾒ の 限 り ⾒ 当

た ら な い が 、他 国 で の既存研究に よ る と 6 2 、資 産移転額は 富 裕層ほど⼤ き く 、資

産移転は絶対 的不平等を 拡 ⼤ す る 。 他 ⽅ 、 相 対 的不平等に 関 し て は 、 資 産保有

額に占め る 資 産移転額の割合は貧困層ほど⼤ き く 、 資 産移転は 相 対 的不平等を

縮⼩ す る と さ れ る 。 ただし 、 相 対 的不平等に 関 し て は 、 相 続 ・ 贈 与 を 所 得 の増

加 とみな し て 所 得額に 対 す る割合で ⾒ る と 、 資 産移転に よ り 所 得 分 配 の不平等

度はほとんど変化し な い と の研究も あ る 。 ま た 、⻑期的 に は 、貧困層が 資 産移

転分 を消費し た り 、 富 裕層が 資 産移転分 を投資 す る こ と に よ り 、 相 対 的不平等

縮⼩効果は低下す る と の指摘が あ る 。  

資 産移転の 富 の不平等（ 相 対 的不平等） に 対 す る効果の と ら え ⽅ に よ り 、 資

産移転課 税 （ 相 続 ・ 贈 与 税 ） の評価 が 異 な る 。 資 産移転が 相 対 的不平等縮⼩効

果を有す る な らば、 資 産移転課 税 は そ の効果を 相殺す る が 、 税収が 再 分 配 ⽬ 的

で利⽤さ れ る な らば、全体 的 に は 富 の不平等を低下させる と の研究が あ る 6 3 。⼀

⽅ 、 資 産移転に よ る 所 得 分 配への影響が ⼩ さ い な らば、 資 産移転課 税 に よ る 富

の不平等縮⼩効果はほとんどな い と の指摘も あ る 6 4 。  

 

（ 2） OECD(2021)  

 OECD(2021)は 、 以下の よ う な理由か ら 、今後、 資 産移転課 税 の役割が重要

に な る と指摘す る 6 5 。  

 
6 2  以 下 は 、 O E C D ( 2 0 2 1 ) , p p . 4 3 -4 4 、 T h e  P r o d u c t i v i t y  C omm i s s i o n ( 2 0 2 1 ) , C h a p . 2 、 I n l a n d  

R e v e n u e ( 2 0 2 5 a ) 参 照 。  
6 3  E l i n d e r,  E r ixo n  a n d  Wa l d e r s t r om ( 2 0 1 8 ) , p . 2 9 .  
6 4  B l a c k ,  e t  a l . ( 2 0 2 2 ) , p . 1 9 .  
6 5  O E C D ( 2 0 2 1 ) ,  p . 9 .  
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・ ⼀ 部 の 国 で は こ こ数⼗年 、 資 産 格 差 は 拡 ⼤ し て お り 、 相 続 ・ 贈 与 の 分布は

世帯間 で不均等で あ る 。  

・ 資 産 価 格 の 上 昇傾向 が継続 す る な らば、 資 産移転の額が増⼤ す る 。 ま た 、

ベビーブー マ ー世代の⾼齢化に伴い 、 そ の数も増加 す る と予測さ れ る 。  

・⻑寿化に伴い 、⾼齢化世代に お け る 富 の集中 が 進むと予想さ れ る 。  

し か し な が ら 、世代を超え る 富 の蓄積を抑制 す る た め に 相 続 ・ 贈 与 税 は万能

薬で は な く 、 個 ⼈ に 対 す る 資 本 所 得 課 税 の ⾒ 直 し と組み合わせる こ と が重要で

あ る と す る 6 6 。  

 

４ .   富 裕 税   

 富 裕 税 の 議 論 を 、 相 続 ・ 贈 与 税 廃 ⽌前と 廃 ⽌後と に 分 け て ⾒ よ う 。前者 は

Ross ,et  al .(1967)お よ び Sandford(1987)を 、後者 は McLeod  (2001a ;2001b)、

E l l iffe(2020)、Rashbrooke(2020)、Sutton(2023)、The  Treasury(2023c)、Inland  

revenue(2025b)、 Forward(2026)を 取 り 上げる 。  

 

（ 1） 相 続 ・ 贈 与 税 廃 ⽌前   

①Ross ,  et  al .(1967)  

1967 年 の 租 税検討委員会報告書で は 6 7 ,  富 裕 税 は , 所 得 税 の補完（ 所 得 税 で

は全く捕捉さ れ な い か , 捕捉さ れ て も⼗分 で な い⽀払い能⼒の捕捉）, 富 の集中

排除 ,  リ スクテイ キ ング促進 に よ る 資源の有効利⽤の実現 （ 資源の不⽣産 的利

⽤の抑制 ）, 所 得 税 の 租 税回避抑制 , 税務⾏政 の効率性促進（ 所 得 税 の 課 税 デ ー

タ と のクロス ・チェックに よ る 租 税回避抑制効果） の機能を有す る と し な が ら

も , ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で の 導 ⼊ に否定 的 で あ る 。  

 そ の理由と し て挙げら れ て い る の は , 第⼀ に , 以 上 の よ う な 富 裕 税 の機能は 他

の 税 に よって す で に実現 さ れ て い る し , ま た実現可能だと 考 え ら れ る こ と で あ

る 。す な わ ち , 相 続 税 は 富 の集中排除機能を有し て お り , さ ら に , リ スクテイ キ

 
6 6  O E C D ( 2 0 2 1 ) , p . 5 2 お よ び p . 1 3 8 参 照 。  
6 7  以下は 、 R o s s ,  e t  a l .  ( 1 9 6 7 ) ,  p p . 3 8 2 -3 8 5 参 照 。  
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ング促進 に よ る 資源の有効利⽤の実現 , 所 得 税 の 租 税回避の抑制 などは 所 得 税

率引き下げに よ り実現可能で あ る 。第⼆に , 富 裕 税 の実施に必要な 税務⾏政費

⽤が⾼い こ と で あ る 。こ の こ と は , 資 産隠蔽の困難な不動 産 の 所有者 と , 隠蔽が

⽐ 較 的容易な預⾦・株式・宝⽯等の 所有者 と の 間 で の 課 税 の公平性確保が容易

で な い こ と に よ る 。第三に , 富 裕 税 に は流動 性 の問題が伴い , 資 産 の売却を強い

ら れ る可能性 が 存 在 す る こ と で あ る 。第四に , 資 産 に よって は評価 が困難な こ と

で あ る 。⾮上場株式や売却事例 の少な い 資 産 などが そ の 例 で あ る 。  

 ② Sandford(1987)  

サ ン ドフォー ド は 、 も し ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お い て 富 裕 税 を 導 ⼊ す る と し た

ら 、 所 得 税 を補完し て⽔平的公平の実現 を ⽬ 的 と し た ⽐ 例 税率の 富 裕 税 が望ま

し い と す る 。 さ ら に 、⾦融⾃由化等の影響に よ り 資 産 格 差 が 拡 ⼤ す る と予想さ

れ る が 、 そ れ に 対 し て は 、累進 税率の 富 裕 税 を 導 ⼊ す る よ り も 、相 続 税 と 贈 与

税 を完全統合し た遺産 取 得型の継承税 （Accession  tax） を実現 す る こ と の ⽅ が

現実的選択で あ る と し て い る 6 8 。  

 

（ 2） 相 続 ・ 贈 与 税 廃 ⽌後  

①McLeod  (2001a ;2001b)   

 2001 年 の 税 制検討報告書は 富 裕 税 に否定 的 で あ る 6 9 。 富 裕 税 は , 貯蓄に 対 す

る 課 税後収益率を低下させる 点 で 所 得 税 と 同 じ で あ る 。 同 じ 資 産 に 所 得 税 と 富

裕 税 が 課 さ れ る と 、実効税率は 上 昇 す る 。通常 、 資 産 間 で実効税率は 異 な る か

ら 、 資 産選択の 中⽴性 を阻害す る 。 所 得 税 がカバー し き れ て い な い 部 分 を埋め

る⼿段と し て 、 富 裕 税 を検討す る 価値は あ る が 、 課 税後の 所 得 を貯蓄し て増え

た 資 産 に 課 税 す る と⼆重課 税 と な る 。 以 上 の理由に よ り 、 富 裕 税 の 課 税 は望ま

し く な い と し て い る 。  

  

 

 
6 8  S a n d f o r d ( 1 9 8 7 ) , p . 5 1 .  
6 9  M c L e o d  ( 2 0 0 1 a ) ,  p p . 4 3 -4 4 お よ び M c L e o d  ( 2 0 0 1 b ) ,  p . 3 2 参 照 。  
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②Tax  Working  Group(2018b ;2019a)  

 ア ーダー ン 政権下で発⾜し た 税 制検討委員会（Tax  Working  Group）は 、富 裕

税 の 導 ⼊ に は否定 的 で あ る 7 0 。そ の理由と し て挙げら れ る の は 、第⼀ に 、⾮課 税

措置、 資 産評価 の簡素化に よ り 、貯蓄お よ び投資 の 意思決定 に ⼲渉す る こ と で

あ る 。  

 第⼆に 、⾮課 税 資 産への貯蓄や海外への移住 に よ る 租 税回避の可能性 が⾼い 。  

 第三に 、特定 の 資 産 は評価 が困難で あった り 、 ま た 、 税収と ⽐ 較 し て 税務⾏

政費⽤が⾼い こ と か ら 、運⽤が難し い 。  

 第四に 、 所 得 税 に追加 し て 課 税 さ れ る の で 、 所 得 税 の も た ら す歪みを軽減す

るどころか追加 的 な歪みを発⽣させる 。  

 第五に 、 資 本 所 得 課 税 （特に キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 ） に問題点 が あ る こ と

は認め る も の の 、富 裕 税 の 導 ⼊ に よ り 制度が複雑に な り 、税 制 の整合性（ integr i ty）

を低下させる可能性 が⾼い 。  

 ③Tax  Working  Group(2018e)  

 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 資 本 所 得 税 制 を概観 し 、 そ の代替税 に つ い て検討し て い

る 。 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 資 本 所 得 税 制 の特徴と し て は 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課

税 が 限 定 的 な こ と 7 1 、退職貯蓄への優遇措置が な い こ と 7 2を挙げる 。  

 資 本 所 得 税 と 富 裕 税 の 関係に つ い て も検討し 、 以下の事柄を指摘し て い る 。  

 ・ 資 本 所 得 税 お よ び 富 裕 税 は 、 資 本蓄積率を低下させる こ と に よ り 、 資 産 格

差 を縮⼩ させる効果を有す る 。 資 本 所 得 税 は 、 資 本 所 得 の蓄積を低下させる こ

と に よ り 、 間接的 に 資 産 格 差 を縮⼩ す る 。 こ れ に 対 し て 富 裕 税 は 、 資 産 が 所 得

 
7 0  Tax  Wo r k i n g  G r o u p ( 2 0 1 9 a ) , p . 1 6 .  
7 1  詳細は 、 篠 原 （ 2 0 2 5 ） 参 照 。 利⼦所 得 お よ び配当所 得 は 、 居 住者源泉課 税 （ R e s i d e n t  

w i t h h o l d i n g  t ax） の 対象と な る （ I n l a n d  r e v e n u e ,  I n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s :  
h t t p s : / / w w w. i r d . g o v t . n z / i n c ome - t ax/ i n c ome - t ax - f o r -b u s i n e s s e s -a n d -o r g a n i s a t i o n s / t y p e s -o f -
b u s i n e s s - i n c ome / i n t e r e s t -a n d -d i v i d e n d s  最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 5 / 0 4 ）。 利⼦所 得 の源泉税率は 、
総 所 得 額 に応じて５段階（  1 0 . 5%、 1 7 . 5%、 3 0%、 3 3%、 3 9%） で あ る 。 配 当 所 得 に 適 用 さ

れ る 税 率 は 3 3％ で 、 所 得 税 と 法 人 税 の⼆重課 税 を調整す るために 、完全イ ン ピ ュテーション
⽅ 式 が適⽤される （ 篠 原 （ 2 0 1 2 b ） 参 照 ）。  

7 2  退職貯蓄に 対 す る 税制は 、他の O E C D 諸 国 で は E E T （拠出時⾮ 課 税 、運⽤時⾮ 課 税 、引出
時課 税 ） が⼀般的で あ る の に 対 し て 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で は 、 T T E （拠出時課 税 、運⽤時課
税 、引出時⾮ 課 税 ） と なって い る 。 こ の こ と が 、 ⺠間貯蓄率が低い⼀因で あ る可能性が あ
る 。  
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を⽣ま な く て も 課 税 さ れ る か ら 、 資 産 格 差への効果は 直接的 で あ る 。 し か し な

が ら 、 現実の 富 裕 税 で は 多 く の 資 産 が⾮課 税 と さ れ る 。 し た がって 、 同 ⼀ の 税

収を前提と す る と 、 資 本蓄積（ 資 産 格 差縮⼩ ） に 対 す る効果は 資 本 所 得 税 の ⽅

が ⼤ き い と 考 え ら れ る 。  

 ・ 富 裕 税 は 、 資 本 所 得 税 の補完税 で あ る 。  

 ・富 裕 税 を将来の 資 本 所 得 税 のミニ マムタックス と し て と ら え る 議 論 7 3 に 関 し

て は 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 の凍結効果を抑制 す る反⾯、 同族会社の事業⽤資

産 に適⽤す る こ と は困難で あ る こ と（ 資 本 と労働の切り 分 け が困難）、リ スクテ

イ キ ングを抑制 す る こ と（事業に失敗し て も 税負担が発⽣す る ）、新興企業（事

業が成功す る ま で 時 間 が か か る ） を成熟企業と ⽐ 較 し て不利に す る こ と 、景気

の影響を受けやす い 産業は収益が安定 し て い る 産業と ⽐ 較 し て収益に 対 す る 税

負担額が 相 対 的 に⾼く な る傾向 が あ る こ と 、 などの問題が あ る と す る 7 4 。  

 ④Rashbrooke(2020)  

 富 裕層に 対 す る 課 税 制度と し て 、 富 裕 税 の 導 ⼊ を⽀持す る 。 富 裕 税 は 、 ニ ュ

ー ジ ー ラ ン ド の 税 制 にバラ ン ス と公平性 を 取 り戻す た め の最善策で あ る と主張

す る 7 5 。  

 まず、 富 裕 税 の⻑所 と し て 、 以下の 点 が指摘さ れ る 。  

 （ a） 富 裕層か ら公正 な 税負担を確保で き 、公平性 が 向 上 す る 。  

 （ b）現 在 、課 税 対象外と なって い る 富 裕層を 課 税 シ ステムに組みこ と に よ り 、

不平等が抑制 さ れ る 。  

 （ c） 課 税 に よ り 、 富 の 再 分 配 が⾏わ れ る 。  

 （ d）不平等が抑制 さ れ る こ と に よ り 、経 済 的不平等が⽣む健康問題や社会問

題が軽減さ れ る 。  

 （ e） マ オ リ族の⽣活⽔準向 上 の た め の追加 的 資⾦が提供さ れ る 。  

 
7 3  富裕税 を富裕層が 最低限⽀払うべき 税 額 （ミニマムタックス ） と し て 機能させ、その⽀払
った分 を将来の 資 本 所 得 税から控除 す る仕組み で あ る （ O E C D ( 2 0 1 8 ) , p . 5 6 ）。  

7 4  Ta x  Wo r k in g  G r o u p (2 0 1 8 e ) ,p p .1 9 - 2 1 .  
7 5  R a s h b r o o k e ( 2 0 2 0 ) , p . 1 0 .  
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（ f）富 裕 税 は 、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 税 制改⾰の基本理念で あ る BBLR アプロ

ーチ（Broad  Based  Low  Rate  approach：課 税 ベ ー ス を広く し て 税率を低く設定 ）

に適う 。 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 税 制 に は 、BBLR の 観 点 か ら の 資 産 に 対 す る 税 制

が 存 在せず、 富 裕 税 は こ の空⽩を埋め る 。  

（ g）特定 の 資 産 に 対 す る 課 税 で は な い た め 、資 産選択に 対 し て 中⽴的 で あ る 。  

（ h） 制度の説明が容易で わ か りやす い 。  

（ i）低い 税率で 多 く の 税収が確保可能で あ る 。  

（ j）納税申告書の提出義務は 、実質的 に 資 産台帳を創設す る こ と に な り 、資

産 所有状 況や富 の不平等に 関 す る 国 ⺠ の認識を⾼め る こ と に な る 。  

（ k）富 裕 税 は ⼀ 定規模以 上 の 資 産保有者 を 課 税 対象と す る た め 、政 治 的 に実

現可能性 を期待で き る 。  

次 に 、 資 産 に 対 す る 課 税 ⽅法と し て 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 （ CGT：Cap i ta l  

Gains  Tax）、包括 的 資 本 所 得 税（ CCIT：Comprehensive  Cap i ta l  Income  Tax）、

無 リ スク収益法（RFRM：Risk-Free  Return  Method） 7 6、 ⼟ 地 税 （ Land  Tax）、

⽣涯贈 与 税 （ L i fet ime  g i f ts  tax） 7 7 と ⽐ 較 し 、表 21 で⽰さ れ る よ う に 、 富 裕 税

の ⽅ が優れ て い る と す る 。 さ ら に 、 富 裕 税 に 対 し て指摘さ れ る い く つ か の問題

点 に 対 し て 、 コ メ ン ト し て い る （表 22）。  

 

表 21 富 裕 税 と 他 の 資 産 に 対 す る 課 税 ⽅ 法 と の ⽐ 較  

 課 税 ⽅法  富裕税 と の ⽐較  
キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン

税  
( CGT )  

資 産 の売却益に 課 税  富裕税 は未実 現 キ ャ ピ タ ル・ゲ イ
ン に 課 税可能  

包括的資 本 所 得 税  
（ C C I T ）  

資 産から得られる収⼊が⻑期 国債
への投資 で 得られるもの と同等 で
あ る と仮定し 、その想定収益に ⽐
例 税率を適⽤ す る ⽅法  

・全て の 資 産 を 対象と す るため、 
政治的に 実 現困難  

・富裕税 の ⽅ が 、説明が容易  

無リ スク収益法  
（ RFRM）  

C C I T と 同 様 の 論 理 を 適 ⽤ す る
が 、政治的実 現可能性を⾼めるた
めに 、不 動 産投機抑制を⽬的と し
て 、対象を⼀定額 以 上 の 不 動 産 に
限定す る ⽅法  

・ C C I T と同様、想定収益に 課 税  
す るため説明が困難  

・富裕税 よりも課 税ベー ス が狭  
く 、 税収が 期待で き な い 。  

 
7 6  RFRM は 、 2 0 0 1 年 の M c L e o d  R e v i e w で 最初に提唱された資 本 所 得 に 対 す る 課 税 ⽅法で あ

る 。 内容の詳細は 、 篠 原 （ 2 0 2 5 ） 参 照 。  
7 7  資 産移転税 （ a s s e t  t r a n s f e r  t ax）、 資 本取得 税 （ c a p i t a l  a c q u i s i t i o n  t ax） とも呼ばれる 。  



 58 

⼟地 税  ⼟地 の 総 価値に 対 す る 課 税  ・ 課 税ベー ス が狭い  
・⼟地への投資 を 差別す る こ と は  
望ま し く な いか、あ る い は あ ま  
り効果的で は な い（ 不 動 産 価 格  
上昇の 原因は 、税制だけ で は な  
い ） 。  

・⼟地 税 は 、主要資 産 の中で 最  
も均 等 に保有されて い るもの  
に 課 税 し 、 最も不 均 等 に保有  
されて い るもの （ e . g .富裕層  
が保有 す る会社、 株 式 ） を 除  
外 す る 。  

・マオ リ の⼟地 は ⾮ 課 税 と すべ  
き で あ る が 、それに 対 し て政  
治的反発が予想される 。  

⽣涯贈与税  相続税 と贈与税 を 統 合（ 個 ⼈ は⽣
涯にわたり贈与や相続を⼀定額 ま
で ⾮ 課 税 で受け取れる が 、それを
超え る 額 に は 課 税 ）  

・デ ー タ の制約に より、税収予測
が困難  

・政治的に 不 ⼈気の可能性あり  

（出所 ） R a s h b r o o k e ( 2 0 2 0 ) , p p . 5 -7 より作成。  

 

表 22 富 裕 税 の 問 題 点 お よ び そ れ に 対 す る コ メ ン ト  

問題点  内容  コメン ト  
居 住 地変更  富裕税 に抗議 し て 、富裕層が 海

外 に移住 す る  
・効果は 実証されて い な い  
・ 税制以 外 の要因も重要  

資 産 分 割  所 有権の名義を世帯員の間で 分
割 す る  

・パー トナー お よ び未成年 の⼦  
ども（ 1 8 歳未満） は世帯員と  
し て数えられ、世帯の 課 税 最  
低限の基準 の適⽤ 対象と な る  

・親は 、⼦供たち が全部使い果  
たす こ と を恐れて 、 1 8 歳以 上  
の⼦供に多額 の 資 産 を移す可  
能性は低い  

租税回避  ・ 申 告 し な い  
・信託を設定す る  
・名義上 の 所 有権を 海 外 （ e . g .  

タックスヘイブン ） に移す  

さまざま な租税回避への 対策が
可能（ 内 国歳⼊庁の職員を増
員、信託対策、 銀 ⾏ 等 の第三者
に よ る 報 告 、各国間で の ⾃ 動 情
報交換協定の強化）  

資 産 評 価  課 税 のために は 、 資 産 の 毎 年 の
評 価 が必要。納税協⼒費⽤ が増
加  

困難な の は ⾮ 上 場企業の 評 価
（ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の家族経営
企業の多く が 含 まれる ）  

マオ リ の⼟地 の扱い  ⼤規模なマオ リ の⼟地 は 課 税 対
象と な る可能性が あ る  

植⺠ 地化と⼟地収奪に よって引
き起こされた不正義にさらな る
不正義が加わらな い よう、慎重
に検討す る必要が あ る 。  

⼆重課 税  ・ 資 産 は 所 得 が貯蓄されて 形  
成。 所 得 に は 所 得 税 が 課 税 、  
資 産 に富裕税 で 2 重課 税  

・⼀部の ⼈々は 、 ⾃⾝の富から  
⽣み出された所 得 と 、富その  
もの の両⽅ に 対 し て 課 税され  
る  

・多く の 資 産 は 、 キ ャ ピ タ ル ・  
ゲ イ ンや相続に より形成。 こ  
れらに 対 し て は 、 課 税 は 不⼗  
分かもし く は ⾮ 課 税 。  

・富は 所 得 を超え る便益を発⽣  
させるから、それに 対 す る 課  
税 は正当化される 。  
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流動性  資 産 は保有 す る が 、納税 のため
の 所 得 が な い  

売却時ま で延納を認める  

努⼒に 対 す る効果  起業意欲を阻害す る  ・特定の業種に 対 す る免税措置  
は望ま し く な い  

・ 税収の使途を考慮すべき
（ e . g .起業家精神は 税⾦に より  

まかなわれる政府の研究に依  
存）  

貯蓄に 対 す る効果  貯蓄意欲を阻害、企業投資 を抑
制  

・ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お い て  
は 、⽣活費が⾼いため、低中  
所 得層が貯蓄で き な い こ と が  
問題。  

・ 税収を⽣活費削減（ e . g . 公共  
住 宅建設、無料の保育・学校  
教育） に 利 ⽤ す る こ と が可能  

（出所 ） R a s h b r o o k e ( 2 0 2 0 ) , p p . 7 -1 0 より作成。  

  

⑤ E l l iffe(2020)  

 コロナ後、不況 対策の た め財政⾚字が 拡 ⼤ し て い る 。 そ の た め の財源と し て

富 裕 税 の妥当 性 を検討し て い る 。  

 富 裕 税 は 、 富 の集中 を排除し 、 税収を 再 分 配 の た め に利⽤で き る と い う⻑所

を有す る 。 し か し な が ら 、 以下の よ う な理由で 、 富 裕 税 に は反対 し て い る 。  

 （ a） 資 産 の評価替え 、 租 税回避の問題を抱え て お り 、 税収が期待で き な い 。 

 （ b）資 産 は 、所 得 ・消費と ⽐ 較 し て 課 税 ベ ー ス が狭く 、⼀ 部 の納税 者 に負担

が集中 す る 。 そ れ に よ り 、負担最⼩化（ 租 税回避） の誘因が強く働く 。  

 （ c）超富 裕層は海外に も 住 宅 を有す る か ら 、富 裕 税 の実施さ れ て い な い 他 国

への居住 地移転（ residence  fr ight） は困難で な い と 考 え ら れ る 。 こ れ に よ り彼

ら が ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 以外の 国 に 所有す る 資 産への 課 税 が困難と な る 。  

 （ d）⾮居住 者 が ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に 所有す る 資 産 を 課 税 対象と す る と 、対内

直接投資 の減少に つ な が る 。 も し 、⾮居住 者 の 本 国 で 税額控除さ れ な い と 、⼆

重課 税 が発⽣す る 。  

 （ e）納税協⼒費⽤お よ び 税務⾏政費⽤が増加 す る 。富 裕 税 で は 、毎年 、資 産

評価 が必要な こ と に 加 え て 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の特性 と し て 、 家族信託を通し

た 資 産保有が ⼀般的 な こ と が あ る 。 家族が 国内のみな らず海外に散らばって い

る場合、 資 産 の帰属を特定 す る こ と が困難と な る可能性 が あ る 。  
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 （ f）富 裕 税 は未実現 ゲ イ ン に 課 税 さ れ る た め 、納税 の た め の流動 性問題が⽣

ずる 。  

 ⑥ Sutton(2023)  

 資 産 格 差 お よ び 所 得 格 差 の 状 況 、 お よ び 富 裕 税 の必要性 に つ い て検討し て い

る 。  

 資 産 格 差 の 状 況 を ⾒ る と 、2015〜 2021 年 の 間 、純 資 産 の 分布はほぼ安定 的 で

あ る 。上位 10％の 所有す る世帯純 資 産 の割合は 、2015 年 は 52.8％、2021 年 は

51.5％で あ る 。ま た 、上位 50％の割合は 、2015 年 93.1％、2021 年 93.3％と な

って い る （表６）。  

所 得 格 差 に つ い て は 、可処分 所 得 （ 課 税後、給付後） の ジ ニ係数は 、 住 宅費

⽤を 考慮し な い場合、 1980 年代半ばか ら 1990 年代半ばに か け て 上 昇 し た が 、

そ れ 以 降 は安定 的 で あ る 7 8。  

し か し な が ら 、特に 2010 年代の 家賃上 昇 に よ り低所 得 者 の 住 宅費⽤が増加

し 、不平等が 拡 ⼤ し て い る 7 9 。 ま た 、 2020 年 3 ⽉以 降 、 住 宅 価 格 が 上 昇 し 、持

家 所有者 と賃貸居住 者 の 格 差 が 拡 ⼤ す る と と も に 、低所 得 者 に とって 住 宅 の新

規取 得 が困難に なって い る 。 す な わ ち 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド社会に お け る 格 差へ

の懸念は 、 そ の⽔準で は な く 、 住 宅 価 格 お よ び 家賃上 昇 に よ る貧困に あ る と す

る 8 0。  

家賃負担の 上 昇 に よ る貧困に 対 し て は移転給付で の 対応が可能で あ る ⼀ ⽅ 、

持家 所有者 と賃貸居住 者 の 格 差 に 関 し て は 、⻑期的 か つ 構 造 的 な 対応が必要で

あ る と す る 。包括 的 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 と世代を超え た 資 本蓄積を抑制 す

る 相 続 税 の組み合わせの ⽅ が 、 富 裕 税 よ り も納税 者 の負担が少な く か つ効率的

（歪みが少な い ） で望ま し い と主張し て い る 8 1 。  

 ⑦The  Treasury(2023c)  

 
78  住 宅費⽤ を考慮す る 場 合 と考慮し な い 場 合 に お け る ジ ニ係数の変化に つ い て は 、 篠 原

（ 2 0 2 5 ） 参 照 。  
79  i b i d .  
80  S u t t o n ( 2 0 2 3 ) , p p . 9 -1 0 .  
81  i b i d , p . 1 6 .  
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 富 裕 税 の 経 済効果を検討し 、 富 裕 税 よ り も キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 （包括 的 キ

ャ ピ タ ル・ゲ イ ン 課 税 ）の ⽅ が望ま し い と提⾔し て い る 。ただし 、キ ャ ピ タ ル・

ゲ イ ン 税 を実現 で き な い場合、 富 裕 税 に よ る累進 性 の実現 が 同 税 の 経 済 コ ス ト

に ⾒合う も の と な る か は判断が困難で あ る と す る 8 2。キ ャ ピ タ ル・ゲ イ ン 税 の ⽅

が望ま し い と す る根拠は 以下の と お り で あ る 8 3 。  

 （ a）キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 は 諸外国 で も実施さ れ て お り 、同 税 を め ぐ る 多 く

の 課題は 、特定 さ れ検討さ れ て き た 。  

 （ b） ア ーダー ン 政権下の 税 制検討委員会（Tax  Working  Group） で 、 ニ ュ ー

ジ ー ラ ン ド に キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 を 導 ⼊ す る場合の 課題に つ い て詳細に検討

さ れ た 8 4。  

  （ c）諸外国 の 経 験 か ら 、キ ャ ピ タ ル・ゲ イ ン 税 導 ⼊ は安定 し た 税 制改⾰で あ

る こ と が実証さ れ て い る 。  

 （ d）海外の 状 況 を眺め る と 、 1990 年代以 降 、 富 裕 税 は 廃 ⽌ さ れ る傾向 に あ

る 8 5。富 裕 税 を 廃 ⽌ し た 国 に は すべて キ ャ ピ タ ル・ゲ イ ン 税 が 存 在 し 、ま た すべ

て で は な い が 相 続 税 も 課 税 さ れ て い る 8 6。  

 （ e）キ ャ ピ タ ル・ゲ イ ン 税 は 、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 所 得 税 制 の完全性（ integr i ty）

8 7 を改善す る 。  

 （ f）キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 に よ り完全性 が改善さ れ る と 、所 得 税 の最⾼税率

の柔軟な引き 上げが可能に な り 、 税 制 の累進 性 が 向 上 す る 。  

 （ g） 富 裕 税 は 、 税 制 上優遇さ れ る 資 産への投資 （ e .g .個 ⼈⽤耐久消費財、⾮

上場株式） を促進 し 、投資 の効率的 配 分 を阻害す る 。 他 ⽅ 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ

 
82  T h e  Tr e a s u r y (2 0 2 3 c ) ,p .3 0 .  
83  i b id ,p .2 9 参 照 。  
8 4  Tax  Wo r k i n g  G r o u p ( 2 0 1 8 b ;2 0 1 9 a ;2 0 1 9 b ) 、 また篠 原 （ 2 0 2 5 ）も参 照 。  
8 5  富裕税 を導⼊し て い る O E C D 諸 国 は 、 1 9 9 0 年代に は 1 2 ヶ国 （ オ ー ス ト リ ア 、 デ ンマー
ク、 ド イツ、フラ ン ス 、 オ ラ ンダ、 ス イ ス 、フィン ラ ン ド 、 ア イ ス ラ ン ド 、 ルクセンブル
ク、 ス ウ ェ ー デ ン 、ノル ウ ェ ー 、 ス ペ イ ン ） で あったが 、 2 0 2 5 年 現 在 は 3 ヶ国 （ノル ウ ェ
ー 、 ス ペ イ ン 、 ス イ ス ） で あ る 。 以 上 、 O E C D ( 2 0 1 8 ) , C h a p . 1 お よ び G l o b a l  C i t i z e n  
S o l u t i o n s ( 2 0 2 5 ) 参 照 。  

8 6  ス ウ ェ ー デ ン に は相続税 が な い （ 2 0 0 4 年 1 2 ⽉廃⽌）。  
8 7  完全性と は 、租税回避や租税裁定（ t ax  a r b i t r a g e ） の 機会を 最⼩化し 、政府に持続的な歳
⼊基盤を提供す る こ と で あ る （ V i c t o r i a  Un i v e r s i t y  o f  We l l i n g t o n  Tax  Wo r k i n g  G r o u p .  
( 2 0 1 0 ) ,  p . 1 5 ）。  
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ン 税 は 、 現 在 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン が⾮課 税 と さ れ て い る こ と に よ り発⽣す る投

資 の歪み 8 8 を改善す る 。  

 （ h）富 裕 税 は 、税収に 対 す る納税協⼒費⽤の割合が キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 よ

り も ⼤ き い と 考 え ら れ る 。  

 （ i）富 裕 税 は 、そ の 制度設計如何に よ り 、資 本 所 得 税 と ⽐ 較 し て 富 裕層の海

外への移住 リ スクお よ び 他 の 経 済 コ ス ト を ⼤ き く す る 。  

 ⑧ Inland  Revenue(2025b)  

 富 裕 税 の 性 格 に 関 し て 、 富 裕 税 は 正 常収益に のみ課 税 さ れ る 資 本 所 得 税 で あ

る と す る 。 こ の こ と を ⾒ る た め に 、 資 産額 10,000NZ ド ル 、収益率 10％（ 正 常

収益 4％、経 済レン ト６％）、⼀般所 得 税率 20％と仮定 し よ う（表 23）。こ の 時 、

富 裕 税 の 税額は 80NZ ド ル （ 10,000NZ ド ル×税率 0.8％） で あ る 。 ま た 、 資 産

か ら⽣み出さ れ る収益は 1,000NZ ド ル で 、 ⼀般所 得 税額は 200NZ ド ル （ 正 常

収益 80NZ ド ル 、経 済レン ト 120NZ ド ル ）と な る 。し た がって 、富 裕 税 の 税額

80NZ ド ル は 、 正 常収益に 対 す る ⼀般所 得 税額 80NZ ド ル に等し く な る 。  

 以 上 を 踏 ま え て 、 富 裕 税 よ り も ⼀般所 得 税 の ⽅ が望ま し い と す る 。 そ の具体

的 な理由と し て挙げら れ る の は 、 以下の事柄で あ る 8 9 。  

 （ a） ⼀般所 得 税 は 、 経 済レン ト に も 課 税可能で あ る （表 17）。 富 裕 税 に お い

て ⼀般所 得 税 と 同額の 税収を 得 る に は 、 正 常収益に 対 す る 税率を引き 上げる必

要が あ る 。  

 （ b）垂直 的公平の 観 点 か ら は 、富 裕 税 よ り も ⼀般所 得 税 の ⽅ が望ま し い 。所

有資 産額が 同 じ で も収益率が 異 な る場合、 ⼀般所 得 税 で は収益率の⾼い場合よ

り 多 く の 税 を負担す る が 、富 裕 税 で は 同額で あ る（表 23）。表 23 の ケ ー ス で は 、

⼀般所 得 税 の 税率と し て ⽐ 例 税率を想定 し て い る が 、累進 課 税 の場合、垂直 的

公平に 資 す る こ と に な る 。  

 
8 8  キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 が限定的なため、⾼収益の投資から、収益率が低く ても税制上 の
優遇措置が適⽤される投資 （ e . g .主たる 住 居 の⼟地 、営業権）へ資 本 が流れて い る 。 現 ⾏ の
キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 の 課題の詳細は 、 篠 原 （ 2 0 2 5 ） , 3 6 -3 7 ⾴参 照 。  

8 9  I n l a n d  R e v e n u e ( 2 0 2 5 b ) , p . 1 1 2 .  
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そ の 他 、 富 裕 税 の運営上 の 課題と し て 、 資 産評価 、流動 性 、 税率お よ び 課 税

最低限 の設定 、超富 裕層の海外移住 が あ る と し て い る 9 0。  

 

表 23 富 裕 税 と ⼀ 般 所 得 税  

 富裕税  ⼀般所 得 税  
（収益率 1 0 ％ ）  

⼀般所 得 税  
（収益率 2 0 ％ ）  

資 産 額  1 0 , 0 0 0 N Z ド ル  −  −  
収益額  
 正常収益  
 経済レ ン
ト  

−  1 , 0 0 0 N Z ド ル  
4 0 0 N Z ド ル  
6 0 0 N Z ド ル  

2 , 0 0 0 N Z ド ル  
8 0 0 N Z ド ル  

1 , 2 0 0 N Z ド ル  

税率  0 . 8 ％  2 0 ％  2 0 ％  
税 額  
 正常収益  
 経済レ ン
ト  

8 0 N Z ド ル  
8 0 N Z ド ル  

−  

2 0 0 N Z ド ル  
8 0 N Z ド ル  

1 2 0 N Z ド ル  

4 0 0 N Z ド ル  
1 6 0 N Z ド ル  
2 4 0 N Z ド ル  

（出所 ） I n l a n d  R e v e n u e ( 2 0 2 5 b ) , p . 4 7 より作成。  

 

⑨ Forward(2026)  

 富 裕 税 の必要性 、 経 済効果、望ま し い 制度設計 に つ い て検討し て い る 。  

（ a） 富 裕 税 の必要性  

富 裕 税 の必要性 に 関 し て は 、 まずそ の背景と し て 、 資 産 格 差 の 存 在 お よ び 税

制 の累進 性 の低下を挙げて い る 。  

資 産 格 差 に つ い て は 、 Ching ,  Forward ,  and  Parkyn(2023)を引き合い に出し 、

富 裕層に 富 が集中 し て い る と す る（表 12）。ま た 、コロナ以 降 の 経 済停滞（⽣産

性 の伸び の低下、持続 的 な イ ンフレ） は 、 富 の集中 を⾼め る可能性 が あ る と す

る 9 1 。富 裕層は 資 産 価 格 の 上 昇 を担保と す る借⼊ れ に よ り消費⽔準を維持可能な

の に 対 し て 、低中 所 得層は流動 性 制約に 直⾯し 、⽣活⽔準や資 産 形成の停⽌ を

余儀な く さ れ る と 考 え ら れ る か ら で あ る 。  

税 制 の累進 性低下に 関 し て は 、⻑期的 な傾向 と し て の 所 得 税 の最⾼税率お よ

び法⼈ 税率の引き下げと と も に 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 が 限 定 的 な こ と 、消

費課 税 （GST） に 対 す る依存度が⾼い こ と に 注 ⽬ す る 。  

 
9 0  i b i d , p p . 1 1 2 -1 1 3 .  
9 1  F o r w a r d ( 2 0 2 6 ) ,p .7 .  
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以 上 を 踏 ま え て 、 富 裕 税 を⽀持す る理由は 、 税 制 の累進 性 を回復す る こ と 、

公共投資 の た め に 多 く の 税収を確保す る こ と 、 ⺠主的 な 統 治 と 経 済効率性 を損

な う 経 済 的権⼒の集中 に 対応す る こ と の 3 点 で あ る と し て い る 9 2 。ま た 。既存 の

税 制 と の 関係で は 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 所 得 税 で は キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン に 対 し

て 限 定 的 に し か 課 税 さ れ て い な い こ と 、 課 税 さ れ て も実現 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン

のみが 対象で あ る こ と か ら 、未実現 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン に 課 税可能な 富 裕 税 は

所 得 税 の補完税 と し て 意義が あ る と し て い る 9 3 。  

（ b） 富 裕 税 の 経 済効果    

 まず、富 裕 税 の 経 済効果を 、「形式的 な 租 税回避⾏動」と「実質的 な⽣産⾏動

の変化」と に区分 す る 。前者 は 、銀⾏⼝座・有価証券・債券の移動 （⾼税率国

か ら低税率国への移動 ）、オフシ ョ ア法⼈ の法的 再編（ 所有権の 形態を 、タック

スヘイブン に あ るペーパーカンパニ ー などを挟む形 に変更）、持株会社の登記住

所 の変更（登記上 の 所 在 地 を節税効果の⾼い 国への変更） で あ り 、 税負担は変

化す る が 、⽣産能⼒に は影響を 与 え な い 。 こ れ に 対 し て後者 は 、⽣産施設・研

究施設の移転、事業拡 ⼤ 計画の縮⼩ などに よ り 、⽣産活動 に必要な投資 を減少

させる 。  

 そ の う え で 、富 の集中 、⽣産 的投資 、イノベ ー シ ョ ン、住 宅市場、農業部⾨に

対 す る 課 税 の効果を検討し て い る （表 24）。  

 

表 24 富 裕 税 の 経 済 効 果 に 対 す る コ メ ン ト  

経済効果  内容  コメン ト  
富の集中  富の集中を低下させる  富裕税 の効果は 、静的効果（富

裕層の 資 産保有 を減少させ、 格
差 を是正す る効果） と 動的効果
（富の集中の低下に より資 産 価
格 お よ び富裕層の政治的影響⼒
が低下、 有益なプロジ ェクトヘ
投資ガ誘導される こ と に よ る 格
差是正効果） に 分類で き る 。  

⽣産的投資 に 対 す
る効果  

資 本 ス トックを減少させ、労働
⽣産性お よ び賃⾦の低下に つ な
が る  

・ 不当な レ ン トシー キ ング（富  
裕層がその 資⾦⼒を 利 ⽤ し
て 、 ⾃らに 有 利 な法規制や政

 
9 2  i b i d , p . 2 9 .  
9 3  i b i d , p . 3 .  
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策を政府に 形成させる ⾏ 動 ）
の 資⾦源と ⾒返りの両⽅ を減
らす こ と で 、富の集中がさら
な る 不正を⽣む負の連鎖を断
ち切る 。  

・ レ ン トシー キ ングに 利 ⽤され
る リソー ス が 、⽣産的な ⽤途
に 利 ⽤される 。  

イノベーション に
対 す る効果  

事業収益を減少させ、 イノベー
ション の意欲を阻害す る  

・富の集中と イノベーション の  
間に は あ まり関係が な い （ 課  
税 し ても、 イノベーション は  
阻害されな い ） 。  

・極端な富の集中は 、 レ ン トシ  
ー キ ング活動 を促進し 、結果  
的に イノベーション を妨げる  
可能性が あ る 。  

住 宅  流動性の⾼い 資 産や⾮ 課 税 資 産
へポー トフォリ オ を転換させ、
住 宅 価 格 の下落を招く 。  

住 宅市場への影響は 、異な る 不
動 産 に 対 す る 税 の扱い 、 課 税 最
低限、富裕層への 不 動 産 所 有 の
集中度に依存す る 。  

農業部⾨  ・事業分 割 、売却等 に より、事  
業承継を困難に す る  

・集約化（ ⼤規模化、企業化）  
を加速させ、農村コミュ ニテ
ィの回復⼒、 地域の経済的多
様性を低下させる 。  

・農業⽤ 資 産 の専⾨的管理、⼟  
地 の抱え込み の抑制に より。  
農業部⾨の⽣産性を向上させ  
る可能性が あ る 。  

・⼟地投機 を抑制し 、環境保全  
に役⽴つ 。  

（出所 ） Fo r w a r d ( 2 0 2 6 ) , p p . 1 5 -1 8 より作成。  

 

 （ c） 富 裕 税 の 制度設計  

 富 裕 税 の 制度設計 に 関 し て は 、表 25 で⽰さ れ る と お り 、い く つ か の項⽬ に 関

し て 対応策を提⾔し て い る 。 以下、信託の扱い 、 マ オ リ の ⼟ 地 、 税務⾏政 に 関

し て説明を⾏う 。  

 信託を通し た 租 税回避対策と し て は 、ルック・ス ル ー ル ー ル（透明化ル ー ル ）、

信託に 対 す る 課 税最低限 の引き下げ、受益者 ベ ー ス で の評価 が あ る 。 ルック・

ス ル ー ル ー ル は 、信託の 資 産 が名義上 は受託者 （ trustee） の も の で あって も 、

実質的 に は そ の信託を設定 し た委託者 （ sett lor） の 資 産 と し てカウ ン ト す る ル

ー ル で あ る 。受益者 ベ ー ス で の評価 は 、受益者 個 ⼈ の財産 と し て 計算す る ⽅法

で あ る 。 課 税最低限 の引き下げは 、信託に適⽤さ れ る 課 税最低限 を低く設定 す

る ⽅法で あ る 。  

受益者 ベ ー ス で評価 を⾏う と 、受託者 が 配 分 を決定 す る裁量信託に お い て は 、

誰が い く ら受け 取 る か が事前に確定 し な い た め 、評価 が複雑に な る と い う問題
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を抱え る 。 ま た 、 課 税最低限 の引き下げは 、 こ れ に よ り 富 裕層のみな らず中流

層も 課 税 対象と な る 。  

Forward(2026)は 、委託者 が実質的 に⽀配 し て い る信託と 、独⽴し た受託者 が

管理す る信託と を明確に区別す る「⾼度な ルック・ ス ル ー ル ー ル」に 加 え 、 関

連 す る信託を合算し て評価 す る措置が 、今後は必要に な る と し て い る 。  

 マ オ リ⾃由保有地（Māori  freehold  land）は 、1993 年 マ オ リ ⼟ 地法（Te  Ture  

Whenua  Māori  Act  1993） に よ り 統 治 さ れ る 、 マ オ リ に よ る継続 的 な 所有を維

持す る た め に売却が 制 限 さ れ て い る ⼟ 地 で あ る 。個 ⼈ が 所有す る場合も あ れば、

信託や法⼈ の 形 で共同 所有の場合も あ る 。 富 裕 税 を 導 ⼊ し て も 、通常 の ル ー ル

でほとんどの場合対応可能で あ る と 考 え ら れ る が 、部族（ iwi）や亜部族（ hapū）

の た め に設⽴さ れ た裁量信託（ マ オ リ信託） の場合、特別な ル ー ル が必要に な

る可能性 が あ る 94。  

 課 税最低限 を低く設定 す る と 、 よ り 多 く の納税 者 を捕捉で き る た め 、 税収は

⼤幅に増え る 。 し か し 、納税協⼒費⽤お よ び 税務⾏政費⽤が増⼤ し 、超富 裕層

で は な い 中程度に 裕福な 家 計 を圧迫し 、 政 治 的 な反対勢⼒を 拡 ⼤ させる こ と に

な る 。 他 ⽅ 、 課 税最低限 を⾼く設定 す る と 、 課 税 対象は 富 裕層に集中 す る 。 そ

の結果、事務的 な負担や政 治 的 な反発は減る 。 し か し な が ら 、 税収のポテン シ

ャ ル は 限 定 的 と な り 、 富 の集中 を 是 正 す る効果は低く な る可能性 が⾼い 。  

 税務⾏政 ・ 税務執⾏に 関 し て は 、 以下の よ う に述べて い る 9 5。「富 裕 税 が 税収

お よ び 再 分 配 の 両⾯で効果を発揮で き る かどう か は 、堅牢な 制度設計 と執⾏を

通じ て 、税 の完全性 を維持で き る かどう か に依存 し て い る 。・・・欧州の 富 裕 税

の 経 験 は 、完全性 の⽋如が い か に 富 裕 税 の 政 治 的持続可能性 を損な う か を⽰し

て い る 。 租 税回避に 対 し て 、妥協的 な改⾰（⾮課 税措置、 所 得 に応じ た負担制

限 、特定 の 資 産 に 対 す る優遇措置）が⾏わ れ 、結果と し て 課 税 ベ ー ス が縮⼩ し 、

新た な 租 税回避の機会を⽣み出し た 。 こ れ が悪循環を⽣み、 税収と 再 分 配効果

の 両 ⽅ を低下させ、 同 時 に公平性への懸念を引き起こ し た 。 そ し て 、最終的 に

 
9 4  Fo r w a r d ( 2 0 2 6 ) , p p . 2 2 -2 3 .  
9 5  i b i d , p . 2 5 , p p . 2 6 -2 7 .  
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富 裕 税 の 廃 ⽌ に つ な がった の で あ る 。 現代の 富 裕 税 は 、技術の 進歩、 国際的 な

連携、包括 的 な情報報告制度を活⽤す る こ と で 、 よ り効果的 に運⽤で き る可能

性 が あ る」。  

富 裕 税 の完全性 を実現 す る具体 的 な 政策と し て 、信託の 課 税最低限引き下げ、

資 産評価額に 関 す る第三者報告制度、包括 的 な 資 産評価基準（流動 性や評価 の

複雑さ を理由に 、特定 の 資 産 に 対 す る優遇や不利益を設け な い評価基準）、出国

税（居住 地 を海外に移転す る 者 に 対 す る特別な 課 税 ）、国境を超え る 租 税回避に

対処す る た め の 国際協⼒体 制 の強化が重要で あ る と す る 。  

 

表 25 富 裕 税 の 制度設計 に 関 す る コ メ ン ト  

項⽬  内容  コメン ト  
居 住 地  税法上 の 居 住者が 所 有 す る 資 産 （ 国

内 、 国 外 ） に 課 税  
・ 海 外への 居 住 地移転への 対応策に  

は 、出国 税 、 課 税 期間の延⻑（出  
国後も居 住者と し て扱い 、⼀定期  
間課 税 対象と す る ） 、出国後の数  
年間、元居 住者の世界中の全資 産  
に 対 す る 課 税 が あ る 。  

・ただし 、 上記に は 、 ニ ュ ー ジ ー ラ  
ン ドヘの移⺠や、正当な理由が あ  
る 場 合 の転居 を妨げる可能性あ  
り。  

信託の扱い  信託を 利 ⽤ した租税回避への 対応が
課題  

ルック・ ス ル ー ル ー ル と 関連す る信
託を 合算し て 評 価 す る措置が必要  

課 税ベー ス  税務⾏政の簡素化、社会政策⽬的の
達成のための ⾮ 課 税措置の妥当性  

包括的課 税ベー スからの明確な正当
性が存在 す る 場 合 に の み ⾮ 課 税 の 例
外 を認めるべき  

主たる 住 居  主たる 住 居 の ⾮ 課 税措置  ・富裕層に よ る 住 宅投資 を促進す る  
・主たる 住 居 は 課 税 対象に加え て 、  

課 税 最低限を⾼く設定す る こ と で  
対応すべき 。  

農業  農業⽤ 資 産 の扱い  ・特段の政治的配慮が必要  
・ 対応策と し て 、 課 税 最低限引き 上  
げが望ま し い 。  

マオ リ ⾃由
保有 地  

マオ リ⼟地法（ 1 9 9 3 年 ） に より統
治される⼟地 の扱い  

裁量信託に類似した機能を持つマオ
リ信託に 対 す る規定が必要  

資 産 評 価  課 税 のために規則的な 資 産 評 価 が必
要  

・ ⾮ 公開企業の 評 価 は困難  
・富裕層ほど、 ⾮ 公開企業の ような  

評 価 の困難な 資 産 を多く保有 し て  
い る 。  

・ 資 産 評 価 は必ずしも毎 年 ⾏う必要  
は な く 、 3 年ごと に 実 施 し 、中間  
の 年 は イ ンフレや市場 動向を反映  
した補正を ⾏うの が 現 実的。  
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課 税 最低限  どの⽔準 に設定す るか  「低く設定す る こ と」、「⾼く設定
す る こ と」それぞれにメリット ・ デ
メリット あり。  

税率  ⽐ 例 税率か累進税率かの選択  ・ ⽐ 例 税率はわかりやす い  
・累進税率は租税回避を助⻑す る可  
能性あり  

流動性問題  資 産 は あ る が 所 得 は な い ⼈ の扱い  ・ 課 税 最低限を⾼く設定し 、累進税  
率で 課 税 を ⾏う。  

・納税 が困難な者に 対 し て は 、限定  
的な⽀払い猶予措置と 分 割払い を  
適⽤ す る 。  

税務⾏政・
税務執⾏  

税収確保と富の再分配と いう両⽅ の
⽬的を達成す るために は 、適切な制
度設計 と厳格 な執⾏ に よって 税 の信
頼性を維持す る こ と が 不可⽋  

・租税回避を 最⼩化す る こ と が重要  
・信託の 課 税 最低限引き下げ、包括  
的な 資 産 評 価基準 、第三者報 告制  
度、 国際協⼒が必要。  

税収  税収確保の可能性  富裕層がどれだけ の 資 産 を 所 有 し て
い るか、 税⾦に 対 す る納税者の反応
（節税 ⾏ 動 など） 、制度の基本設計
（ 課 税 最低限や税率） に依存。  

（出所 ） Fo r w a r d ( 2 0 2 6 ) , p p . 2 0 -2 7 より作成。  

 

⑩OECD(2018)  

 OECD(2018)は 、資 産 格 差 は 所 得 格 差 よ り も ⼤ き く 、近年 、そ の 格 差 の程度が

拡 ⼤ し て い る こ と に 注 ⽬ す る 。そ し て 、税 制 は 資 産 格 差 に 対応すべき で あ る が 、

富 裕 税 が そ の⼿段と し て最も適切で あ る か に 関 し て検討し 、 次 の よ う な提⾔を

⾏って い る 9 6。  

 ①資 本 所 得 課 税 のみで は 資 産 格 差 に 対応で きず、 資 産 課 税 で補完す る必要が

あ る 。  

 ②公平性 お よ び効率性 の 観 点 か ら は 、包括 的 資 本 所 得 課 税 と適切に設計 さ れ

た 資 産移転課 税 （ 相 続 ・ 贈 与 税 ） に 加 え て 富 裕 税 を 課 す る根拠は弱い 。  

 ③相 続 ・ 贈 与 税 は 、世代を超え て持続 す る 資 産 格 差 に 対応で き 、 富 裕 税 よ り

も 経 済主体 の 意思決定 に 対 し て 中⽴的 で あ る 。  

 ④富 裕 税 の必要性 は 、租 税 体 系 、経 済・社会環境か ら判断さ れ るべき で あ る 。

包括 的 資 本 所 得 課 税 （包括 的 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 ） お よ び適切に設計 さ れ

た 資 産移転課 税 が 存 在 し な い場合、富 裕 税 を 導 ⼊ すべき強い根拠が あ る 。ま た 、

 
96  O E C D ( 2 0 1 8 ) ,  C h a p . 5 ,  E xe c u t i v e  s umm a r y.  
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資 産 格 差 の程度が著し い場合、 資 産 格 差 を よ り速いペー ス で改善す る た め に 富

裕 税 が必要で あ る 。  

 上記の う ち③に 関 し て 、 富 裕 税 と 相 続 税 の 経 済効果に つ い て概要を ま と め る

と表 26 の よ う に な る 。OECD(2018)で 相 続 税 の優位性 と し て指摘さ れ て い る の

は 9 7、遺産 取 得 税 の場合に は⼆重課 税 が問題と な ら な い こ と 、相 続 税 の 課 税 は 1

回限 り の た め貯蓄に 対 す る抑制効果が ⼩ さ い こ と 、 税務⾏政費⽤お よ び納税協

⼒費⽤が ⼩ さ い こ と 、 相 続財産 に 対 し て⾃⼰の努⼒で築い た財産 よ り も重く 課

税 す る こ と は実⼒主義に か な う こ と 、 で あ る 。④に つ い て 、包括 的 資 本 所 得 課

税 お よ び適切に設計 さ れ た 資 産移転課 税 が 存 在 し な い ケ ー ス に ニ ュ ー ジ ー ラ ン

ド は 該 当 す る が 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お い て 富 裕 税 を 導 ⼊ すべき で あ る か は別

途検討が必要で あ る 。  

 

表 26 富 裕 税 と 相 続 税 の ⽐ 較  

 富裕税  相続税  
⼆重課 税  ⼆重課 税 （ 課 税後の 所 得 が蓄積

した資 産 に 課 税 ）  
・遺産 税 の 場 合 、⼆重課 税 が発  
⽣  

・遺産取得 税 の 場 合 、⼆重課 税  
は⽣じな い  

貯蓄・投資  ・貯蓄⽔準 に影響（ 課 税ベー ス
が広い 場 合 ）  

・貯蓄構成にも影響（ 課 税ベー  
ス が狭い 場 合 ）  

・被相続⼈ の貯蓄に負の効果  
（程度は⼩さい ）  

・ 課 税後相続額 を減少させる こ  
と に より、相続⼈ の貯蓄を促  
進  

起業家精神お よ び リ ス
クテイ キ ング  

起業家精神お よ び リ スクテイ キ
ングを抑制（富裕税 は 、 所 得 が
ゼロもし く はマイナス でも課 税
される ）  

・起業家精神へ負の影響  
・家族企業へ負の影響  

資 本逃避  ・ 居 住者お よ び ⾮ 居 住者に 資 本  
逃避の可能性あり  

・ 居 住者が 、富裕税 の み の理由  
で他国へ移住 す る可能性は⼩  
さい  

・相続税 が他国への移住 の意思  
決定に影響を与え る可能性は  
⼩さい  

租税回避・脱税  ・ 資 本移動可能性の増加は 、租  
税回避お よ び脱税 を可能に す  
る  

・ 国 内 で の租税回避・脱税 の可  
能性もあり  

・優遇措置に より租税回避が促  
進される  

・信託に よ る租税回避  

資 産 評 価 ・ 管 理 上 の 問 題  ・多く の 資 産 は 評 価 が困難
（ e . g .私物 、家庭⽤品、 年⾦  
権、 ⾮ 上 場企業、 ⾮ 公開会  
社、 海 外 に 所 有 す る 資 産 ）  

・定期的な 評 価替え が困難  

・死亡時に １回限りの 課 税 、管  
理は容易  

 
97  O E C D ( 2 0 1 8 ) ,  p . 1 0 1 .  
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（出所 ） O E C D ( 2 0 1 8 ) ,  c h a p . 3 お よ び O E C D ( 2 0 2 1 ) ,  c h a p . 2 より作成。  

 

5 .  ⼩ 括  

 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る 資 産 課 税 に 関 す る 諸 議 論 を ま と め る と表 27の よ う

に な る 。  

租 税 体 系 の視点 か ら 資 産 課 税 を検討し た研究は 限 ら れ る 、 Delany,  et  al .(2020)

は 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で 資 産 に 課 税 す る 根 拠 を 検 討 し て い る 。 Inland  

revenue(2025)は 、将来の財政需要の 拡 ⼤ に 対応し最⼩ の コ ス ト で公平性 を実現

可能な 税 制 は 、 所 得 税 と消費税 の組み合わせで あ る と し て い る 。追加 的 課 税 ベ

ー ス の候補と し て 資 産 課 税 に つ い て 富 裕 税 、相 続 税 、⼟ 地 税 を検討し て い る が 、

⼟ 地 税 お よ び 相 続 税 に 関 し て は そ の 経 済効果の 考 察 に とどま り 、 富 裕 税 に 関 し

て は 、 ⼀般所 得 税 （労働所 得 と 資 本 所 得 に 課 税 ） の ⽅ が優れ て い る と す る 。  

⼟ 地 税 に 関 し て は 、 国 ⺠党政権下の 2010 年 税 制改⾰（ V ictoria  University  

Well ington  Tax  Working  Group（ 2010））、 2010 年代後半の労働党政権下の 税 制

検討委員会（Tax  Working  Group(2018b ;2019)）で検討さ れ た が 、政 治 的持続可

能性 、 地 ⽅ 税 のレイ ト に追加 し て 課 税 さ れ社会的 に受け ⼊ れ ら れ な い こ と を理

由に 、 再 導 ⼊ は勧告さ れ な かった 。  

相 続・贈 与 税 に つ い て は 、2001 年 の 税 制検討報告書（McLeod ,  et  al .(2001)）、

2010 年 の 税 制改⾰（V ictoria  University  Well ington  Tax  Working  Group（ 2010））

に お い て検討さ れ た が 、 いずれ も否定 的 で あ る 。 資 産 価 格 の 上 昇 と ベビーブー

マ ー世代（ 1946 年 か ら 1964 年 に⽣ま れ た世代） の⾼齢化に よ り 、 資 産移転額

の増加 が ⾒込ま れ る こ と か ら 、2020 年代以 降 、相 続 ・ 贈 与 税 を 巡 る 議 論 が い く

つ か ⾒ ら れ る （Barett(2020)、 Delany(2020)、 Shivas ,  et  al .(2024)）。 し か し な

が ら 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で 同 税 の あ り ⽅ を検討す る た め に必要な 、 資 産移転額

の推計 に 関 す る研究は少な く 、 ま た 、 資 産移転の 分 配効果に 関 す る研究成果は

⾒ ら れ な い 。  

富 裕 税 の 議 論 は 、 相 続 ・ 贈 与 税 廃 ⽌前と後と で は 論調が 異 な る 。 廃 ⽌前は 、

資 産 格 差 是 正機能は 相 続 ・ 贈 与 税 が有し て お り 、新た に 富 裕 税 を 導 ⼊ す る必要
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性 が薄かった（Ross ,et  al .(1967)、Sandford(1987）)。相 続 ・ 贈 与 税 廃 ⽌後は 、

資 産 格 差 の縮⼩ ・  

税 制 の 累 進 性 確 保 等 の 視 点 か ら 富 裕 税 の 導 ⼊ を 積 極 的 に ⽀ 持 す る 研 究

（Rashbrooke(2020)、Forward(2026)）が あ る 。他 ⽅ 、富 裕 税 の マ イナス の 経 済

効 果 を 強 調 し 導 ⼊ に 否 定 的 な 意 ⾒ （ McLeod(2001a ;2001b)、 Tax  Working  

Group(2018b ;2019)、 E l l iffe(2020)）、 富 裕 税 と ⼀般所 得 税 （労働所 得 、 資 本 所

得 に 課 税 ） を ⽐ 較 し て ⼀ 般 所 得 税 の 優 位 性 を 主 張 す る 意 ⾒ （ Inland  

Revenue(2025））、資 本 所 得 税（包括 的 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 ）と の ⽐ 較 で 富

裕 税 を検討す る研究（Tax  Working  Group(2018e)、The  Treasury(2023c)）、 富

裕 税 よ り も包括 的 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 と 相 続 税 の組み合わせを⽀持す る も

の （ Sutton(2022)） が あ る 。  

 OECD(2018； 2021)は ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に特定せず、 富 裕 税 お よ び 相 続 ・ 贈

与 税 の あ り ⽅ を検討し た研究で あ る 。 OECD(2018)は 、 富 裕 税 の あ り ⽅ を検討

し て お り 、包括 的 資 本 所 得 課 税 （包括 的 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 ） お よ び適切

に設計 さ れ た 資 産移転課 税 が 存 在 し な い場合、 資 産 格 差 の程度が著し い場合、

富 裕 税 が必要で あ る と し て い る 。 OECD(2021)は 、今後、 資 産移転課 税 の重要

性 が今後増す と 考 え ら れ 、 個 ⼈ に 対 す る 資 本 所 得 課 税 と組み合わせて 課 税 す る

こ と が重要で あ る と し て い る 。  

 

表 27 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お け る 資 産 課 税 を巡る 諸議論  

租税体系と 資 産 課 税  
D e l a n y , e t  a l . ( 2 0 2 0 )  ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で 資 産 に 課 税 す る根拠を検討  

I n l a n d  R e v e n u e ( 2 0 2 5 )  税収⼀定の前提の下で 、 所 得 税 と消費税 の組み 合わせを⽀持。追
加的な 課 税ベー ス の候補と し て 、給与税 、富裕税 、相続税 、⼟地
税 、社会保障拠出⾦を検討  

⼟地 税  
2 0 1 0 年 税制改⾰  

（ V i c t o r i a  Un i v e r s i t y  
W e l l i n g t o n  T ax  
W o r k i n g  G r o u p

（ 2 0 1 0 ） ）  

×（政治的持続可能性に 対 す る懸念）  

ア ーダー ン労働党政権
下（ T ax  W o r k i n g  

G r o u p  ( 2 0 1 8 b ;2 0 1 9 ) ）  

×（ 地 ⽅ 税 の レ イ ト に追加し て 課 税される こ と が問題）  

I n l a n d  R e v e n u e  ( 2 0 2 5 )  △（経済効果の検討に とどま る ）  



 72 

相続・贈与税  
M c l e o d ,  e t  a l . ( 2 0 0 1 a )  ×（貯蓄に 対 す る⼆重課 税 、租税回避が容易、 居 住 地移転）  
V i c t o r i a  Un i v e r s i t y  

W e l l i n g t o n  T ax  
W o r k i n g  G r o u p  ( 2 0 1 0 )  

×（ 居 住 地移転、貯蓄に 対 す る⼆重課 税 ）  

B a r r e t t  ( 2 0 2 0 )  〇（相続税 と贈与税 の都合 を提案）  
D e l a n y  ( 2 0 2 0 )  〇（相続税 と贈与税 の 統 合 を提案）  

S h i v a s , e t . a l . ( 2 0 2 4 )  △（ 税制の専⾨家にヒア リ ングを 実 施 、相続税 を復活させるた
めの条件を考察）  

I n l a n d  R e v e n u e ( 2 0 2 5 )  △（相続税 の経済効果を考察）  
＊ O E C D ( 2 0 2 1 )  〇（ 個 ⼈ に 対 す る 資 本 所 得 課 税 の ⾒直し と組み 合わせるべき ）  

富裕税  
R o s s ,  e t  a l ( 1 9 6 7 )  ×（富裕税 に求められる 機能は他の 税 が 実 現 、⾼い 税務⾏政費⽤ ） 
S a n d f o r d ( 1 9 8 7 )  〇×（ ⽐ 例 税率の富裕税 は⽀持、累進税率の富裕税 に は反対 ）  

M c L e o d ( 2 0 0 1 a ;2 0 0 1 b )  ×（ 資 産選択の中⽴性を阻害、貯蓄に 対 す る⼆重課 税 ）  
T ax  W o r k i n g  

G r o u p ( 2 0 1 8 b ;2 0 1 9 )  
×（貯蓄・投資 の意思決定に⼲渉、租税回避、 資 産 評 価 が困難等 、
新たな歪み を発⽣、 税制の整合性低下）  

T ax  W o r k i n g  
G r o u p ( 2 0 1 8 c )  

△（ 資 本 所 得 税 と富裕税 の 関係を検討）  

R a s h b r o o k e ( 2 0 2 0 )  〇（ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 税制にバラ ン ス と 公 平性を取り戻す 最善
策と し て⽀持、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 、包括的資 本 所 得 税 、無リ
スク収益法、⼟地政、⽣涯贈与税 と ⽐較し て富裕税 の優位性を主
張）  

E l l i f f e ( 2 0 2 0 )  ×（ 資 産 の 評 価替え 、租税回避、 居 住 地移転、納税協⼒費⽤ お よ
び 税務  

⾏政費⽤ の増加、納税 のための流動性問題）  
S u t t o n ( 2 0 2 2 )  ×（富裕税 よりも包括的キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 と相続税 の組み

合わせを主張）  
T h e  T r e a s u r y ( 2 0 2 3 c )  ×（富裕税 よりも包括的キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 の優位性を主張） 

I n l a n d  R e v e n u e ( 2 0 2 5 )  ×（富裕税 よりも⼀般所 得 税 の優位性を主張）  
Fo r w a r d ( 2 0 2 6 )  〇（ 資 産 格 差縮⼩、 税制の累進性向上 の観点から⽀持）  
＊ O E C D ( 2 0 1 8 )  △（富裕税 の必要性は 、 税体系、経済・社会環境から判断すべ

き ）  
（注）〇：賛成、×：反対 、△：態度保留  
（出所 ）筆者作成  
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Ⅴ . 国 ⺠ の 意 ⾒ お よ び 政 治 的 動 向  

 

1.  国 ⺠ の 意 ⾒  

（ 1）Tax  Working  Group(2018c ;2018d)  

 ア ーダン 政権下の 税 制改⾰検討委員会で は 、 ⼟ 地 税 、 相 続 税 お よ び 富 裕 税 に

関 し て 国 ⺠ （ 個 ⼈ 、組織・研究者 ） の 意 ⾒ を聴取 し て い る 。 相 続 ・ 贈 与 税 に 関

し て は 、報告書の 中 で は検討対象と さ れ て い な い が 、 そ の 他 の 税 の扱い で 取 り

上げら れ て い る 。表 28 は 、 そ の結果を ま と め た も の で あ る 9 8。  

 ⼟ 地 税 に 関 す る 意 ⾒書の数は 、 個 ⼈ に つ い て不明で あ る が 、組織・研究者 に

関 し て は 、賛成 11 通、反対 27 通、 制度設計 に 対 す る 意 ⾒ 9 通と なって い る 。

賛成の 意 ⾒ と し て は 、公平性 の 観 点 か ら は 、⼟ 地 所有の担税⼒に 注 ⽬ す る も の 、

格 差 是 正 に役⽴つ と の 意 ⾒ が あ る 。効率性 の側⾯か ら は 、⼟ 地 の有効利⽤促進 、

地 価抑制 などが挙げら れ る 。 他 ⽅ 、反対 意 ⾒ と し て 、 ⼟ 地 のみを 課 税 対象と す

る こ とへの批判、流動 性問題、 地 ⽅ 税 で あ るレイ ト と の重複などが あ る 。  

 相 続 税 に つ い て は 、個 ⼈ の約 69％が 相 続 税 に賛成し て い る 。賛成の 意 ⾒ に は 、

公平性 の 観 点 か ら 、世代間 資 産移転（ 相 続 ） は不平等を 拡 ⼤ す る こ と 、 相 続 は

経 済 所 得 に含ま れ る こ と （担税⼒を有す る こ と ） が指摘さ れ て い る 。反対 意 ⾒

と し て は 、倫理的批判や簡素性 の 観 点 か ら の 意 ⾒ が ⾒ ら れ る 。  

  贈 与 税 に つ い て は 、組織・研究者 か ら 意 ⾒ が提出さ れ て い る 。 贈 与 は 所 得 の

概念に含ま れ る か ら 課 税 すべき と す る 意 ⾒ が あ る ⼀ ⽅ で 、過去の 導 ⼊ の 経 験 に

照ら し て 、納税協⼒費⽤が⾼い割に は 税収が少な い と の指摘が あ る 。  

 富 裕 税 に 関 し て は 、個 ⼈ の約 85％が 導 ⼊ に賛成し て い る 。賛成の理由と し て 、

公平性 の 観 点 か ら は 、 資 産 格 差 是 正 が主た る も の で あ る 。反対 意 ⾒ と し て は 、

効率性 （ 中⽴性 ） の 観 点 か ら 、 国際競争⼒低下、 資 本逃避、貯蓄抑制 が挙げら

れ る 。 ま た 、 富 裕 税 を 課 税 し て い る 諸外国 の 動 向 に 注 ⽬ し た 意 ⾒ も あ る 。 さ ら

に 、運⽤上 の 課題と し て 、流動 性問題、 資 産評価 などが ⾒ ら れ る 。  

 
9 8  個 ⼈ の意⾒ に つ い て は Tax  Wo r k i n g  G r o u p ( 2 0 1 8 d ) を 、組織・研究者の意⾒ に 関 し て は Tax  

Wo r k i n g  G r o u p ( 2 0 1 8 c ) を 参 照 。  
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表 28 ⼟ 地 税 ・ 相 続 ・ 贈 与 税 ・ 富 裕 税 に 対 す る 国 ⺠ の意⾒  

⼟地 税  
 賛成  反対  

個 ⼈  公 平性  
・⼟地 所 有 と 資 産 を 関連付け る  

効率性（中⽴性）  
・⼟地供給は⼀定で あ るから、 課  

税 に より歪み は⽣じな い 。  
・⼟地 の 有効利 ⽤ を促進す る  
・ 資 産 価 格 （ 地 価 ） を規制す る  

効率性（中⽴性）  
その他  

・流動性問題（ 資 産 は 所 有 す る  
が 、 税 を⽀払う現⾦が な い ）  

・⼟地 は 個 ⼈的かつ先祖伝来の 所  
有 物 で あり、侵害す る の は 不 公  
正で あ る 。  

・ レ イ ト （ 地 ⽅ 税 ） と重複す る  
組織・研究

者  
公 平性  
 ・ 格 差是正に役⽴つ  
効率性（中⽴性）  
 ・⼟地 の効率的利 ⽤ を促進す る  

・既存税制に よりもたらされる歪  
み （ e . g .優遇税制に よ る 地 価 上  
昇） を是正す る  

・効率的かつ簡素な 税 で あ る  
その他  

・包括的かつ低税率の 課 税 に より  
得られる 税収を 、他の 税 の減税  
もし く は 公共サービス の財源に  
充て る こ と が で き る 。  

・流動性問題は克服で き る  

公 平性  
・特定の 資 産 の み を 課 税 対象と し  

不 公 平  
効率性（中⽴性）  

・⼟地集約的な特定の 産業に打撃  
を与え る  

・主たる 住 居 の建つ⼟地 を ⾮ 課 税  
に す る と 、 税収が低下す る と と  
もに ⾮効率が⽣ずる 。  

その他  
・ 地 ⽅ 税 に レ イ ト が存在 す る  
・負担は 、消費者お よ び賃借⼈ に  
転嫁される 。  

・納税 のための流動性問題を発⽣  
させる  

・マオ リ の負担が増え 、ワイ タ ン  
ギ条約の ⾒直し が必要と な る 。  

・⾦融システムにマイナス の影響  
を与え る （ 銀 ⾏貸し付け の多く  
は⼟地 を担保と す るため）  

＊条件付き賛成（制度設計への要
望）  
・ 課 税ベー ス を広く 、 税率を低く す  

る  
・⼟地投機 を抑制す る ように 、 居 住  

⽤賃貸不 動 産 に適⽤ を限定す る  
・未利 ⽤ 価値（ u n imp r o v e d  v a l u e ）  

を 課 税標準 と す る  
・全国的に 統⼀された制度と す る  
・主たる 住 居 の⼟地 を ⾮ 課 税 と す る  
・ 課 税 最低限を設け る  
・ レ イ ト と の重複課 税 を避け る  
・流動性に配慮す る  
・ 公共⽬的の⼟地 、保全地 は ⾮ 課 税  

と す る  
相続税  

 賛成  反対  
個 ⼈  公 平性  

 ・世代間資 産移転は 不 平 等 を拡⼤  
す る  

 

その他（倫理的批判）  
 ・貯蓄しそれを⼦供に遺す こ と に  

対 し て 課 税 す る の は 不 公 平  
 ・⼀⽅的に相続した資 産 に 対 し て  

課 税 す る の は 不 公 平  
組織・研究

者  
公 平性  
 ・相続は経済所 得 の概念に 含 まれ  

るから課 税 すべき で あ る  

簡素性  
 ・納税協⼒費⽤ が⾼い 場 合 は 、 キ  

ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 と併せて検  
討すべき で あ る  

贈与税  
個 ⼈  −  −  
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組織・研究
者  

公 平性  
・贈与は 所 得 で あ る  

簡素性  
・納税協⼒費⽤ が⾼い 割 に 税収は  
少な い  

富裕税  
 賛成  反対  

個 ⼈  公 平性  
・富の再分配のために必要  
・何百万ド ル の 資 産 を 有 す る富裕  
層に 課 税 し な い の は 不 公 平  

その他  
・流動性問題（ 資 産 は 所 有  
・嫉妬税 （懸命に働き貯蓄し て き  
た⼈ に 対 す る ） で あ る  

組織・研究
者  

公 平性  
・ 資 産 格 差 を改善す る  
・ 不 動 産バブル の際に 、 キ ャ ピ タ  

ル ・ ゲ イ ン 課 税 で は 資 産 格 差 に  
適切に 対処で き て い な い  

効率性（中⽴性）  
・経済成⻑もし く は貯蓄率を低下  
させる と いう説得⼒の あ るエビ  
デ ン ス は存在 し な い  

その他  
・低税率で の 課 税 は 、租税回避を  
発⽣させずにかなりの 税収を獲  
得 で き る  

 

効率性（中⽴性）  
・ 国際競争⼒が低下す る （ 資 本 の  
投資先と し て ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド  
の魅⼒が低下す る ）  

・ 資 本逃避  
 ・貯蓄を抑制す る  
その他  

・貯蓄を す る者の負担が消費す る  
者よりも多く な る の は 不当で あ  
る  

・主たる 住 居 を ⾮ 課 税 に す る と 、  
税収が限定される 。  

・運⽤ 上 の 課題（ 資 産 評 価 、流動  
性問題） が⽣ずる  

・ 諸 外 国 で は富裕税 を廃⽌す る傾  
向に あ る  

（出所 ） Tax  Wo r k i n g  G r o u p  ( 2 0 1 8 c ;2 0 1 8ｄ ) より作成。  

 

（ ２ ） 20231News=Reid  Research  pol l 9 9  

 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の放送局 1News が 、 リ サ ーチ会社 Verian に委託し て 2023

年８⽉ 12 ⽇〜８⽉ 16 ⽇に か け て 1,002 ⼈ の有権者 を 対象に実施さ れ た世論調

査（電話 501 ⼈ 、 オ ン ラ イ ンパネル 501 ⼈ ） で は 、「資 産 が 200 万 NZ ド ル 以

上 あ る 富 裕層に 富 裕 税 を 課 し て 、 そ の 税収に よ り 無料で 国 ⺠ が⻭科治療を受け

ら れ る よ う に す る案に賛成か反対 か」が尋ねら れ た 。  

結果は 、賛成 63％、反対 28％で あった 。⽀持政党別に は 、⽀持す る傾向 が強

い の は 、緑の党 88％、労働党 81％で 、反対 す る傾向 が強い の は 、ACT 党 54％、

国 ⺠党 41％で あった 。  

  

（３）Better  Taxes  for  a  Better  Future(2023)  

 ①質問項⽬  

 
9 9  “Po l l :  D o  K i w i s  w a n t  w e a l t h  t ax  f o r  u n i v e r s a l  f r e e  d e n t a l  c a r a? ” ,  2 2  A u g u s t , 2 0 2 3 , 1 N e w s .  
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Better  Taxes  for  a  Better  Future 1 0 0は 、  2023 年 9 ⽉ 6 ⽇〜 10 ⽇に か け て 、

18 歳以 上 の 国 ⺠ 1,154 ⼈ を 対象と し て世論調査を実施し た 。質問項⽬ は 、以下

の 2 項⽬ で あ る 。  

Q1.  よ り 裕福な ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド ⼈（ 年収 18 万ド ル 以 上 、お よ び／ま た は 資

産 価値 500 万ド ル 以 上 の ⼈々）は 、以下の いずれ か を⽀払うべきだと思い ま す。  

（ a） 現 在 の⽔準よ り も 多 く の 税⾦を⽀払うべき で あ る 。  

（ b） 現 在 の⽔準と 同 じ 税⾦を⽀払うべき で あ る 。  

（ c） 現 在 の⽔準よ り も少な い 税⾦を⽀払うべき で あ る 。  

（ d） わ か ら な い  

Q2.  今年 （ 2023 年 ） 3 ⽉、内国歳⼊庁が発表し た調査に よ る と 1 0 1 、 ニ ュ ー

ジ ー ラ ン ド で最も 富 裕 な 311 世帯の 税負担率は総所 得 の約 9％で 、平均的 な ニ

ュ ー ジ ー ラ ン ド ⼈ の 税負担率の半分 以下で し た 。 こ の調査結果に つ い て 、 以下

のどの 意 ⾒ が あ な た の 考 え に最も合致し ま す か？  

（ a）最も 富 裕 な ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド ⼈ は 、少な く と も平均的 な ニ ュ ー ジ ー ラ ン 

ド ⼈ と 同 じ 税負担率を⽀払うべきだと思う 。  

（ b）富 裕層が平均的 な ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド ⼈ よ り も低い 税率で納税 し て も問題

な い と思う 。  

（ c） わ か ら な い   

 ②ア ン ケ ー ト結果  

 Ｑ１ に つ い て は 、（ a） 61％、（ b） 26％、（ c） 4％、（ d） 8％で 、 富 裕層が よ り

多 く の 税⾦を⽀払うべきだと し た割合が 61％を占め て い る 。⽀持政党別に ⾒ る

と 、 国 ⺠党 49％、労働等 75％、ACT 党 50％、緑の党 84％、 そ の 他 63％と な

って い る 。 年齢別に は 、（ a） を⽀持す る の は 55 歳以 上 で 68％、退職者 の 68％

と なって お り 、⾼齢者 が⽀持し て い る 。 所 得階級別で は 、 年収  10 万ド ル 以 上

の  59%  が 、 富 裕層は よ り 多 く の 税⾦を⽀払うべきだと回答し て い る 。  

 
1 0 0  より良い 税制に 関 す る 議 論 を促進す るため、 2 0 2 3 年 6 ⽉ に発⾜した組織で あ る 。

h t t p s : / / w w w. b e t t e r t axe s . n z / a b o u t  最 終 閲 覧 2 0 2 6 / 3 / 1 1  
1 0 1  Po l i c y  a n d  R e g u l a t o r y  S t e w a r d s h i p  ( 2 0 2 3 ) お よ び 篠 原 （ 2 0 2 5 ） 参 照 。  
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 Ｑ２ に 関 し て は 、（ a） 88％、（ b） 6％、（ c） 5％で あ り 、 富 裕層の負担が平均

的 な 国 ⺠ よ り も低い こ と に反対 し て い る 。⽀持政党別に ⾒ る と 、 国 ⺠党 83％、

ACT86％、緑の党 96％、労働党 92％、 そ の 他 92％と なって お り 、⽀持政党間

で違い は な い 。  

 

（４）Talbot  M i l l s  Research(2026) 1 0 2  

 ①質問項⽬  

2026 年 2 ⽉ 1 ⽇〜 23 ⽇に か け て 、 国際的 なネットワーク団体 Wellbeing  

Economy  All iance  NZ の依頼に よ り Talbot  M i l l s  Research 社（企業・社会・ 政

治 に 関 す る調査を専⾨と す る会社）が オ ン ラ イ ン調査を実施し た 。対象は 18 歳

以 上 の 国 ⺠ 1.023 ⼈ 、質問項⽬ は下記の 4 項⽬ で あ る 。  

 Q1.  以下の項⽬ に つ い て 、どの程度、同 意 ま た は反対 し ま す か：住 宅 、医療、

気候変動 と いった重⼤ な 課題に 取 り組むこ と に つ い て 、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の

経 済 シ ステムは 、効果的 に機能す る よ う に は設計 さ れ て い ません（％）。  

 Q2.  以下の主張にどの程度、同 意 ま た は反対 し ま す か：多 く の ⼈々が 住 宅 、

⾷料、医療と いった基本 的 な必需品を賄う の に苦労し て い る 中 で 、誰も億万

⻑者 に な るべき で は な い （％）。  

Q3.  ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お い て 、以下の事項に つ い てどの程度賛成ま た は反  

対 し ま す か：医療、住 宅 、気候変動 対策などの公共財の財源を賄う た め 、億  

万⻑者 が よ り 多 く の 税⾦を⽀払う こ と （％）  

Q4.  ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お い て 、 以下の事項をどの程度⽀持ま た は反対 し

ま す か： 10 億ド ル の 資 産 上 限 （ 個 ⼈ が合法的 に保有で き る 資 産 の最⼤額）

の 導 ⼊ （％）  

 ②ア ン ケ ー ト結果  

 
1 0 2  以下は 、 We l l b e i n g  E c o n omy  A l l i a n c e  N Z ,  “P r e s s  R e l e a s e :  Po l l  s h o w  N Z e r s  w a n t  l o n g  t e rm  

s o l u t i o n s ,  a  n e w  e c o n omy, a n d  f u r t h e r  t ax  o n  t h e  u l t r a  r i c h ” , 4  M a r c h  2 0 2 6  
h t t p s : / / w w w. w e a l l . o r g . n z / n e w s / p r e s s - r e l e a s e -p o l l s - s h o w -n z e r s -w a n t - l o n g - t e rm- s o l u t i o n s -
a -n e w -e c o n omy -a n d - f u r t h e r - t ax -o n - t h e -u l t r a - r i c h ： 最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 3 / 1 0 も参 照 。  
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 ア ン ケ ー ト結果は 、表 29 で⽰さ れ る と お り で あ る 。Q1 に つ い て は 、 ニ ュ ー

ジ ー ラ ン ド の 経 済 シ ステムが効果的 に機能す る よ う に設計 さ れ て い な い こ と に

同 意 す る 意 ⾒ が 66％で あ る 。Q2 に つ い て は 、 75％が億万⻑者 の 存 在 を否定 し

て い る 。Q3 で は 、億万⻑者 が よ り 多 く の 税⾦を⽀払う こ と に 関 し て 68％が賛

成し て い る 。 資 産 制 限 の 是⾮を問う Q4 に つ い て は 、 37％が賛成、 34％が反対

で あ る 。Q3 に つ い て⽀持政党別に ⾒ る と 、賛成す る割合は 、 国 ⺠党 58％、労

働党 80％、ACT 党 44％、緑の党 80％、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド・ファー ス ト党 67％、

マ オ リ党 69％と なって い る 。  

 

表 29 アンケー ト結果 （ ％ ）  

 強く同意  同意  どちらでも
な い  

反対  強く反対  不明  

Q1  3 0 ％  3 6  1 9  8  2  4  
Q2  5 0  2 5  2 3  1 5  9  2  
Q3  3 8  3 1  1 6  8  6  8  
Q4  1 9  1 8  2 2  1 8  1 6  7  

（出所 ） Ta l b o t  M i l l s  R e s e a r c h ( 2 0 2 6 ) より作成。  

 

2 .  政 治 的 動 向  

（ 1） 資 産 課 税 に 対 す る主要政党の ⾒解  

 資 産 課 税 に 関 す る主要政党の ⾒解に つ い て ま と め る と 、表 30 の よ う に な る 。

緑の党お よ び マ オ リ党以外は 、 資 産 課 税 に 対 し て消極的 で あ る 。 以下、 個々の

税 ⽬ に 関 す る 議 論 を ⾒ よ う 。  

 

表 30 資 産 課 税 に 関 す る各党の⾒解  

 ⼟地 税 に 関連す る 税  相続・贈与税  富裕税  
国 ⺠党  ×  ×  ×  
労働党  ×  ×  ×  
緑の党  ×  〇  〇  
ニ ュ ー ジ ー ラ ン
ド ・ファー ス ト党  

×  ×  ×  

A C T 党  ×  ×  ×  
マオ リ党  〇  ×  〇  

（注）○は賛成、×は反対 。  
（出所 ）筆者作成。  
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（ 2） 資 産 課 税 の提案  

①⼟ 地 税  

 過去に 導 ⼊ さ れ て い た ⼟ 地 税 と 同様の 制度で は な い が 、 ⼟ 地 （不動 産 ） に 対

す る 税 に つ い て は 、マ オ リ党とザ・オポチュ ニティ党（The  Opportunity  Party）

が提⾔し て い る 。  

 マ オ リ党は 、 2023 年 の総選挙時 に 、 次 の よ う に主張し て い る 1 0 3。  

「過去数年 間 、懸命に働く 家族（whānau） か ら 富 裕層（不動 産開発業者 、 地

主）への 富 の移転が発⽣し て い る ⼀ ⽅ で 、 所 得 の半分 を 家賃に つぎ込まざる を

得 な い 家賃世代が⽣ま れ て い る 。・・・政府の 無作為が 富 裕層への ⼤ き な 富 の移

転を も た ら し て い る 。・・・不公平な 税 制 に 加 え 、富 裕層は 税 の抜け⽳や取 り締

ま り の⽋如に つ け こんで い る 。・・・マ オ リ党は 税 の 正義の た め に戦い 続 け る」。  

 具体 的 な 租 税 政策と し て⽰さ れ た の は 、⾷料品に 対 す る GST ⾮課 税措置、所

得 税率構 造 の ⾒ 直 し （ 課 税最低限 の設定 、最⾼税率 48％への引き 上げ）、法⼈

税率引き 上げ（ 28％→ 33％）、租 税回避対策の た め の投資 に 加 え て 、新税 と し て 、

富 裕 税（後述）、海外企業税（ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 国内で サ ービス を提供す る海外

資 本企業の⾦融所 得移転に 対 し て法⼈ 税 に追加 し て 課 さ れ る 2％の 税 ）、⼟ 地保

有税 （ Land  banking  tax）、空き 家 税 （Vacant  house  tax） で あ る 。 ⼟ 地保有税

は 、 ⼟ 地 取 得後 4 年 以内に開発が開始さ れ な い ⼟ 地 を 対象と し て 、 地 価 上 昇 分

の 33％に 課 税 さ れ る 。空き 家 税 は 、投資 ⽬ 的 で の 住 宅購⼊ を抑制 す る た め に 、

6 ヶ⽉間賃借⼈ が い な い場合、 価 格 上 昇 分 に 対 し て 33％の 税率で 課 税 さ れ る も

の で あ る 。  

  ザ・オポチュ ニティ党は 、2016年 に実業家 のガレス・モ ーガン（Gareth  Morgan）  

に よって設⽴さ れ た 政党で 、2023 年 の総選挙で は 、国会に 議席を獲得 し て い な

い 。 同党は急進 的 中道（Radical  centrism） の⽴場に⽴ち 、 税 制 に 関 し て は 、⽣

活費危機、⻑期的 な財政 課題、 住 宅 価 格⾼騰への 対応を⾏う た め に 、 シチズン

ズ・ イ ンカム（ ベ ー シック・ イ ンカム）、K iwiSaver 制度 1 0 4 の強制化と と も に 地

 
1 0 3  Pā t i  Māo r i ,  Ta x  P o l i c y ,p p .1 - 2 .   h t t p s : / / s 3 .d o c u m e n t c l o u d . o r g /d o c u m e n t s /2 3 8 8 8 0 0 8 / t e -

p a t i - m a o r i _ t a x - p o l i c y.p d f 最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 /3 /2 6  
1 0 4  K i w i S a v e r は 、 2 0 0 7 年 に導⼊された政府の補助す る任意の確定拠出型企業年⾦で あ る 。  
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価 税 （ Land  Value  Tax） の 導 ⼊ を提⾔す る 1 0 5 。 地 価 税 は 、 ⼟ 地投機や賃貸住 宅

への投資 を抑制 し 、 住 宅 価 格 お よ び 家賃の下落を ⽬ 的 と す る ⼟ 地 の保有に 対 す

る 課 税 で あ る 。⼟ 地 は あ る が納税 の た め の 現⾦が な い 者（ e .g .農家 、退職者 ）に

は優遇措置や⽀払い猶予が適⽤さ れ る 。 シチズンズ・ イ ンカムの 原 資 は 地 価 税

で ま か な わ れ る 。  
 
②相 続 ・ 贈 与 税  

 緑の党は 、2023 年 の総選挙で最低所 得 を保障し 、貧困の根絶を ⽬指し て 所 得

保障制度（ Income  Guarantee） の 導 ⼊ を提案し た 1 0 6 。 同 制度は 、就労中 ・休職

中 を問わず、週ごと の 所 得 を ⼀ 定⽔準保障す る も の で あ る が 、そ の財源と し て 、

富 裕 税 （後述）、信託税 （後述）、 所 得 税 の 税率構 造 の ⾒ 直 し （ 課 税最低限 の設

定 、最⾼税率 45％への引き 上げ）、法⼈ 税率引き 上げ（ 28％→ 33％） を提⾔し

た 。  

さ ら に 、2025 年度予算に 関 す る党案で は 1 0 7 、所 得保障に 加 え て 、医療（ か か

り つ け医、⻭科治療） の 無償化、幼児教育の 無償化、⾃然保護・ 再⽣、環境対

策の財源と し て 、2023 年 の総選挙時 に提案さ れ た も の に 加 え て 、相 続・贈 与 税 、

プラ イ ベ ー ト ジ ェット 税 、採掘権使⽤料の引き 上げを提⾔し て い る 。 相 続 ・ 贈

与 税 は 、 相 続 ・ 贈 与 に よ る⽣涯の 資 産移転額 100 万 NZ ド ル 以 上 に 対 す る 課 税

で 、ア イ ル ラ ン ド の 資 本 取 得 税 に類似し た 税 で あ る 。プラ イ ベ ー ト ジ ェット 税 、

採掘権使⽤料の引き 上げは 、 いずれ も環境保護を ⽬ 的 と す る 課 税 で あ る 。  
 
 
③富 裕 税  
 富 裕 税 は 、緑の党お よ び マ オ リ党に よ り⽀持さ れ て い る 。緑の党の 富 裕 税 は

1 0 8 、純 資 産額 200 万 NZ ド ル 以 上 に 対 し て 税率 2.5％で 課 税 さ れ る 。家財、5 万

 
1 0 5  T h e  O p p o r t u n i t y  Pa r t y, Tax  R e s e t （ h t t p s : / / w w w. o p p o r t u n i t y. o r g . n z / t ax - r e s e t ） 最 終 閲

覧 ： 2 0 2 6 / 3 / 2 4  
1 0 6  G r e e n ,  E n d i n g  P o v e r t y  To g e t h e r .  

h t t p s : / / a s s e t s .n a t i o n b u i ld e r. c o m /b e a c h h e r o e s /p a g e s /1 7 5 7 4 /a t t a c h m e n t s / o r i g in a l / 1 6 8 7 3 8
5 8 9 8 /Ta x _ F u l l _ P o l i c y _ D o c u m e n t _ 2 2 J u n e .p d f ? 1 6 8 7 3 8 5 8 9 8  最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 /3 /2 6  

1 0 7  G r e e n ,  G r e e n  B u d g e t  2 0 2 5 .  
h t t p s : / / a s s e t s . n a t i o n b u i l d e r. c om / b e a c h h e r o e s / p a g e s / 3 9 9 8 8 / a t t a c hme n t s / o r i g i n a l / 1 7 5 6 8 0 0

4 2 7 / B u d g e t_P r i n t_MW_v e r s i o n_5 -0 8 -2 5_w e b . p d f?1 7 5 6 8 0 0 4 2 7  最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 3 / 2 6  
1 0 8  G r e e n , E n d i n g  Po v e r t y  To g e t h e r ,  p p . 1 3 -1 4 .  G r e e n ,  G r e e n  B u d g e t  2 0 2 5 ,  p p . 3 2 -3 3 参 照 。  



 81 

NZ ド ル未満の⾞、マ オ リ の ⼟ 地 、慈善団体 の 資 産等は⾮課 税 で あ る 。ま た 、信

託を通し た 租 税回避を抑制 す る た め に 、個 ⼈信託の 純 資 産額に 対 し て 税率 1.5％

で信託税 が 課 税 さ れ る 。 ただし 、社会的 に有益な ⽬ 的 を持つ信託（ マ オ リ ⼟ 地

信託、慈善信託、障害者受益信託等） は 、 課 税 対象か ら除外さ れ る 。  

緑の党は 2020 年 の総選挙時 に も 富 裕 税 を提案し て い る 1 0 9。 純 資 産額 100 万

NZ ド ル 以 上 に 対 し て 2 段階の累進 税率（ 1％、 2％） で 課 税 さ れ る 。 ただし 、 5

万 NZ ド ル未満の 個 ⼈⽤資 産 ・ 家財、特定 の マ オ リ の ⼟ 地 は⾮課 税 、信託に 対

し て は 、 ルック・ ス ル ーテス ト が適⽤さ れ る 。  

 マ オ リ党の 富 裕 税案は 、純 資 産額 200万 NZド ル 以 上 に 対 し て累進 税率（ 2％、

4％、 8％） で 課 税 す る も の で あ る 1 1 0 。 個 ⼈ のみな らず夫婦の合算資 産 も 対象と

な る 。 こ の 税率設定 で は 、 ⼤半の持ち 家や⽼後資⾦に は影響し な い と さ れ る 。  

 

（ 3） 資 産 課 税 を 巡 る 政 治 的 動 向  

①⼟ 地 税  

 ⼟ 地 税 は 、既に ⾒ た よ う に 、 国 ⺠党政権下の 税 制検討委員会の報告書（ 2010

年 ） に お い て 、 そ の実施は否定 さ れ て い る 。  

ま た 、2017 年 の総選挙前に 、労働党党⾸ジ ャ シ ンダ・ ア ーダー ン は 、総選挙

で勝利し た ら 税 制検討委員会（TWG）を発⾜させる予定 で あ り 、そ こ で は ⼟ 地

税 も検討対象と す る が 、 住 宅や住 宅 の建って い る ⼟ 地への 課 税 は検討し な い と

発⾔し た 1 1 1 。TWG は 2017 年 11 ⽉ 23 ⽇に発⾜し た が 、前述の よ う に 、最終報

告書で は 、 ⼟ 地 税 の 再 導 ⼊ は勧告さ れ な かった 。  

 

②相 続 ・ 贈 与 税  

 
1 0 9  KPMG , E l e c t i o n 2 0 2 0− S umm a r y  o f  p a r t i e s ʼ  t ax  p o l i c i e s  

h t t p s : / / a s s e t s . k pmg . c om / c o n t e n t / d am / k pmg / n z / p d f / 2 0 2 0 / 0 9 / t axm a i l -e l e c t i o n -2 0 2 0 - t ax -   
p o l i c i e s_v 2 . p d f  最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 3 / 2 6 、 PWC , E l e c t i o n  2 0 2 0 :  Tax  p o l i c i e s  
h t t p s : / / w w w. p w c . c o . n z / p d f s / t ax - t i p s / t ax - t i p s -e l e c t i o n -p o l i c i e s - s e p t -2 0 2 0 . p d f  最 終 閲
覧 ： 2 0 2 6 / 3 / 2 6 参 照 。  

1 1 0  Pā t i  M āo r i ,  o p  c i t ,  p . 4 .  
1 1 1  “L a b o u r  c l a r i f i e s  l a n d  t ax  p o s i t i o n ” , R N Z ,  6  S e p t emb e r  2 0 1 7 .  
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 ⼟ 地 税 の場合と 同様、前述の よ う に 、 国 ⺠党政権下の 税 制検討員会報告書

（ 2010 年 ） で は 、 相 続 ・ 贈 与 税 に否定 的 で あ る 。  

ま た 、 2017 年総選挙前に 、ビル ・ イ ングリッシ ュ⾸相 （ 国 ⺠党） が 、労働党

は 相 続 税 を検討し て い る と の発⾔に 対 し て 、 ア ーダー ン労働党党⾸は 、総選挙

に勝利し て も 相 続 税 は労働党の選択に な い こ と 、総選挙勝利後に発⾜予定 の 税

制検討委員会は 、 住 宅危機に 対処し 、公平な 税 制 を確保す る こ と が ⽬ 的 で あ る

と発⾔し た 1 1 2 。し た がって 、TWG で は 、相 続・贈 与 税 は検討の 対象と さ れ な か

った 。  

 

③富 裕 税  

 富 裕 税 に 関 し て は 、 2020 年 お よ び 2023 年 の総選挙前後に活発な 議 論 が展開

さ れ て い る 。 2020 年 総 選 挙 前 後 の 与 党 第 ⼀ 党 は 労 働 党 （ 2017/10/26 〜

2023/11/27）、2023 年総選挙後は 国 ⺠党（ 2023/11/27 以 降 ）で あ る 。表 31 は 、

富 裕 税 を 巡 る ⼤ ま か な 政 治 的 動 向 を ま と め た も の で あ る 。  

 

表 31 富 裕 税 を巡る政治的動 向  

 与党第⼀党（労働党）  野党  
2 0 2 0 年 総選挙
前  
（⾸相： ジ ャシ
ンダ・ ア ーダー
ン ）  

・ T WG 最 終 報 告書
（ 2 0 2 0 / 1 0 / 1 7 ）富裕税 の導⼊勧
告せず  

・財務⼤⾂ G r a n t  R o b e r t s o n  富裕  
税 を導⼊し な い こ と を強調  
（ 2 0 2 0 / 9 / 2 4 ）  

・ ア ーダー ン⾸相  富裕税導⼊を  
繰り返し否定（ 2 0 2 0 / 1 0 / 1 3 ）  

 

国 ⺠党  
・労働党が勝利 したら、緑の党と  
連⽴政権を 実 現 す るために緑の  
党に譲歩し 、富裕税 を導⼊す る  
と主張。  

A C T 党  
・緑の党と の連⽴政権が 実 現 すれ  

ば 、経済の回復が危ぶまれる 。   
緑の党（労働党と は協⼒関係）  
 選挙後、労働党と富裕税 に つ い  

て協議 す る こ と を予定。  
2 0 2 0 年 総選挙
後  
（⾸相： ジ ャシ
ンダ・ ア ーダー
ン ）  

・ 2 0 2 1 年度予算で 、向こう 2 年  
間、 内 国歳⼊庁と財務省が富裕  
層の 税負担を検討す るための予  
算措置を 実 施 。  

・歳⼊⼤⾂デ ービッド ・パーカ  
ー 、ヴィクト リ ア ⼤学の演説  
で 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 、富  

国 ⺠党  A C T 党  
・D a v i d  Pa r k e r 歳⼊⼤⾂の ス ピ ーチ  

に 対 し て 、労働党は増税 を狙って  
い る と し て警戒。  

A C T 党  
・富裕税 は貯蓄に 対 す る 2 重課 税  
・ア ーダー ン の富裕税 に 対 す る発⾔  

 
1 1 2  “T h e  L e a d e r  I n t e r v i e w− Ja c i n d a  A r d e r n” ,  R N Z ,  1 2  S e p t emb e r  2 0 1 7 、 “B i l l  E n g l i s h
ʻ s c a r emo n g e r i n g ʼo v e r  L a b o u r  i n h e r i t a n c e  t ax− Ja c i n d a  A r d e r n ” ,  S t u f f ,  1 2  S e p t emb e r, 2 0 1 7 .  
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裕税 の導⼊意思が な い こ と を 表  
明。  

・ ア ーダー ン⾸相、租税政策に 関  
し て は まだ検討し て い な い と回  
答（ 2 0 2 2 / 5 / 2 ）  

は曖昧。  
・真に強い経済は 、単な る 分配で は  

な く 、⼈々が繁栄し 、努⼒し て成  
功で き る環境を整え る こ と に あ  
る 。  

2 0 2 3 年 総選挙
前  
（⾸相：クリ
ス ・ヒプキ ン
ズ）  

・歳⼊⼤⾂デ ービッド ・パーカ  
ー 、 内 国歳⼊庁に よ る超富裕層  
調査プロジ ェクト の調査結果を  
公 表 （ 2 0 2 3 / 4 / 2 6 ）  

・クリ ス ・ヒプキ ンズ⾸相、選挙  
後（再選後） に富裕税 お よ び キ  
ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 の導⼊を否  
定（ 2 0 2 3 / 7 / 1 2 ）  

・富裕税 に 関 す る財務省報 告書公  
表 （ 2 0 2 3 / 7 ）  

・ デ ービッド ・パーカー歳⼊相辞  
任（ 2 0 2 3 / 7 ）  

国 ⺠党  
・労働党は経済を壊す 。景気後退  

の今、導⼊すべき で は な い  
・労働党は信⽤ で き な い 。緑の党  
やマオ リ党の意向に従うだろ  
う。  

緑の党・マオ リ党  
・労働党が キ ャッピ タ ル ・ ゲ イ ン  

税や富裕税 を拒否すれば 、連⽴  
政権が危うく な る と警告 。  

A C T 党  
・富裕税 は貯蓄に 対 し て 2 重課 税  
・⾼負担・⾼債務の 現政権から脱  
却し 、勤勉な 国 ⺠ のための経済  
政策が必要。  

 与党第⼀党（ 国 ⺠党）  野党  
2 0 2 3 年 総選挙
後  
（⾸相：クリ ス
トファー ・ ラク
ソン ）  

国 ⺠党  
・景気回復時に お け る増税 は好ま  

し く な い 。  
・緑の党と の連携に より、労働党  
への⼀票は ⼤幅な増税 を意味す  
る 。  

A C T 党  
・労働党の提案は嫉妬⼼に基づく  
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド ・ファー ス ト党  
・ 税⾦で 国 の繁栄は 実 現 で き な い  

と批判  

労働党  
・クリ ス ・ヒプキ ンズ党⾸、 キ ャ  

ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 ・富裕税 ・⼟  
地 税 を検討の 対象に す る と発⾔

（ 2 0 2 4 / 3 / 2 5 ） 。  
・ キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 を導⼊し  
メディカー ド制度の財源に充て  
る こ と を決定（ 2 0 2 5 / 1 0 / 1 8 ）  

緑の党  
・労働党が 税制改⾰に つ い て 本 格  
的な 議 論 を開始したこ と を歓迎  

（出所 ）筆者作成。  

 

（ a） 2020 年総選挙前  

 税 制検討委員会は 富 裕 税 の 導 ⼊ を勧告し な かった が 、 そ の後も 、 ア ーダー ン

⾸相やデ イビッド ・ロバー トソン（ David  Robertson）財務⼤⾂に よ り 、他党の

税 制案で あ る 富 裕 税 は 導 ⼊ し な い と の発⾔が繰り返さ れ た 1 1 3 。こ れ は 、2020 年

総選挙の公約の ⼀ つ と し て緑の党が 富 裕 税 導 ⼊ を提⾔し て お り（前述）、同党の

議員が 、 富 裕 税 導 ⼊ が労働党と の 連⽴参 加 の絶対条件で あ る と発⾔し た こ と を

受け て の コ メ ン ト で あ る 。  

 
1 1 3  “N Z  E l e c t i o n  2 0 2 0 :  G r a n t  R o b e r t s o n ʻ r e a f f i rm s ʼL a b o u r  w o n ʼ t  a d o p t  G r e e n s ʼw e a l t h  t ax ,  

c o n f i d e n t  o f  e c o n om i c ʻ r e b o u n d ʼ ” ,  S t u f f ,  2 4  S e p t emb e r, 2 0 2 0 、 “N Z  E l e c t i o n  2 0 2 0 :  Ja c i n d a  
A r d e r n  s h u t s  d o w n  w e a l t h  t ax  a g a i n  a s  G r e e n  c a n d i d a t e  s p a r k s  f r e s h  s p e c u l a t i o n ” ,  S t u f f , 1 3  
O c t o b e r,  2 0 2 0 .  
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  こ の よ う な労働党の発⾔に 対 し て 、 国 ⺠党の リ ーダー 、 ジ ュ ディス ・ コ リ ン

ズ（ Judith  Col l ins） は 、労働党が勝利し た ら 、緑の党と の 連⽴協議 で緑の党に

譲歩し 、富 裕 税 を 導 ⼊ す るだろう と批判し て い る 1 1 4 。ま た 、ACT 党の リ ーダー 、

デ イビッド・シ ー モ ア（ David  Seymour）は 、労働党と緑の党の 連⽴政権が誕⽣

す れば、 コロナ後の 経 済 の回復が危ぶま れ る と発⾔し た 1 1 5 。  

 労働党と は協⼒関係に あ る緑の党の党⾸ジ ェ ームス ・ シ ョ ー （ James  Shaw）

は 、コロナ対策に よ り増加 し た債務対策の た め の 税収確保、ス トック価 格 上 昇 、

賃⾦低下に よ り 拡 ⼤ し た 格 差縮⼩ の た め に 税 制 の あ り ⽅ を検討すべき と し 、総

選挙後、労働党と 富 裕 税 に つ い て協議 す る こ と を予定 し て い る と述べた 1 1 6。  

（ b） 2020 年総選挙後  

 2020 年総選挙後の 動 き と し て まず注 ⽬ すべき は 、 2021 年度の予算で 、財務

省と内国歳⼊庁が 向 こ う 2 年 間 に渡り 、 富 裕層の 税負担の 状 況 を調査検討す る

た め の予算措置が講じ ら れ た こ と で あ る 。  

 こ れ に 関 連 し て 、歳⼊ ⼤⾂デ ービッド ・パーカー （ David  Parker） が 、 2022

年 4 ⽉ 26 ⽇にビクト リ ア ⼤ 学 で⾏った演説が 注 ⽬ で あ る 1 1 7。彼は 、 ス ピ ーチ

の冒頭で キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税や富 裕 税 を 導 ⼊ す る 計画は な い こ と を表明し た

後、 以下の よ う に 、公平な 税 制 の重要性 を強調す る 。  

 「コロナの 経 験 に よ り 、 租 税 の重要な ⽬ 的 の ⼀ つ は 、 所 得 と公共サ ービス の

費⽤を 、社会的 に容認さ れ る 形 で 配 分 す る こ と に 対 す る社会的理解が深まった 。

こ の ⽬標は 、 富 の極端な集中 を回避す る こ とへと 拡 ⼤ し 、 住 宅保有率の低下を

懸念す る 政 治 家 を通し て 、頻繁に声⾼に主張さ れ て い る 。・・・ 制度を改善し よ

う と す る 政 治 家 に とって永遠の 課題は 、提案さ れ た 税 制変更が有権者 に とって

公平で あ る と納得 させ、 経 済 を強化し 、社会を よ り良く す る こ と で あ る」

（ Parker(2022) ,pp .2-3）  

 
1 1 4  “N Z  E l e c t i o n  2 0 2 0 :  Ja c i n d a  A r d e r n  s h u t s  d o w n  w e a l t h  t ax  a g a i n  a s  G r e e n  c a n d i d a t e  

s p a r k s  f r e s h  s p e c u l a t i o n ” ,  S t u f f , 1 3  O c t o b e r,  2 0 2 0 .  
1 1 5  “N Z  E l e c t i o n  2 0 2 0 :  G r a n t  R o b e r t s o n ʻ r e a f f i rm s ʼL a b o u r  w o n ʼ t  a d o p t  G r e e n s ʼw e a l t h  t ax ,  

c o n f i d e n t  o f  e c o n om i c ʻ r e b o u n d ʼ ” ,  S t u f f ,  2 4  S e p t emb e r, 2 0 2 0 .  
1 1 6  “R u l i n g  o u t  c o n v e r s a t i o n  o n  w e a l t h  t ax ʻn o t  c r e d i b l e ʼ− S h a w ” ,  R N Z ,  1 2  O c t o b e r,  2 0 2 0 .  
1 1 7  Pa r k e r ( 2 0 2 2 ) 参 照 。  
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 さ ら に 、 税 制改⾰の た め の基礎的 な デ ー タ収集の必要性 を指摘し て い る 。不

⾜し て い る と 考 え ら れ る デ ー タ と し て 、 富 と 資 本 所 得 に 関 す る デ ー タ 、GST の

階層別（ 所 得 、 資 産 、 コ ーホー ト ）実効税率、超富 裕層の 税負担率を挙げて い

る （ Parker(2022) ,pp .5-6）。  

 歳⼊ ⼤⾂の こ の ス ピ ーチに 対 し て 、国 ⺠党と ACT 党は 、労働党は 富 裕 税 を 導

⼊ し な い と す る過去の公約（ 2020 年 ）を覆し 、増税 を ⽬ 論んで い る と し て批判

し た が 、 ア ーダー ン⾸相 は 、 租 税 政策に 関 し て は まだ検討し て い な い と の曖昧

な回答を⾏った 1 1 8 。  

 ACT 党は 、富 裕 税 は貯蓄に 対 す る⼆重課 税 で あ る こ と 、お よ び ア ーダー ン⾸

相 の 富 裕 税 に 関 す る発⾔に は ⼀貫性 が な い こ と （選挙前に は 富 裕 税 導 ⼊ を否定

し て お き な が ら選挙後に は曖昧な発⾔を⾏った ） を批判し 、勤勉な 国 ⺠ を苦し

め る 現 政権に よ る⾼負担、⾼債務か ら脱却すべき こ と を主張し て い る 1 1 9 。  

（ c） 2023 年総選挙前  

 2023 年 4 ⽉ 26 ⽇、 デ ービッド ・パーカー歳⼊ ⼤⾂が 、ビクト リ ア ⼤ 学 で超

富 裕層調査プロジ ェクト の調査結果を公表し た 1 2 0。 そ の 中 で 、超富 裕層の 経 済

的 所 得 に 対 す る 税負担率が 、 他 の 多 く の 国 ⺠ よ り も低い こ と （ 中 所 得層の 税負

担率は 、超富 裕層の少な く と も 2 倍で あ る こ と ） を明ら か に す る と と も に 、調

査結果は将来の 租 税 政策の 議 論 を⾏う際の重要な デ ー タ と な る が 、労働党の 租

税 政策は選挙前に公表す る と発⾔し た 。  

2023 年 7 ⽉、クリ ス ・ヒプキ ンズ⾸相 は 、多 く の 家庭が⽣活費の⾼騰に苦し

んで い る 中 、 ⼤ き な 税 制改⾰を⾏う タ イミングで は な い と し て 、総選挙後の 富

裕 税 お よ び キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 の 導 ⼊ を否定 し た 1 2 1 。 し か し な が ら 、 所 得 税

 
1 1 8  “P r ime  M i n i s t e r  Ja c i n d a  A r d e r n  s a y s  p a r t s  o f  N Z ʼ s  t ax  s y s t em  a r e  u n f a i r ,  r e f u s e s  t o  r u l e  

o u t  w e a l t h  t ax ” ,  S t u f f ,  M a y 2  , 2 0 2 2 .  
1 1 9  AC T  N Z , “N o  i f s ,  n o  b u t s -w e a l t h  t ax  w o u l d  b e  g o n e  u n d e r  AC T ” ,  Tu e s d a y  2 6  A p r i l , 2 0 2 2

（ h t t p s : / / w w w. a c t . o r g . n z / n e w s / n o - i f s -n o -b u t s -w e a l t h - t ax -w o u l d -b e -g o n e -u n d e r -a c t ）、 AC T  
N Z , “PM  p r e p a r i n g  m a s s i v e  t ax  f l i p - f l o p ” ,Mo n d a y,  2  M a y,  2 0 2 2
（ h t t p s : / / w w w. a c t . o r g . n z / n e w s / pm-p r e p a r i n g -m a s s i v e - t ax - f l i p - f l o p ）、 上記 UR L の 最 終 閲
覧 ： 2 0 2 6 / 4 / 7 。  

1 2 0  Pa r k e r ( 2 0 2 3 ) 。調査結果の概要に つ い て は 、 篠 原 （ 2 0 2 5 ） を 参 照 。  
1 2 1  以下、 “E l e c t i o n  2 0 2 3 :  L a b o u r ʼ s  C h r i s  H i p k i n s  r u l e s  o u t  We a l t h  t ax ,  c a p i t a l  g a i n s  

t ax ” , S t u f f . 1 2  Ju l y, 2 0 2 3 、 “H i p k i n s  r u l e s  o u t  c a p i t a l  g a i n s  t ax ,  w e a l t h  t ax  i f  L a b u r  r e -
e l e c t e d ” ,  R N Z ,  1 2  Ju l y, 2 0 2 3 、 “Wa t c h :  F i n a n c e  M i n i s t e r  G r a n t  R o b e r t s o n  g i v e s  b r i e f i n g  o n  
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の 税率区分 の ⾒ 直 し （ 課 税最低限 10,000NZ ド ル の設定 、 税率 30％の適⽤さ れ

る最低所 得額の引き 上げ）、給付増額の財源と し て 富 裕 税 導 ⼊ を検討し て い た こ

と を公表し た 。同 税 は 、税率 1.5％、課 税最低限 500 万 NZ ド ル 、持ち 家や⼀ 部

の 個 ⼈ 資 産 は⾮課 税 、税収⾒込みは 、2024 年度（ 2026 年度）34 億 NZ ド ル（ 37

億 NZ ド ル ） の予定 で あった 。 富 裕 税案が頓挫し た こ と に伴い 、 同 税 の 導 ⼊ に

向 け て努⼒し て き た デビッド ・パーカー は歳⼊ 相 を辞任し た  

富 裕 税 導 ⼊ の 取 り組みは 2022 年 に開始さ れ 、財務省が 2023 年度予算で の 導

⼊ に 向 け て検討し て い た こ と も明ら か に さ れ た 1 2 2 。 し か し な が ら 、財務省の公

表し た報告書で は 、2023 年度予算で 導 ⼊ す る た め に は検討の 時 間 が不⼗分 で あ

る か ら 、 導 ⼊ を 2025 年 3 ⽉ 31 ⽇ま で延期す る よ う勧告さ れ て い る 1 2 3。  

こ の よ う な労働党の 動 き に 対 し て 、国 ⺠党は 、「経 済 再建・ 所 得 向 上 ・⽣活費

問題の解決の た め に は 、増税 は好ま し く な い 。景気後退の 中 、 導 ⼊ すべき で は

な い 。労働党は 、 連⽴のパー トナー と予想さ れ る緑の党やマ オ リ党の 意 向 に従

うだろう」と批判し て い る 1 2 4 。 ま た 、緑の党と マ オ リ党は 、労働党が キ ャ ピ タ

ル ・ ゲ イ ン 税や富 裕 税 を拒否す れば、 連⽴協議 が危う く な る と警告し た 1 2 5。  

（ d） 2023 年総選挙後  

 労働党党⾸クリ ス ・ヒプキ ンズは 、選挙前に は キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税や富 裕

税 に つ い て は 導 ⼊ を否定 し て い た 。 し か し な が ら 、総選挙に敗北後は 、給与 所

得 者 と 資 産 か ら収⼊ を 得 る 富 裕層と の 間 の 税負担バラ ン ス を確保す る た め に 、

⼟ 地 税 と と も に 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 お よ び 富 裕 税 を 再 び検討対象に す る と

発⾔し た 1 2 6 。  

 
B u d g e t  d o c ume n t s  r e l e a s e ” ,  R N Z ,  1 2  Ju l y, 2 0 2 3 参 照 。 また、富裕税導⼊を否定す る理由と
し て 、富裕層に よ る 課 税されな い 場 所への 資 本逃避の可能性を指摘し て い る （ “Po l l :  D o  
K i w i s  w a n t  w e a l t h  t ax  f o r  u n i v e r s a l  f r e e  d e n t a l  c a r e? ” ,  2 2  A u g u s t , 2 0 2 3 , 1 N e w s ）。  

1 2 2  T h e  Tr e a s u r y ( 2 0 2 3 a ;2 0 2 3 b ;2 0 2 3 c ;2 0 2 3 d ) .  
1 2 3  T h e  Tr e a s u r y ( 2 0 2 3 c ) , p . 3 0 .  
1 2 4  “E l e c t i o n  2 0 2 3 :  L a b o u r ʼ s  C h r i s  H i p k i n s  r u l e s  o u t  We a l t h  t ax ,  c a p i t a l  g a i n s  t ax ” , S t u f f . 1 2  
Ju l y, 2 0 2 3 、 “H i p k i n s ʼ t ax  p l e d g e  c o u l d  t h r e a t e n  c o a l i t i o n  t a l k s -G r e e n s ,  Te  Pā t i  M āo r i  ” ,  
R N Z ,  1 2  Ju l y, 2 0 2 3 。  

1 2 5  “H i p k i n s ʼ t ax  p l e d g e  c o u l d  t h r e a t e n  c o a l i t i o n  t a l k s -G r e e n s ,  Te  Pā t i  M āo r i  ” ,  R N Z ,  1 2  
Ju l y, 2 0 2 3 .  

1 2 6  “ ʻT h a t  w a s  t h e n  a n d  t h i s  i s  n o w ʼ : C h r i s  H i p k i n s  t a l k s  u p  t ax  r e f o rm  h e  p r e v i o u s l y  r u l e d  
o u t ” ,  R N Z ,  2 6  M a r c h , 2 0 2 4 .  
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 さ ら に 、 2025 年 10 ⽉に労働党は 、 家族の 住居や農場を除く不動 産 のみを 対

象と し た キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 を 導 ⼊ し 、 メ ディカー ド 制度（ すべて の ⼈々が

年 3 回無料で か か り つ け医を受診で き る 制度） の財源に充て る キ ャ ンペー ン を

⾏う こ と を決定 し た 。 こ れ に よ り 、 富 裕 税 か キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 か の党内の

議 論 に終⽌符が打た れ た 1 2 7。  

 こ の よ う な労働党の 動 き に 対 し て 、緑の党が 、労働党が 税 制改⾰に つ い て 本

格 的 な 議 論 を開始し た と歓迎す る ⼀ ⽅ で 1 2 8 、 国 ⺠党は 、 経 済 は回復期に あ り増

税 は好ま し く な い と か 、労働党は緑の党と 連携し て ⼤幅な増税 を狙って い る と

批判す る 1 2 9 。 ま た 、ACT 党党⾸デヴィッド ・ シ ー モ ア （ David  Seymour） は 、

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 租 税負担率は OECD 平均値よ り⾼く 、労働党の提案は 富 裕

層に 対 す る嫉妬⼼か ら⽣ま れ て い る と批判し た 1 3 0 。さ ら に 、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド・

ファー ス ト党党⾸ウィン ス ト ン・ピ ー タ ーズ（Winston  Peters）は 。労働党は 税

⾦で 国 の繁栄は実現 で き な い こ と を理解し て い な い と指摘し た 1 3 1 。  

 

お わ り に  

 

 最後に 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 資 産 課 税 を 巡 る 議 論 の ⾻ ⼦ を ま と め 、 資 産 課 税

の ⽅ 向 性 に 関 し て 若 ⼲ の コ メ ン ト を 加 え て 、 本 稿 の締め く く り と し よ う 。  

 

１ . 議 論 の ⾻ ⼦  

 本 稿 で は 、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 資 産 課 税 に 関 し て 、（ 1）資 産 格 差 の 状 況 、（ 2）

資 産 再 分 配 に 関 連 す る 資 産 課 税 廃 ⽌ の 経 緯 、（ 3） 資 産 課 税 の あ り ⽅ を 巡 る 議 論

 
1 2 7  “L a b o u r  t o  c amp a i g n  o n  n a r r o w  c a p i t a l  g a i n s  t ax ,  n o  w e a l t h  t ax ” , 2 8  O c t o b e r, 2 0 2 5 .  
1 2 8  “L a b o u r  t o  c amp a i g n  o n  n a r r o w  c a p i t a l  g a i n s  t ax ,  n o  w e a l t h  t ax ” , 2 8  O c t o b e r, 2 0 2 5 .  
1 2 9  N i c o l a  W i l l i s , “L a b o u r  o p e n s  d o o r  t o  f u r t h e r  t ax  i n c r e a s e s” ,  0 3  Fe b r u a r y, 2 0 2 6 .  

h t t p s : / / w w w. n a t i o n a l . o r g . n z / n e w s / 2 0 2 6 0 2 0 3 -h o n -n i c o l a -w i l l i s - l a b o u r -o p e n s -d o o r - t o -
f u r t h e r - t ax - i n c r e a s e s 最 終 閲 覧 ： 2 0 2 6 / 4 / 8  

1 3 0  “L a b o u r  t o  c amp a i g n  o n  n a r r o w  c a p i t a l  g a i n s  t ax ,  n o  w e a l t h  t ax ” , 2 8  O c t o b e r, 2 0 2 5 .  
1 3 1  “ ʻT h a t  w a s  t h e n  a n d  t h i s  i s  n o w ʼ : C h r i s  H i p k i n s  t a l k s  u p  t ax  r e f o rm  h e  p r e v i o u s l y  r u l e d  

o u t ” ,  R N Z ,  2 6  M a r c h , 2 0 2 4 .  
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の 動 向 、（ 4） 資 産 課 税 に 対 す る 国 ⺠ の反応お よ び 政 治 的 動 向 に 注 ⽬ し た 。 そ れ

ぞれ の ⾻ ⼦ を ま と め る と 、 以下の よ う に な る 。  

 （ 1） 資 産 格 差 の 状 況  

 2015 年 以 降 に お け る 資 産 分布（ 純 資 産 ）の 状 況 を 、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 統 計局

が 3 年 お き に公表す る Household  net  worth  stat ist ics で ⾒ る と 、 2018 年 ま で

は 資 産 格 差 が 拡 ⼤ し て い る が 、 そ れ 以 降 は縮⼩傾向 に あ る （表７）。  

 Household  net  worth  stat ist ics で は 、 無回答バイ ア スや過少申告バイ ア ス に

よ り 富 裕層の デ ー タ把握が困難で あ る 。 そ こ で 、 メ ディア の 富 裕層ラ ン キ ング

や Cap i ta l ization  method（ 資 本還元法に よ り 資 産額を推定 す る ⽅法） を利⽤し

て 富 裕 層 の 資 産 保 有 割 合 を 推 計 し た 研 究 に よ る と 、 Household  net  worth  

stat ist ics に基づく推計 よ り も 、 富 裕層の 所有割合は増加 す る （表 12）。 し か し

な が ら 、 国際⽐ 較 で ⾒ る と 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 資 産 格 差 は ⼤ き い と は⾔え な

い （図 5、表 9）。  

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド は 多 ⺠族国 家 で あ る 。 ⺠族構成は 、欧州系 、 マ オ リ 系 、太

平洋諸島系 、ア ジ ア 系 、そ の 他 に ⼤別で き る 。2024 年 に お い て最も 純 資 産額が

⼤ き い欧州系 と最も ⼩ さ い太平洋諸島系 の 間 に は 、約 9 倍の 格 差 が あ る 。2015

年 以 降 、 ⺠族間 の 資 産 格 差 は 拡 ⼤傾向 に あ る （表 8）。  

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で は 、 2010 年代後半以 降 、 住 宅 価 格 上 昇率は名⽬ GDP 伸

び率を 上回って い る 。 住 宅 価 格⾼騰が 資 産 格 差 に 与 え る影響を 分析し た研究に

よ る と 、 住 宅 価 格⾼騰は 資 産 格 差 を減少させる こ と 、 住 宅 所有者 間 で の 資 産 格

差 は低下す る が 、 住 宅 所有者 （持家 所有者 ） と 住 宅⾮所有者 （賃貸居住 者 ） 間

で の 資 産 格 差 はやや拡 ⼤ す る こ と が明ら か に さ れ て い る 。  

住 宅 価 格⾼騰は 、Housing  Affordabi l i ty（ 住 宅 取 得 ・負担能⼒）に影響を 与 え

る 。Housing  Affordabi l i ty  は 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 国 ⺠ に とって重要な懸念事項

で あ る 。 住 宅⾮所有者 （賃貸居住 者 ） の 住 宅費⽤は 住 宅 所有者 （持家 所有者 ）

と ⽐ 較 し て⾼く 、ま た 、住 宅 価 格 上 昇 に よ り持家 取 得 が困難に なって い る 。2024

年 に お け る 住 宅⾮所有者 の可処分 所 得 に占め る 住 宅費⽤の割合が 40％を超え る

割合は 、 OECD 諸 国 の 中 で最も⾼い （図 10）。 ま た 、 住 宅費⽤が 40％を超え る
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所 得 分布の最下位層の割合は 、 OECD 平均値を ⼤ き く 上回る （図 11）。 住 宅 取

得希望者 に とって重要な 住 宅 価 格 の 対可処分 所 得 ⽐ は 、 地域に よ り 異 な り 、最

⾼の オ ークラ ン ド と最低の サ ウ ス ラ ン ド で は約 2 倍の開き が あ る （図 8）。  

 以 上 よ り 、現 在 の ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で 資 産 格 差 の 課題と し て指摘で き る の は 、

⺠族間 の 資 産 格 差 で あ り 、持家 所有者 と賃貸居住 者 間 の 資 産 格 差 で あ る と⾔え

る 。持家 所有者 と賃貸居住 者 の 資 産 格 差 は 、賃貸居住 者 の 住 宅費⽤に反映さ れ

る 。 家賃上 昇 が低所 得層の⽣活を圧迫し て い る 。賃貸居住 者 は 、持家 所有者 と

⽐ 較 し て⾦銭的余裕 が な く 、⾃分 の 経 済 状 況 に満⾜し て い な い 。  

 （ 2） 資 産 再 分 配 関 連 税 制 廃 ⽌ の 経 緯  

資 産 再 分 配機能を有す る 租 税 と し て 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で は過去に ⼟ 地 税 お

よ び 相 続 ・ 贈 与 税 が 課 税 さ れ て い た 。 ⼟ 地 税 は 、 富 の集中排除お よ び 税収確保

を ⽬ 的 と し て 、1891 年 に 国 税 と し て 導 ⼊ さ れ た 。住 宅ロー ン を控除し た ⼟ 地 の

純 資 産 価値を 課 税標準と し て 課 税 さ れ た が 、基礎控除が⾼く設定 さ れ た た め 、

実態は不動 産投資 家や企業の保有す る ⼤規模⼟ 地 に 課 税 を 限 定 し た 富 裕 税 で あ

った 。 税収規模が ⼩ さ く 富 の集中排除の機能を期待で き な い こ と 、 政 治 的 に不

⼈気な こ と 、等の理由に よ り 1991 年 に 廃 ⽌ さ れ た 。  

 相 続 税 は 、戦費調達の た め の財源確保を主た る ⽬ 的 と し て 1866 年 に 導 ⼊ さ れ

た が 、1970 年代の 地 価⾼騰に よ る農家 の 相 続 税負担の軽減を ⽬ 的 と し て 、1979

年 の遺産 ・ 贈 与 税修正 に よ り基礎控除が ⼤幅に引き 上げら れ 、実質的 に 廃 ⽌ の

状 況 に追い込ま れ た 。そ し て 、結局 1992 年 に 、租 税回避が容易で あ る こ と 、税

収規模が ⼩ さ い こ と 、有能で熟練し た ⼈々の海外への移住 を促進 す る可能性 が

⾼い こ と 、等の理由に よ り 廃 ⽌ さ れ た 。  

 贈 与 税 は 相 続 税 廃 ⽌後も 存 続 し た が 、 同 税 に期待さ れ る機能は 、 相 続 税 の補

完か ら 、 所 得 税 の 租 税回避防⽌ 、債権者保護、社会扶助の不正受給防⽌へと変

化し た 。 こ れ ら の機能は 限 定 的 で あ り 、 税務⾏政費⽤お よ び納税協⼒費⽤が⾼

い わ り に 税収規模が ⼩ さ く 、結局、 2010 年 に 廃 ⽌ さ れ た 。  

（ 3） 資 産 課 税 の あ り ⽅ を 巡 る 議 論 の 動 向  
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資 産 課 税 の ⾒ 直 し を 巡 る 議 論 は 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 （包括 的 ・ キ ャ ピ タ

ル ゲ イ ン 課 税 ）ほど活発で は な い 。⼟ 地 税 に 関 し て は 、国 ⺠党政権下の 2010 年

税 制改⾰お よ び ア ーダー ン 政権下で検討さ れ た が 、 いずれ も 再 導 ⼊ に 関 し て は

否定 的 で あ る 。 相 続 ・ 贈 与 税 に つ い て は 、 ベビーブー マ ー世代の⾼齢化に よ り

資 産移転額の増加 が予想さ れ る こ と か ら 、2020 年代に ⼊ り 、復活に 向 け て検討

を⾏う 議 論 が ⾒ ら れ る 。富 裕 税 に 関 し て は 、労働党が 2020 年総選挙に勝利し単

独政権樹⽴後、導 ⼊ を ⽬ 論んで い た こ と 、お よ び 富 裕 税 に 関 す る OECD の報告

書（ OECD(2018)）や超富 裕層プロジ ェクト の報告書（ Pol icy  and  Regulatory  

Stewardship  (2023)）が公表さ れ た こ と に影響を受け 、導 ⼊ の 是⾮を 巡 る 議 論 が

展開さ れ て い る 。  

（ 4） 資 産 課 税 に 対 す る 国 ⺠ の反応お よ び 政 治 的 動 向  

 国 ⺠ に 対 す る ア ン ケ ー ト調査で は 、国 ⺠ は 富 裕層が よ り 多 く の 税⾦を⽀払う

べきだと 考 え て い る こ と が明ら か に なって い る 。 し か し な が ら 、 個別の 資 産 課

税 に 関 す る 意 ⾒聴取 は⾏わ れ て い る が（Tax  Working  Group(2018c ;2018d)、2023 

1News-Reid  Research  pol l）1 3 2 、富 裕層の負担を増やす⼿段と し て 、包括 的 キ ャ

ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 も含め て ⼟ 地 税 、 相 続 ・ 贈 与 税 、 富 裕 税 の いずれ が望ま し

い と 国 ⺠ が 考 え る の か は明ら か で は な い 。  

政 治 的 動 向 で あ る が 、 資 産 課 税 に賛成を表明し て い る の は いずれ も 分 配 （ 税

制 の公平性 ） を重視す る少数政党で あ る 。 注 ⽬ すべき は 同 じ く 分 配 を重視す る

⼆⼤ 政党の⽚割れ で あ る労働党の 動 き で あ る 。労働党は 、 ア ーダー ン 政権下で

連⽴政権のパー トナー で あった ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド・ファー ス ト党の反対 に よ り 、

包括 的 キ ャ ピ タ ル・ゲ イ ン 課 税 の 導 ⼊ に失敗し た 。2020 年総選挙に よ り単独過

半数を獲得 し て単独政権を樹⽴後、2021 年度予算で は 富 裕層の 税負担の 状 況 を

調査す る た め に 向 こ う 2 年 間 の予算措置を講じ て お り 、 こ れ は 、 富 裕 税 を 導 ⼊

 
1 3 2  キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 に 関 す る ア ンケー ト調査は これま で頻繁に 実 施されて い る （ 篠 原  

（ 2 0 2 5 ） 参 照 ）。 最近の調査で は 、「マイホームを 対象外 と した場 合 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税  
を導⼊すべきだと考え ま すか」と の問い に 対 し 、賛成 4 2 . 6 ％ 、反対 3 5 . 8 ％ 、わからな い  
2 1 . 6 ％ と なって い る 。 また、「マイホームを 含んだ場 合 、 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 を導⼊すべ  
きだと考え ま すか」と の問い に 対 し て は 、賛成 1 0 . 9 ％ 、反対 7 1 . 6 ％ 、わからな い 1 7 . 4 ％ と  
なって い る （ “R N Z -R e i d  R e s e a r c h  p o l l :  W h e r e  t h e  p u b l i c  s t a n d s  o n  c a p i t a l  g a i n s   
t ax ” , R N Z , 1 8  S e p t emb e r, 2 0 2 5 ）。  
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す る た め の下準備で あった 。政権の指⽰を受け 、財務省は 2023 年度予算で の 富

裕 税 導 ⼊ に 向 け て検討し た が 、結局、労働党が 導 ⼊ を あ き ら め た こ と に よ り実

現 し な かった 。2023 年 の総選挙に敗北後、労働党は 、再 び ⼟ 地 税 、富 裕 税 、キ

ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 税 を検討す る と し て い た が 、 2025 年 10 ⽉に キ ャ ピ タ ル ・ ゲ

イ ン 税 の 導 ⼊ に絞る こ と で党内の 議 論 は決着を ⾒ て い る 。  

 

２ . 資 産 課 税 の ⽅ 向 性  

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 資 産 課 税 の あ り ⽅ を 考 え る際に は 、 OECD(2018)が 富 裕

税 の 議 論 で⽰し た 租 税 体 系 、 経 済 ・社会環境の視点 に 加 え て 政 治 的環境の視点

が重要で あろう 。  

（ 1） 租 税 体 系 の視点  

租 税 体 系 の視点 か ら は 、 Inland  Revenue(2025b） が指摘す る よ う に 、 所 得 お

よ び消費税 を 中⼼と し つ つ も 、 そ れ を補完す る も の と し て 資 産 課 税 （ 資 産保有

課 税 、 資 産移転課 税 ） の役割の検討が必要で あ る と 考 え ら れ る 。 そ の際に は 、

資 産 課 税単独で は な く 、 資 本 所 得 課 税 とセット で検討すべき で あ る 。  

租 税 体 系 の累進 性 を確保す る 観 点 か ら は 、超富 裕層の 所 得 は キ ャ ピ タ ル ・ ゲ

イ ン の占め る割合が ⼤ き い こ と か ら（ Pol icy  and  Regulatory  Stewardship  (2023)）、

まず包括 的 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 の実現 が望ま れ る 。 ま た 、 富 の集中排除の

観 点 か ら は 、 ベビーブー マ ー世代の⾼齢化に伴い 資 産移転額の増加 が予想さ れ

る こ と か ら （図 14）、 いったん廃 ⽌ さ れ た 税 の復活は容易で は な い が 、世代を

超え て持続 す る世代間不公平に 対応す る た め に 、 資 産移転課 税 を検討す る必要

が あろう 。 資 産移転課 税 の検討の前提と し て 、過去の 廃 ⽌ 原因の精査、 お よ び

諸外国 で ⾒ ら れ る よ う な 資 産移転お よ び 資 産移転課 税 の 分 配効果に 関 す る研究

の蓄積が求め ら れ る 。  

包括 的 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 お よ び 資 産移転課 税 が実現 す れば、 資 産保有

課 税（ ⼟ 地 税 、富 裕 税 ）の必要性 は薄い と 考 え ら れ る 。⼟ 地 税 に つ い て は 、2010

年代の 税 制検討委員会で も 、社会的受容性 お よ び 政 治 的持続可能性 が懸念さ れ 、

再 導 ⼊ は否定 さ れ て い る 。 ま た 、 資 産移転課 税 が 廃 ⽌前の 富 裕 税 に 関 す る 議 論
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（Ross ,et  al .(1967)、Sandford(1987)）で は 、富 の集中排除や資 産 格 差縮⼩ に つ

い て は 、 富 裕 税 で は な く 資 産移転課 税 に よ り実現 さ れ る と し て い る 。  

所 得 税 制 に お い て キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 が 限 定 的 な こ と 、未実現 キ ャ ピ タ

ル・ゲ イ ン に 対 し て は 課 税 さ れ な い こ と か ら 、富 裕 税 導 ⼊ に よ り 資 産 格 差縮⼩ 、

税 制 の累進 性 向 上 の効果が期待で き る と さ れ る 議 論 が あ る（Rashbrooke(2020)、

Forward(2026)）。し か し な が ら 、未実現 キ ャ ピ タ ル・ゲ イ ン 課 税 に は 資 産評価 、

納税 の た め の流動 性問題が伴う 。こ の 点 に 関 し て は 、国 ⺠党政権下で の 2010 年

税 制改⾰やア ーダン 政権下で の 税 制検討委員会報告書で も指摘さ れ て い る 1 3 3 。

Rashbrooke(2020)と Forward(2026)は 、 富 裕 税 の 制度設計 に お い て未実現 キ ャ

ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税 に お い て⽣ずる こ れ ら の問題点 に つ い て も 対応策を検討し

て い る が （表 22、表 25）、 両 者 と も 現⾏所 得 税 制 （ 限 定 的 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン

課 税 ）を前提と し て 、富 裕 税 を新た に 導 ⼊ す る 議 論 で あ る 。包括 的 キ ャ ピ タ ル・

ゲ イ ン 課 税 お よ び 資 産移転課 税 が実現 さ れ た後も 富 裕 税 が必要で あ る か に つ い

て は明ら か に さ れ て い な い 。  

（ 2） 経 済 ・社会環境の視点  

経 済 ・社会環境の視点 か ら は 、 資 産 格 差 の程度お よ び 格 差 是 正 に 対 す る 国 ⺠

の 意識が重要で あ る 。 ア ン ケ ー ト調査の結果を ⾒ る と 、 国 ⺠ は 富 裕層が もっと

税 を負担すべき こ と を望んで い る こ と か ら 、 格 差 お よ び 格 差 是 正 を 意識し て い

る こ と は う か が え る 。 し か し な が ら 、前述の よ う に 、どの よ う な 税 制 で そ れ を

実現 すべき で あ る と 考 え て い る か に つ い て は明ら か で な い 。  

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 経 済 は 、2025 年 に イ ンフレが 再 び 加速し 、プラ ス成⻑で は

あ る が 、成⻑ス ピ ー ド は鈍化し て い る 。 中東危機に よ る燃油価 格 の 動 向 次第で

は 、 イ ンフレが 加速し 家 計費を圧迫す る可能性 も あ る 1 3 4。 し た がって 、 国 ⺠ の

最⼤ の 関⼼事は 、格 差 で は な く 、イ ンフレに よ る⽣活費上 昇 で あ る 状 況（図 12）

が 当⾯継続 す る と 考 え ら れ よ う 。  

 
1 3 3  篠 原 （ 2 0 2 5 ） 参 照 。  
1 3 4  以 上 、⻄濱（ 2 0 2 6 a ;2 0 2 6 b ）、 “E c o n omy  g r e w  b y  0 . 2  p e r c e n t  i n  l a s t  t h r e e  mo n t h s  o f  

2 0 2 5 ” ,  R N Z , 1 9  M a r c h , 2 0 2 6 、 “Fu e l  c o s t s  , h o u s e h o l d  exp e n s e s  o n  t h e  r i s e  a s  e c o n omy  h e a d s  
i n t o  ʻc h o p p y  w a t e r s ʼ ” , R N Z ,  5  M a y, 2 0 2 6 参 照 。  
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（ 3） 政 治 的環境の視点  

税 制改⾰に は 、 租 税 体 系 、 経 済 ・社会環境の視点 に 加 え て 政 治 的環境の視点

が重要で あ る 。 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の選挙制度（ ⼩選挙区⽐ 例代表制 ） は 、選挙

サ イクル が短期（３年 ） で あ る 。３年ごと の総選挙に は 、有権者 の 政 治 的 関⼼

が⾼ま り 政 治 の活性化に つ な が る メ リット が あ る が 、⻑期的視点 か ら の 政策取

り組みは困難で あ る 。 ま た 、 ⼩選挙区⽐ 例代表制 の下で は 、単独政権樹⽴が困

難で あ り 、 連⽴相⼿の顔⾊を窺わざる を 得 な い 。  

包括 的 キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン 課 税や資 産 課 税 の 議 論 の 動 向 を眺め る と 、 こ の選

挙制度が弊害を も た ら し て い る の は明ら か で あ る 。 ２ ⼤ 政党で あ る 国 ⺠党と労

働党の 政策理念は全く 異 な り 、ヘレン・クラ ークが指摘す る よ う に 、「今の 状 況

は 、 政権が変わ るごと に前政権の 政策が否定 さ れ 、振り ⼦ の よ う に 政策が激し

く揺れ 動 き 、 なぜ前に 進 ま な い の か 国 ⺠ が疑問に感じ て い る」 1 3 5 状態に あ る 。 

（ 4） ⼩ 括  

以 上 の よ う に 、 現段階で 国 ⺠ の 関⼼事は もっぱら⾼い⽣活費に あ り 、 格 差 是

正 に 対 す る優先度は そ れほど⾼く な い 。 ま た 、選挙制度が 政 治 家 の 意思決定 に

⼤ き な影響を 与 え て い る 。 こ の よ う な 状 況下で 、過去に いったん廃 ⽌ さ れ た 税

（ ⼟ 地 税 、 相 続 ・ 贈 与 税 ） の復活や新税 （ 富 裕 税 ） の 導 ⼊ は困難で あ る と 考 え

ら れ る 。 よ り 中⻑期的 観 点 か ら 租 税 体 系 の あ り ⽅ を 考 え る 議 論 が活発に な る こ

と を期待し た い 。  
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